
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
章
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
　
登
録
証
明
機
関

第
一
節
　
技
術
基
準
適
合
証
明
（
第
三
条―

第
十
六
条
）

第
二
節
　
特
定
無
線
設
備
の
工
事
設
計
に
つ
い
て
の
認
証
（
第
十
七
条―

第
二
十
二
条
）

第
三
章
　
承
認
証
明
機
関

第
一
節
　
技
術
基
準
適
合
証
明
（
第
二
十
三
条―

第
三
十
二
条
）

第
二
節
　
特
定
無
線
設
備
の
工
事
設
計
に
つ
い
て
の
認
証
（
第
三
十
三
条―

第
三
十
八
条
）

第
四
章
　
特
別
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
（
第
三
十
九
条―

第
四
十
二
条
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
四
十
三
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
し
、
法

の
委
任
に
基
づ
く
事
項
及
び
法
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
特
定
無
線
設
備
等
）

第
二
条
　
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
特
定
無
線
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
か
ら
一
の
八
ま
で
　
削
除

一
の
九
　
設
備
規
則
第
四
章
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
単
側
波
帯
の
電
波
を
使
用
す

る
単
一
通
信
路
の
陸
上
移
動
局
又
は
携
帯
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が

五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
（
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
五
号
の
三
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

一
の
十
　
設
備
規
則
第
四
章
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
Ｆ
一
Ｂ
電
波
、
Ｆ
一
Ｃ
電

波
、
Ｆ
一
Ｄ
電
波
、
Ｆ
一
Ｅ
電
波
、
Ｆ
一
Ｆ
電
波
、
Ｆ
一
Ｎ
電
波
、
Ｆ
一
Ｘ
電
波
、
Ｇ
一
Ｂ
電
波
、
Ｇ
一
Ｃ
電

波
、
Ｇ
一
Ｄ
電
波
、
Ｇ
一
Ｅ
電
波
、
Ｇ
一
Ｆ
電
波
、
Ｇ
一
Ｎ
電
波
又
は
Ｇ
一
Ｘ
電
波
を
使
用
す
る
単
一
通
信
路

の
陸
上
移
動
局
又
は
携
帯
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト
以

下
の
も
の
（
第
二
十
五
号
の
四
か
ら
第
二
十
五
号
の
六
ま
で
及
び
第
七
十
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

一
の
十
一
　
設
備
規
則
第
四
章
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
Ｆ
二
Ａ
電
波
、
Ｆ
二
Ｂ
電

波
、
Ｆ
二
Ｃ
電
波
、
Ｆ
二
Ｄ
電
波
、
Ｆ
二
Ｎ
電
波
、
Ｆ
二
Ｘ
電
波
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
単
一
通
信
路

の
陸
上
移
動
局
又
は
携
帯
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト
以

下
の
も
の

一
の
十
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
六
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
特
定
ラ
ジ
オ

マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
以

下
（
一
、
二
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
二
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
〇
・
〇
五
ワ
ッ
ト
以
下
）
の
も
の

一
の
十
二
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
六
の
二
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
デ

ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が

〇
・
〇
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

一
の
十
三
　
Ａ
二
Ｄ
電
波
又
は
Ａ
三
Ｅ
電
波
二
六
・
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
二
九
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を

超
え
四
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
四
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
二
・
〇
三
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
五
〇
ワ
ッ

ト
以
下
の
も
の

一
の
十
四
　
単
側
波
帯
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
（
施
行
規
則
第
十
五
条
に
規
定
す
る
電
波
の
型
式
を
使
用
す

る
こ
と
と
な
る
無
線
局
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
五
〇
ワ

ッ
ト
以
下
の
も
の
（
第
一
号
の
九
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

一
の
十
五
　
Ｆ
二
Ａ
電
波
、
Ｆ
二
Ｂ
電
波
、
Ｆ
二
Ｃ
電
波
、
Ｆ
二
Ｄ
電
波
、
Ｆ
二
Ｎ
電
波
、
Ｆ
二
Ｘ
電
波
、
Ｆ
三

Ｃ
電
波
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
二
・
〇
三
七

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
又
は
一
、
二
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
六
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
に
使

用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
（
第
一
号
の
十
一
、
第

十
六
号
、
第
五
十
九
号
及
び
第
六
十
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
Ａ
二
Ｎ
電
波
、
Ｎ
〇
Ｎ
電
波
又
は
Ｐ
〇
Ｎ
電
波
一
〇
・
五
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
又
は
二
四
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
使
用
す
る

無
線
標
定
業
務
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
〇
・
一
ワ
ッ
ト
以

下
の
も
の

二
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
四
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
ラ
ジ
オ
・
ブ
イ
の

局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

三
　
市
民
ラ
ジ
オ
の
無
線
局
（
法
第
四
条
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
使

用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

三
の
二
　
気
象
援
助
局
（
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
及
び
気
象
用
ラ
ジ
オ
・
ロ
ボ
ッ
ト
の
も
の
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
た

め
の
無
線
設
備

四
　
削
除

四
の
二
　
一
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
（
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
七
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
を
い
う
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、

そ
の
空
中
線
電
力
が
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
（
第
四
号
の
五
か
ら
第
四
号
の
六
の
三
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

四
の
三
　
削
除

四
の
四
　
二
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ

て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
一
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

四
の
五
　
設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
簡
易
無
線
局
に

使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四
の
六
　
設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
簡
易
無
線
局

（
同
号
チ
の
技
術
基
準
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

四
の
六
の
二
　
設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
二
号
の
二
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
簡
易

無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四
の
六
の
三
　
設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
二
号
の
二
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
簡
易

無
線
局
（
第
五
十
四
条
第
二
号
チ
に
規
定
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
使

用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

四
の
六
の
四
　
設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
二
号
の
三
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
簡
易

無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

四
の
七
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
四
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上

移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
　
五
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ

の
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
三
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

六
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
九
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
構
内
無
線
局
又
は
同
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
四
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て

い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
次
号
か
ら
第
六
号
の
三
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

六
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
九
第
一
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
構
内
無
線

局
（
同
号
ニ
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
四
第
二
項
に
お
い
て

そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
（
同
項
第
五
号
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

六
の
二
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
九
第
一
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
構
内

無
線
局
（
同
号
ニ
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
同
号
ニ
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技

1



術
的
条
件
に
適
合
す
る
送
信
時
間
制
限
装
置
を
備
え
付
け
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線

設
備

六
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
九
第
三
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
構
内
無
線

局
（
同
号
ハ
の
技
術
基
準
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

七
　
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

八
　
特
定
小
電
力
無
線
局
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

九
　
設
備
規
則
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
地
球
局
に
使
用

す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

九
の
二
　
設
備
規
則
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
地
球
局
に

使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

九
の
三
　
設
備
規
則
第
五
十
四
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
地
球
局
に

使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

九
の
四
　
設
備
規
則
第
五
十
四
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
地
球
局
に

使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
携
帯
無
線
通
信
の
中
継

を
行
う
無
線
局
（
設
備
規
則
第
十
四
条
の
表
十
の
項
に
規
定
す
る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
使
用
す

る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
範
囲
内
に
お
い
て
同
時
に
送
信
で
き
る
電
波

の
周
波
数
の
範
囲
が
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
の
も
の

十
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
携
帯
無
線
通
信
の

中
継
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
範
囲
内
に
お

い
て
同
時
に
送
信
で
き
る
電
波
の
周
波
数
の
範
囲
が
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

る
も
の

十
一
及
び
十
一
の
二
　
削
除

十
一
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動

局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

十
一
の
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動

局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

十
一
の
五
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
符

号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
又
は
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の

試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
設
備
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
表
十
一
の
項
（
二
）
に
規
定
す
る
無

線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ

ガ
チ
ッ
プ
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
一
六
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

十
一
の
六
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
符

号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
又
は
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の

試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
一
の
搬
送

波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
一
六
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の

も
の

十
一
の
六
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定

め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ

プ
の
も
の

十
一
の
六
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定

め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒

一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

十
一
の
六
の
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
第
一
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定

め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ

プ
の
も
の

十
一
の
六
の
五
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
第
一
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定

め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒

一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

十
一
の
七
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動

局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

十
一
の
八
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動

局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
一
の
八
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上

移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も

の
の
う
ち
、
二
又
は
三
の
搬
送
波
を
同
時
に
送
信
す
る
も
の

十
一
の
九
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
時

分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
又
は
時
分
割
・
符

号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
設
備
規
則
第
十
四
条
の
表

十
一
の
項
（
六
）
に
規
定
す
る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
拡

散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
一
六
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

十
一
の
十
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
時

分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
又
は
時
分
割
・
符

号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設

備
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
一
二
〇
ワ

ッ
ト
以
下
の
も
の

十
一
の
十
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定

め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ

プ
の
も
の

十
一
の
十
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定

め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ

チ
ッ
プ
の
も
の

十
一
の
十
の
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定

め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ

プ
の
も
の

十
一
の
十
の
五
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定

め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ

チ
ッ
プ
の
も
の

十
一
の
十
一
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
六
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移

動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符

号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
又
は
毎
秒
七
・
六
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

十
一
の
十
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
六
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移

動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

十
一
の
十
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
六
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
時
分

割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
又
は
時
分
割
・

符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
設
備
規
則
第
十
四

条
の
表
十
二
の
項
（
二
）
に
規
定
す
る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
う

ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
又
は
毎
秒
七
・
六
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中

線
電
力
が
一
二
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

十
一
の
十
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
六
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
時
分

割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
又
は
時
分
割
・

符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
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無
線
設
備
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
一
二
〇

ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

十
一
の
十
五
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
七
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移

動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
十
六
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
七
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
時
分

割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
又
は
時

分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
使

用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
十
七
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
八
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移

動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
十
八
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
八
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
時
分

割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
又
は
時
分

割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る

た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
十
九
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め

ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
十
九
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が

定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
十
九
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が

定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
二
十
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設

備
の
う
ち
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
一
六
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
、
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
範

囲
内
に
お
い
て
同
時
に
送
信
で
き
る
電
波
の
周
波
数
の
範
囲
が
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
九
〇
パ
ー
セ
ン

ト
以
内
の
も
の

十
一
の
二
十
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が

定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
範
囲
内

に
お
い
て
同
時
に
送
信
で
き
る
電
波
の
周
波
数
の
範
囲
が
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

内
の
も
の

十
一
の
二
十
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が

定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
範
囲
内

に
お
い
て
同
時
に
送
信
で
き
る
電
波
の
周
波
数
の
範
囲
が
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

内
の
も
の

十
一
の
二
十
の
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て

い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
一
六
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ

つ
て
、
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
範
囲
内
に
お
い
て
同
時
に
送
信
で
き
る
電
波
の
周
波
数
の
範
囲
が
占
有

周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

十
一
の
二
十
の
五
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が

定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
範
囲
内

に
お
い
て
同
時
に
送
信
で
き
る
電
波
の
周
波
数
の
範
囲
が
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を

超
え
る
も
の

十
一
の
二
十
の
六
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が

定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
範
囲
内

に
お
い
て
同
時
に
送
信
で
き
る
電
波
の
周
波
数
の
範
囲
が
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を

超
え
る
も
の

十
一
の
二
十
一
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定

め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
二
十
一
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
第
一
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件

が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
二
十
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
シ
ン

グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
に
使
用
す

る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
二
十
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
第
一
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定

め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
二
十
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
第
一
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定

め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
二
十
五
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
一
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸

上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の

十
一
の
二
十
六
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
一
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸

上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
九
一
一
・
四
四
マ
イ
ク
ロ
秒
、
九

六
三
・
五
二
マ
イ
ク
ロ
秒
、
一
、
〇
一
五
・
六
マ
イ
ク
ロ
秒
又
は
一
、
〇
六
七
・
六
八
マ
イ
ク
ロ
秒
の
自
然
数

倍
の
値
の
も
の

十
一
の
二
十
七
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
一
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
直

交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
又
は
直
交
周
波

数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無

線
設
備
で
あ
つ
て
、
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の

十
一
の
二
十
八
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
一
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
直

交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
又
は
直
交
周
波

数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無

線
設
備
で
あ
つ
て
、
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
九
一
一
・
四
四
マ
イ
ク
ロ
秒
、
九
六
三
・
五
二
マ
イ
ク
ロ
秒
、
一
、

〇
一
五
・
六
マ
イ
ク
ロ
秒
又
は
一
、
〇
六
七
・
六
八
マ
イ
ク
ロ
秒
の
自
然
数
倍
の
値
の
も
の

十
一
の
二
十
九
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て

い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
三
十
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
三
十
一
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て

い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
三
十
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て

い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
三
十
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基

地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
三
十
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸

上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
二
　
ア
マ
チ
ュ
ア
局
（
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
局
及
び
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の

無
線
設
備
を
遠
隔
操
作
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
局
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空

中
線
電
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
（
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
二
〇

〇
ワ
ッ
ト
以
下
）
の
も
の

十
三
　
小
電
力
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
無
線
局
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
八
第
一
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
携
帯
移
動

地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
一
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

十
四
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
八
第
二
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
携
帯

移
動
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
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十
五
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
九
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に

使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
五
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
九
第
一
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設

備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
五
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
九
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上

移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
六
　
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
三

五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
テ
レ
メ
ー
タ
ー
用
固
定
局
の
無
線

設
備
及
び
同
報
通
信
方
式
の
固
定
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
単
信
方
式
の
固
定
局
の
う
ち
、
他
の
固
定
局
に

よ
つ
て
そ
の
送
信
が
制
御
さ
れ
る
も
の
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
空
中
線
電
力
が
一
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
（
第

三
十
八
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
七
　
六
一
・
七
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
非
常
警
報
用
固
定
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
空
中
線

電
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

十
八
　
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
の
六
の
二
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
固
定
局
に

使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
〇
・
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

十
九
　
二
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
小
電
力
デ
ー
タ

通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
第
十
九
号
の
二
の
二
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
九
の
二
　
二
、
四
七
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
九
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
小
電
力
デ
ー
タ

通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
第
十
九
号
の
二
の
三
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
九
の
二
の
二
　
二
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
小
電

力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
う
ち
、
屋
外
で
使
用
す
る
模
型
飛
行
機
の
無
線
操
縦
の
用
に
供
す
る
送

信
装
置
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
九
の
二
の
三
　
二
、
四
七
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
九
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
小
電
力
デ

ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
う
ち
、
屋
外
で
使
用
す
る
模
型
飛
行
機
の
無
線
操
縦
の
用
に
供
す
る
送
信
装

置
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
九
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
第
三
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
小
電

力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
第
七
十
八
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
九
の
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
第
五
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
小
電

力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
九
の
四
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
第
六
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
九
の
四
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
第
六
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
一

〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

十
九
の
五
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
及
び
携
帯
基
地
局
の
無
線
設
備
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

十
九
の
六
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
及
び
携
帯
基
地
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
同
項
第
十
一
号
に

規
定
す
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
上
限
値
が
〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
の
も
の

十
九
の
七
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
九
の
八
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す

る
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
上
限
値
が
〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
の
も
の

十
九
の
九
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
及
び
携
帯
局
の
無
線
設
備
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

十
九
の
十
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
及
び
携
帯
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
同
項
第
十
一
号
に

規
定
す
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
上
限
値
が
〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
の
も
の

十
九
の
十
一
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
及
び
携
帯
局
の
無
線
設
備

二
十
　
削
除

二
十
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
七
の
三
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動

局
又
は
デ
ジ
タ
ル
指
令
局
（
設
備
規
則
第
三
条
第
六
号
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
指
令
局
を
い
う
。
）
に
使
用
す

る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
五
〇
ワ
ツ
ト
以
下
の
も
の

二
十
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
七
の
四
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動

局
又
は
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
（
同
規
則
第
三
条
第
六
号
の
二
に
規
定
す
る
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
と
送
信
装
置
を
共
用
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
の
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
七
の
四
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
高
度
Ｍ
Ｃ

Ａ
制
御
局
又
は
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
と
送
信

装
置
を
共
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
一
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
八
の
二
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
時
分
割
多
元

接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
一
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
八
の
二
の
二
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
時

分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
一
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
八
の
二
の
三
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
時

分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線

設
備

二
十
二
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
八
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ

て
い
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
三
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
八
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め

ら
れ
て
い
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
通
信
を
中
継
す
る
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線

設
備

二
十
三
の
三
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
八
の

三
に
規
定
す
る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
四
　
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
の
七
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
固
定
局
に
使

用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
五
　
設
備
規
則
第
五
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上

移
動
局
及
び
携
帯
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の

も
の

二
十
五
の
二
　
設
備
規
則
第
五
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め

ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
及
び
携
帯
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
五
〇

ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

二
十
五
の
三
　
設
備
規
則
第
五
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が

定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
及
び
携
帯
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が

五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

二
十
五
の
四
　
設
備
規
則
第
五
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

単
一
通
信
路
の
基
地
局
及
び
携
帯
基
地
局
並
び
に
陸
上
移
動
局
及
び
携
帯
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で

あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
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二
十
五
の
五
　
設
備
規
則
第
五
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め

ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
及
び
携
帯
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
五
〇

ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

二
十
五
の
六
　
設
備
規
則
第
五
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が

定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
及
び
携
帯
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が

五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

二
十
六
　
設
備
規
則
第
四
十
八
条
の
二
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
車
両
感
知
用
無
線

標
定
陸
上
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
七
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
二
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
道
路
交
通
情

報
通
信
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
八
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
第
一
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
携
帯

移
動
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
八
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
第
二
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

携
帯
移
動
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
八
の
二
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
二
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
携
帯
移
動
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
八
の
二
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
三
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
携
帯
移
動
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
八
の
二
の
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
四
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
携
帯
移
動
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
八
の
二
の
五
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
五
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
携
帯
移
動
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
八
の
二
の
六
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
六
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
携
帯
移
動
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

二
十
八
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
船
舶
に
設

置
す
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
（
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ

く
命
令
に
よ
り
船
舶
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
及
び
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
八
の
四
　
設
備
規
則
第
四
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
船
舶
に
設

置
す
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
で
あ
つ
て
、
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

に
掲
げ
る
も
の
に
替
え
て
半
導
体
素
子
を
使
用
す
る
も
の
（
船
舶
安
全
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
よ

り
船
舶
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
除
く
。
）

二
十
九
　
設
備
規
則
第
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
船
舶
に
設
置
す

る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の
（
次
号
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
九
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
船
舶
に
設

置
す
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
（
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
に
替
え
て
半
導
体
素
子
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
二
〇
〇
ミ
リ
ワ

ッ
ト
以
下
の
も
の

三
十
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
四
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
イ
ン
マ
ル
サ
ッ

ト
携
帯
移
動
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

三
十
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
二
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
携
帯

移
動
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
一
四
・
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
空
中
線
の
絶
対
利
得
が
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
も
の
、
か
つ
、

そ
の
空
中
線
電
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

三
十
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
三
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
携
帯

移
動
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

三
十
の
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
四
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
携
帯

移
動
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

三
十
一
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
五
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局

に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

三
十
一
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
三
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て

い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

三
十
一
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
三
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て

い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

三
十
一
の
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
三
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て

い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

三
十
一
の
五
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
四
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸

上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

三
十
二
　
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
七
号
の
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸

上
移
動
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

三
十
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ

て
い
る
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

三
十
三
の
二
　
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
（
施
行

規
則
第
六
条
第
四
項
第
七
号
の
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
を
行

う
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

三
十
四
か
ら
三
十
七
ま
で
　
削
除

三
十
八
　
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
の
十
二
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
市
町
村
デ

ジ
タ
ル
防
災
無
線
通
信
を
行
う
固
定
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

三
十
九
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移

動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

四
十
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

四
十
一
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
二
の
二
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て

い
る
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
及
び
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

四
十
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て

い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

四
十
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
二
の
二
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て

い
る
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

四
十
四
　
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
の
六
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
固
定
局
に
使

用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

四
十
五
　
削
除

四
十
六
　
設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
二
十
一
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
航
空
機
地
球

局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

四
十
七
　
施
行
規
則
第
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
以
下
「
超

広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
」
と
い
う
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
設
備
規
則
第
四

十
九
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
四
・
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
又
は
七
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上

一
〇
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

四
十
七
の
二
　
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
二
四
・
二
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
以
上
二
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

四
十
七
の
三
　
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
設
備
規
則
第
四

十
九
条
の
二
十
七
第
三
項
に
規
定
す
る
七
・
五
八
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
八
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
の
み

を
使
用
す
る
も
の

四
十
七
の
四
　
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
設
備
規
則
第
四

十
九
条
の
二
十
七
第
四
項
に
規
定
す
る
七
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
の
み
を
使
用

す
る
も
の
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四
十
八
　
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
の
三
の
二
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
一
、
五

〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
用
固
定
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

四
十
九
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式

広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た

め
の
無
線
設
備

五
十
　
削
除

五
十
一
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局

（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
二
　
削
除

五
十
二
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
そ
の
無
線

設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
二
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
一
項
、
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
そ
の
無
線

設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
時
分
割
・
直

交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
若
し
く
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域

移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
又
は
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
若
し
く
は
時
分

割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
設
備
の

試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が

定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
そ
の
無
線

設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
そ
の
無
線

設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条

件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
五
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基

地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
六
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸

上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
五
及
び
五
十
六
　
削
除

五
十
七
　
設
備
規
則
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
及
び
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
一
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備

の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹

放
送
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
他
の
地
上
基
幹
放
送
局
の
放
送
番
組
を
中
継
す
る
方
法
の
み
に
よ
る

放
送
を
行
う
た
め
の
無
線
設
備
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

五
十
七
の
二
　
設
備
規
則
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
か
ら
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
一
ま
で
に
お
い
て
そ
の

無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う

地
上
基
幹
放
送
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
た
め
の
無
線
設
備
に
限

る
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

五
十
七
の
三
　
設
備
規
則
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
四
及
び
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
五
に
お
い
て
そ

の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
エ
リ
ア
放
送
を
行
う
地
上
一
般
放
送
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線

設
備

五
十
七
の
四
　
設
備
規
則
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条
の
二
ま
で
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら

れ
て
い
る
超
短
波
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設

備
（
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
た
め
の
無
線
設
備
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
〇
・

二
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

五
十
八
　
設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
三
の
四
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
簡
易

型
船
舶
自
動
識
別
装
置

五
十
九
　
Ｆ
二
Ｂ
電
波
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
一
五
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
五
七
・
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
を
使
用

す
る
空
中
線
電
力
が
二
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
船
舶
局
に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
（
次
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

六
十
　
Ｆ
二
Ｂ
電
波
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
一
五
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
五
七
・
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
を
使
用
す

る
空
中
線
電
力
が
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
携
帯
し
て
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
船
舶
局
に
使
用
す
る

た
め
の
も
の

六
十
一
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
若
し
く
は
携
帯
基
地
局
又
は
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通

信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

六
十
一
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
二
〇
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
若
し
く
は
携
帯
基
地
局
又
は
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無

線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
周
波
数
イ

ン
タ
ー
リ
ー
ブ
を
行
う
も
の

六
十
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
又
は
携
帯
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
次
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）

六
十
二
の
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
二
〇
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
又
は
携
帯
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、

周
波
数
イ
ン
タ
ー
リ
ー
ブ
を
行
う
も
の

六
十
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
二
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め

ら
れ
て
い
る
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
固
定
局
又
は
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線

設
備

六
十
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
二
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め

ら
れ
て
い
る
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

六
十
五
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
一
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局

に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

六
十
六
　
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
の
十
一
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
固
定
局
に

使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

六
十
七
　
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
の
五
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
固
定
局
に
使

用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

六
十
八
　
設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
三
の
三
の
三
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
携
帯
用

位
置
指
示
無
線
標
識

六
十
九
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局

又
は
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

七
十
　
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
の
四
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
固
定
局

に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

七
十
一
　
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
の
四
の
二
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
固
定
局

に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

七
十
二
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
三
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局

又
は
携
帯
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

七
十
三
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
の
二
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

五
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

七
十
四
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
の
二
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

五
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
中
継
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
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七
十
五
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
の
二
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

五
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

七
十
六
　
設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
三
の
六
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
Ｖ
Ｈ
Ｆ
デ
ー

タ
交
換
装
置
で
あ
つ
て
、
船
舶
局
に
使
用
す
る
も
の

七
十
七
　
設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
三
の
七
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
船

上
通
信
設
備

七
十
八
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
第
三
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
小
電
力

デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
五
、
一
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
、
二
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
自
動
車
内
に
設
置
す
る
無
線
局
（
自
動
車
内
に
設
置
す
る
も
の
か
ら
制

御
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

七
十
九
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
第
四
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
小
電
力

デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の

大
等
価
等
方
輻
射
電
力

が
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
設
備

八
十
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
第
四
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
小
電
力
デ

ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の

大
等
価
等
方
輻
射
電
力
が

二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
超
え
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
設
備
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

八
十
一
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
第
四
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
小
電
力

デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
同
号
ル
の
技
術
基
準
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
た
め

の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の

大
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
超
え
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以

下
の
無
線
設
備

２
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
一
項
の
特
別
特
定
無
線
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
前
項
第
七
号
、
第
十
一
号
の
三
、
第
十
一
号
の
四
、
第
十
一
号
の
七
か
ら
第
十
一
号
の
八
の
二
ま
で
、
第
十

一
号
の
十
一
、
第
十
一
号
の
十
二
、
第
十
一
号
の
十
五
、
第
十
一
号
の
十
七
、
第
十
一
号
の
十
九
か
ら
第
十
一

号
の
十
九
の
三
ま
で
、
第
十
一
号
の
二
十
一
、
第
十
一
号
の
二
十
五
、
第
十
一
号
の
二
十
六
、
第
十
一
号
の
三

十
、
第
十
一
号
の
三
十
二
、
第
十
一
号
の
三
十
四
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
、
第
五
十
一
号
、
第

五
十
四
号
、
第
五
十
四
号
の
四
及
び
第
五
十
四
号
の
六
に
掲
げ
る
特
定
無
線
設
備

二
　
前
号
に
掲
げ
る
特
定
無
線
設
備
と
同
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
い
る
前
項
第
八
号
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条

の
十
四
第
七
号
及
び
第
十
二
号
に
規
定
す
る
無
線
局
に
限
る
。
）
、
第
十
九
号
、
第
十
九
号
の
二
、
第
十
九
号
の

三
、
第
十
九
号
の
四
、
第
二
十
八
号
の
二
の
三
、
第
四
十
七
号
の
三
、
第
四
十
七
号
の
四
、
第
七
十
五
号
及
び

第
七
十
九
号
か
ら
第
八
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
無
線
設
備

第
二
章
　
登
録
証
明
機
関

第
一
節
　
技
術
基
準
適
合
証
明

（
登
録
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
の
申
請
書
を
総
務
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
三
項
の
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類
に

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
（
申
請
者
が
法
人
の
場
合
に
限
る
。
）

二
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
に
用
い
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
（
以
下
「
測
定
器
等
」
と
い
う
。
）

の
保
守
及
び
管
理
並
び
に
法
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
第
二
号
の

こ
う較

正
又
は
校
正
（
以
下
「
較
正
等
」
と
い

う
。
）
の
計
画

三
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
の
実
施
の
方
法

四
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

３
　
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
定
款
の
謄
本
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
過
去
二
年
間
の
経
歴
を
記
載
し
た

様
式
第
二
号
の
書
類
）

二
　
登
録
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

三
　
法
第
三
十
八
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
二
第
五
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

示
す
様
式
第
三
号
の
書
類

四
　
証
明
員
が
法
別
表
第
四
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
示

す
書
類

五
　
測
定
器
等
を
借
り
入
れ
る
場
合
は
、
当
該
測
定
器
等
の
借
入
れ
に
関
す
る
契
約
書
又
は
当
該
借
入
れ
が
確
実

に
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
す
書
類
の
写
し

六
　
別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
三
号
に
定
め
る
特
性
試
験
に
お
け
る
試
験
の
一
部
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合

は
、
第
六
条
第
二
項
各
号
の
事
項
に
係
る
受
託
者
と
の
取
決
め
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
の
写
し
又
は
そ
の
委

託
に
係
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

七
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
役
員
の
氏
名
及
び
過
去
二
年
間
の
経
歴
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
の
書
類

並
び
に
法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
書
類

八
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
三
条
の
二
　
法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
は
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
も
の
（
製
造
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
と
し
、
同
号
の
総
務
省
令
で

定
め
る
期
間
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

測
定
器
そ
の
他
の
設
備

期
間

一
　
高
周
波
電
力
計
で
あ
つ
て
、
校
正
用
信
号
源
を
有
し
、
及
び
被
測
定
信
号
を
デ
ジ
タ
ル
変
換
し
て
演

算
処
理
し
、
か
つ
、
測
定
値
を
デ
ジ
タ
ル
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の

二
年

二
　
電
圧
電
流
計
で
あ
つ
て
、
被
測
定
信
号
を
デ
ジ
タ
ル
変
換
し
て
演
算
処
理
し
、
か
つ
、
測
定
値
を
デ

ジ
タ
ル
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の

二
年

三
　
標
準
信
号
発
生
器
で
あ
つ
て
、
出
力
信
号
の
時
間
の
経
過
等
に
伴
う
変
動
を
検
知
す
る
機
能
を
有
す

る
も
の

二
年

（
登
録
証
明
機
関
の
登
録
の
更
新
）

第
四
条
　
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
証
明
機
関
」
と
い
う
。
）
の
登
録

の
更
新
の
申
請
は
、
登
録
の
有
効
期
間
満
了
前
三
箇
月
以
上
六
箇
月
を
超
え
な
い
期
間
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
第
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
登
録
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
登
録
証
明
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
五
条
　
登
録
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の
五
第
二
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
様
式
第
四
号
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

２
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
登
録
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

（
技
術
基
準
適
合
証
明
の
審
査
等
）

第
六
条
　
登
録
証
明
機
関
は
、
そ
の
登
録
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た

場
合
に
は
、
別
表
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
審
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
登
録
証
明
機
関
は
、
別
表
第
一
号
の
特
性
試
験
に
お
け
る
試
験
の
一
部
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合
は
、
当
該

試
験
の
実
施
に
関
す
る
十
分
な
経
験
及
び
技
術
的
能
力
を
有
す
る
者
に
委
託
す
る
と
と
も
に
、
当
該
受
託
者
と
当

該
試
験
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
取
り
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
委
託
す
る
試
験
の
範
囲
及
び
そ
れ
に
係
る
特
定
無
線
設
備
の
種
別

二
　
受
託
者
が
法
別
表
第
三
の
下
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
等
で
あ
つ
て
、
法
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
第
二
号
イ
か

ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
較
正
等
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
較
正
等
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

一
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
（
第
三
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
に
あ
つ
て
は
、
同
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
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る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。
）
以
内
の
も
の
に
限
る

。
）
を
使
用
し
て
試
験
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
確
認
に
関
す
る
事
項

三
　
別
表
第
一
号
に
定
め
る
特
性
試
験
の
方
法
と
同
じ
方
法
に
よ
つ
て
試
験
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
確
認
に
関
す
る

事
項

四
　
試
験
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
の
確
認
に
関
す
る
事
項

五
　
試
験
に
係
る
責
任
の
所
在
及
び
業
務
の
分
担
に
関
す
る
事
項

六
　
試
験
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
の
管
理
及
び
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

七
　
そ
の
他
特
性
試
験
に
係
る
試
験
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

３
　
登
録
証
明
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
定
無
線
設
備
に
つ
い
て
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に

関
し
て
は
、
当
該
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
を
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
、
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
審
査
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
適
合
表
示
無
線
設
備
の
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備

二
　
適
合
表
示
無
線
設
備
に
つ
い
て
変
更
の
工
事
を
行
つ
た
特
定
無
線
設
備

三
　
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
筐
体
内
に
適
合
表
示
無

線
設
備
が
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の

４
　
登
録
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の
六
第
二
項
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
様
式
第
五
号
の
報
告
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二
　
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
の
種
別

三
　
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
の
型
式
又
は
名
称

四
　
技
術
基
準
適
合
証
明
番
号

五
　
電
波
の
型
式
、
周
波
数
及
び
空
中
線
電
力

六
　
設
備
規
則
第
一
章
第
六
節
に
定
め
る
周
波
数
等
を
維
持
す
る
機
能
を
有
す
る
無
線
設
備
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
旨

七
　
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
無
線
設
備
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

八
　
技
術
基
準
適
合
証
明
を
し
た
年
月
日

九
　
公
示
を
希
望
す
る
日

５
　
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
の
六
第
三
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
六
号
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
た
事
項

二
　
変
更
し
た
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

６
　
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
者
が
法
第
三
十
八
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
期
間
は
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

７
　
法
第
三
十
八
条
の
六
第
四
項
の
公
示
は
、
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
一
号
に

掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
行
う
も

の
と
す
る
。

８
　
登
録
証
明
機
関
は
、
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
者
が
不
正
な
手
段
に
よ
り
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受

け
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
又
は
証
明
員
が
法
第
三
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
八
条
の
八
第
二
項
の

規
定
に
違
反
し
て
技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
を
行
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を

総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
者
は
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
が
法
第
三
章
に
定

め
る
技
術
基
準
（
以
下
「
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ

の
旨
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
技
術
基
準
適
合
証
明
の
拒
否
の
通
知
）

第
七
条
　
登
録
証
明
機
関
は
、
そ
の
登
録
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
を
行
う
こ
と
を
拒
否
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

を
理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
つ
て
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
を
求
め
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
示
）

第
八
条
　
法
第
三
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
の
見
や
す
い
箇
所
（
体
内
に
植

え
込
ま
れ
た
又
は
一
時
的
に
留
置
さ
れ
た
状
態
で
使
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
そ
の
他
の
当
該
表
示
を
付
す
こ

と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
特
定
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
無
線
設
備
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装

又
は
容
器
を
含
む
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
）
に
付
す
方
法

二
　
様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
に
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方

法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
よ
り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定
の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
特
定
無
線
設
備
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態

で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法

三
　
様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録

し
、
当
該
表
示
を
特
定
の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
特
定
無
線
設
備
に
接
続
し
た
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な

状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法
（
た
だ
し
、
当
該
特
定
無
線
設
備
の
運
用
を

初
に
開
始

す
る
前
に
、
映
像
面
を
有
す
る
他
の
製
品
と
有
線
で
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に

限
る
。
）

２
　
法
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
製
品
に
組
み
込
ま
れ
た
適
合
表
示
無
線

設
備
に
付
さ
れ
て
い
る
表
示
を
目
視
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に

よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
付
す
る
こ
と
と
な
る
表
示
は
、
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
　
表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
見
や
す
い
箇
所
（
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難

又
は
不
合
理
で
あ
る
当
該
製
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
品
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の

見
や
す
い
箇
所
）
に
付
す
方
法

二
　
表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定

の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法

三
　
表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定

の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
接
続
し
た
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭

な
状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法
（
た
だ
し
、
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ

製
品
の
運
用
を

初
に
開
始
す
る
前
に
、
映
像
面
を
有
す
る
他
の
製
品
と
有
線
で
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
表
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）

３
　
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
前
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
特
定
無
線
設

備
又
は
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
表
示
を
付
す
る
場
合
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
表
示
を
付

し
た
旨
及
び
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
特
定
の
操
作
に
よ
る
当
該
表
示
の
表
示
方
法
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
記
載
し

た
書
類
の
当
該
特
定
無
線
設
備
又
は
当
該
製
品
へ
の
添
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
も
の
と

す
る
。

（
表
示
の
除
去
）

第
八
条
の
二
　
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
六
条
第

一
項
第
一
号
及
び
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
付
し
た
表
示
に
つ
い
て
の
法
第
三
十
八

条
の
七
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
表
示
の
外
観
が
残
ら
な
い
よ
う
に
完
全
に
取
り
除
く
こ
と
。

二
　
容
易
に
は
く
離
し
な
い
塗
料
に
よ
り
表
示
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
被
覆
す
る
こ
と
。

２
　
前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及

び
第
三
号
、
第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
り
付
し
た
表
示
に
つ
い
て
の
法
第
三
十
八
条
の
七
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
当
該

表
示
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
消
去
す
る
方
法
、
当
該
表
示
を
付
し
た
特
定
無
線
設
備
の
映
像
面
の
表
示
機
能

を
失
わ
せ
る
方
法
そ
の
他
の
前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
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十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
四
十
一
条
第
一
項
第

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
特
定
の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
表
示
を
映
像
面
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に

す
る
方
法
と
す
る
。

（
役
員
等
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

第
九
条
　
登
録
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の
九
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
様
式
第
八
号
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
選
任
若
し
く
は
解
任
し
た
役
員
又
は
証
明
員
の
氏
名
並
び
に
証
明
員
の
選
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者

が
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
選
任
又
は
解
任
の
理
由

三
　
選
任
又
は
解
任
し
た
年
月
日

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
役
員
の
選
任
の
届
出
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
過
去
二
年
間
の
経
歴
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
の
書

類
及
び
法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
書
類

二
　
証
明
員
の
選
任
の
届
出
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
が
法
別
表
第
四
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合

す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

（
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
十
条
　
法
第
三
十
八
条
の
十
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
登
録
に
係
る
事
業
の
区
分

二
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

三
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
を
行
う
事
務
所
に
関
す
る
事
項

四
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
の
実
施
の
方
法
（
第
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
。
）
及
び
そ
の

公
開
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
他
の
者
に
特
性
試
験
に
お
け
る
試
験
の
一
部
を
委
託
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ロ
　
第
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
閲
覧
等
の
方
法
に
関
す
る
事
項

六
　
手
数
料
の
額
及
び
そ
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

七
　
証
明
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

八
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

九
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
　
財
務
諸
表
等
の
備
付
け
及
び
閲
覧
等
の
方
法
に
関
す
る
事
項

十
一
　
そ
の
他
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
業
務
規
程
の
届
出
）

第
十
一
条
　
登
録
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の
十
前
段
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
九
号
の
届

出
書
に
当
該
届
出
に
係
る
業
務
規
程
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
登
録
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の
十
後
段
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
様
式
第
十
号
の
届
出
書
に
変
更
後
の
業
務
規
程
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
等
）

第
十
二
条
　
法
第
三
十
八
条
の
十
一
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
電
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

２
　
法
第
三
十
八
条
の
十
一
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

の
う
ち
、
登
録
証
明
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し

た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
当

該
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

二
　
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る

物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

（
帳
簿
）

第
十
三
条
　
法
第
三
十
八
条
の
十
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
技
術
基
準
適
合
証
明
を
求
め
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

二
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
求
め
に
係
る
書
類
の
受
理
年
月
日

三
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
求
め
に
係
る
特
定
無
線
設
備
の
種
別
及
び
工
事
設
計

四
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
求
め
に
係
る
特
定
無
線
設
備
の
型
式
又
は
名
称
及
び
製
造
番
号

五
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
を
行
つ
た
際
に
用
い
た
特
性
試
験
の
試
験
方
法

六
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
を
行
つ
た
際
に
使
用
し
た
測
定
器
等
ご
と
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事

業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
つ
た
年
月
日
（
当
該
測
定
器
等
が
第
三
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備

で
あ
つ
て
、
当
該
較
正
等
を
行
つ
た
年
月
日
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
当
該
測
定
器
等
を
使
用
し
た
年
月

日
ま
で
の
期
間
が
一
年
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
較
正
等
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は

名
称
並
び
に
当
該
較
正
等
の
方
法
が
法
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
測
定

器
等
を
較
正
等
し
た
法
別
表
第
三
の
下
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業
者

名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
較
正
等
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

七
　
審
査
の
経
過
（
特
性
試
験
に
あ
つ
て
は
、
試
験
項
目
ご
と
の
試
験
結
果
を
含
む
。
）
及
び
結
果

八
　
技
術
基
準
適
合
証
明
番
号
及
び
技
術
基
準
適
合
証
明
を
し
た
年
月
日

２
　
法
第
三
十
八
条
の
十
二
の
帳
簿
は
、
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
を
行
う
事
務
所
ご
と
に
作
成
し
て
備
え
付

け
、
記
載
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
帳
簿
の
保
存
は
、
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用

い
て
直
ち
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
十
四
条
　
登
録
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
一
号
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務

二
　
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
そ
の
期
間

三
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

（
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
の
引
継
ぎ
）

第
十
五
条
　
登
録
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
を
総
務
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
総
務
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
公
示
）

第
十
六
条
　
法
第
三
十
八
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
法
第
三
十
八
条
の
十
六
第
三
項
、
法
第
三
十
八
条
の
十
七

第
三
項
、
法
第
三
十
八
条
の
十
八
第
二
項
並
び
に
法
第
三
十
八
条
の
二
十
三
第
二
項
の
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

２
　
法
第
三
十
八
条
の
六
第
四
項
の
公
示
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
つ
て
行
う
。

第
二
節
　
特
定
無
線
設
備
の
工
事
設
計
に
つ
い
て
の
認
証

（
工
事
設
計
認
証
の
審
査
等
）

第
十
七
条
　
登
録
証
明
機
関
は
、
そ
の
登
録
に
係
る
工
事
設
計
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
場

合
に
は
、
別
表
第
三
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
審
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
工
事
設
計
認
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
別
表
第

一
号
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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３
　
登
録
証
明
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
定
無
線
設
備
に
つ
い
て
の
工
事
設
計
認
証
に
関
し

て
は
、
当
該
工
事
設
計
認
証
を
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
審
査
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
適
合
表
示
無
線
設
備
の
工
事
設
計
（
当
該
工
事
設
計
に
合
致
す
る
こ
と
の
確
認
の
方
法
を
含
む
。
）
に
関
し

変
更
を
行
つ
た
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備

二
　
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
筐
体
内
に
適
合
表
示
無

線
設
備
が
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の

４
　
登
録
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
六
第
二
項
の
報

告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
又
は
添
付
し
た
様
式
第
五
号
の
報
告
書
を
総
務
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
又
は
添
付
に
つ
い

て
は
、
別
表
第
三
号
二
に
お
い
て
準
用
す
る
別
表
第
一
号
三
の
規
定
に
よ
り
、
工
事
設
計
認
証
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
か
ら
そ
の
求
め
に
係
る
特
定
無
線
設
備
（
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
事
業
の

区
分
に
係
る
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
を
含
む
も
の
を
除
く
。
）
の
提
出
が
さ
れ
な
か
つ
た
場
合
に
限

る
。

一
　
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
工
事
設
計
認
証
に
係
る
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
の
種
別

三
　
工
事
設
計
認
証
に
係
る
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
の
型
式
又
は
名
称

四
　
工
事
設
計
認
証
番
号

五
　
電
波
の
型
式
、
周
波
数
及
び
空
中
線
電
力

六
　
設
備
規
則
第
一
章
第
六
節
に
定
め
る
周
波
数
等
を
維
持
す
る
機
能
を
有
す
る
無
線
設
備
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
旨

七
　
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
無
線
設
備
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

八
　
工
事
設
計
認
証
を
し
た
年
月
日

九
　
工
事
設
計
認
証
に
係
る
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
の
写
真
等
（
特
定
無
線
設
備
の
部
品
の
配
置
及

び
外
観
を
示
す
写
真
又
は
図
で
あ
つ
て
寸
法
を
記
入
し
た
も
の
を
い
う
。
）

十
　
別
表
第
三
号
二
に
お
い
て
準
用
す
る
別
表
第
一
号
一
（
３
）
の
規
定
に
よ
る
特
性
試
験
の
結
果

十
一
　
工
事
設
計
認
証
を
し
た
証
明
書
の
写
し

十
二
　
公
示
を
希
望
す
る
日

５
　
法
第
三
十
八
条
の
二
十
五
第
一
項
の
認
証
取
扱
業
者
（
以
下
「
認
証
取
扱
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
十

八
条
の
二
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
六
第
三
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
六
号
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
た
事
項

二
　
変
更
し
た
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

６
　
認
証
取
扱
業
者
が
法
第
三
十
八
条
の
二
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
は
、
認
証
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
に
つ
い
て
検
査
を

後
に

行
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

７
　
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
六
第
四
項
の
公
示
は
、
第
四
項
第
一

号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
者

の
氏
名
又
は
名
称
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

８
　
登
録
証
明
機
関
は
、
認
証
取
扱
業
者
が
不
正
な
手
段
に
よ
り
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
又

は
証
明
員
が
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
二
項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
八

第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
工
事
設
計
認
証
の
た
め
の
審
査
を
行
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の

旨
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
登
録
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の
二
十
五
第
一
項
の
認
証
工
事
設
計
に
基
づ
く
適
合
表
示
無
線
設
備
が
技

術
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

10
　
認
証
取
扱
業
者
は
、
法
第
三
十
八
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
証
取
扱
業
者
が
表
示
を
付
し
た
特
定
無

線
設
備
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
事
設
計
認
証
の
拒
否
の
通
知
）

第
十
八
条
　
登
録
証
明
機
関
は
、
そ
の
登
録
に
係
る
工
事
設
計
認
証
を
行
う
こ
と
を
拒
否
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を

理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
つ
て
当
該
工
事
設
計
認
証
を
求
め
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
記
録
の
作
成
等
）

第
十
九
条
　
法
第
三
十
八
条
の
二
十
五
第
二
項
の
検
査
記
録
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
検
査
に
係
る
工
事
設
計
認
証
番
号

二
　
検
査
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
場
所

三
　
検
査
を
行
つ
た
責
任
者
の
氏
名

四
　
検
査
を
行
つ
た
特
定
無
線
設
備
の
数
量

五
　
検
査
の
方
法

六
　
検
査
の
結
果

２
　
前
項
の
検
査
記
録
は
、
検
査
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
検
査
記
録
の
保
存
は
、
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
す
る

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
示
）

第
二
十
条
　
法
第
三
十
八
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
認
証
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
の
見
や
す
い
箇
所
（
体
内
に
植
え
込

ま
れ
た
又
は
一
時
的
に
留
置
さ
れ
た
状
態
で
使
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
そ
の
他
の
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が

困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
特
定
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
無
線
設
備
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は

容
器
を
含
む
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
）
に
付
す
方
法

二
　
様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
認
証
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当

該
表
示
を
特
定
の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
特
定
無
線
設
備
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法

三
　
様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
認
証
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当

該
表
示
を
特
定
の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
特
定
無
線
設
備
に
接
続
し
た
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で

表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法
（
た
だ
し
、
当
該
特
定
無
線
設
備
の
運
用
を

初
に
開
始
す
る
前

に
、
映
像
面
を
有
す
る
他
の
製
品
と
有
線
で
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）

２
　
法
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
製
品
に
組
み
込
ま
れ
た
適
合
表
示
無
線

設
備
に
付
さ
れ
て
い
る
表
示
を
目
視
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に

よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
付
す
る
こ
と
と
な
る
表
示
は
、
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
　
表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
見
や
す
い
箇
所
（
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難

又
は
不
合
理
で
あ
る
当
該
製
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
品
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の

見
や
す
い
箇
所
）
に
付
す
方
法

二
　
表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定

の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法

三
　
表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定

の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
接
続
し
た
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭

な
状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法
（
た
だ
し
、
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ

製
品
の
運
用
を

初
に
開
始
す
る
前
に
、
映
像
面
を
有
す
る
他
の
製
品
と
有
線
で
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
表
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）

10



３
　
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
前
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
特
定
無
線
設

備
又
は
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
表
示
を
付
す
る
場
合
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
表
示
を
付

し
た
旨
及
び
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
特
定
の
操
作
に
よ
る
当
該
表
示
の
表
示
方
法
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
記
載
し

た
書
類
の
当
該
特
定
無
線
設
備
又
は
当
該
製
品
へ
の
添
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
も
の
と

す
る
。

（
準
用
）

第
二
十
一
条
　
第
九
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
は
登
録
証
明
機
関
が
工
事
設
計
認
証
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
、
第
十

条
、
第
十
一
条
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
は
登
録
証
明
機
関
が
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
及
び
工
事

設
計
認
証
の
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
八

条
の
九
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
九
」
と
、
第

十
条
及
び
第
十
一
条
中
「
法
第
三
十
八
条
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
十
」
と
、
第
十
条
第
四
号
及
び
第
五
号
ロ
中
「
第
六
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
六
条
第
二
項
各
号
（
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び

第
二
項
中
「
法
第
三
十
八
条
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
三
十
八
条
の
十
二
」
と
、
同
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
特
定
無
線
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
工
事
設
計

に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
」
と
、
同
号
中
「
名
称
及
び
製
造
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
同
項
第
八
号
中

「
技
術
基
準
適
合
証
明
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
工
事
設
計
認
証
番
号
」
と
、
第
十
四
条
中
「
法
第
三
十
八
条
の
十

六
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
十
六
第
一

項
」
と
、
第
十
五
条
中
「
法
第
三
十
八
条
の
十
八
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
十
八
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
公
示
）

第
二
十
二
条
　
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
六
第
四
項
の
公
示
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
つ
て
行
う
。

２
　
法
第
三
十
八
条
の
二
十
八
第
二
項
、
法
第
三
十
八
条
の
二
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
十
三

第
二
項
及
び
法
第
三
十
八
条
の
三
十
第
四
項
の
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

第
三
章
　
承
認
証
明
機
関

第
一
節
　
技
術
基
準
適
合
証
明

（
承
認
の
申
請
）

第
二
十
三
条
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
の
申
請
書
を
総

務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
請
を
行
う
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
添
付

す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
（
申
請
者
が
法
人
の
場
合
に
限
る
。
）

二
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
に
用
い
る
測
定
器
等
の
保
守
及
び
管
理
並
び
に
較
正
等
の
計
画

三
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
の
実
施
の
方
法

四
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

３
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め

る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
定
款
の
謄
本
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
過
去

二
年
間
の
経
歴
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
の
書
類
）

二
　
承
認
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

三
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
二
第
五
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ

と
を
示
す
様
式
第
三
号
の
書
類

四
　
証
明
員
が
法
別
表
第
四
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
示

す
書
類

五
　
測
定
器
等
を
借
り
入
れ
る
場
合
は
、
当
該
測
定
器
等
の
借
入
れ
に
関
す
る
契
約
書
又
は
当
該
借
入
れ
が
確
実

に
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
す
書
類
の
写
し

六
　
別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
三
号
に
定
め
る
特
性
試
験
に
お
け
る
試
験
の
一
部
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合

は
、
第
六
条
第
二
項
各
号
の
事
項
に
係
る
受
託
者
と
の
取
決
め
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
の
写
し
又
は
そ
の
委

託
に
係
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

七
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
役
員
の
氏
名
及
び
過
去
二
年
間
の
経
歴
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
の
書
類

並
び
に
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
書
類

八
　
申
請
者
が
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
無
線
局
の
検
査
に
関
す
る
制
度
で
技
術
基
準
適
合
証
明
の
制
度
に
類
す
る

も
の
（
以
下
「
外
国
検
査
制
度
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
無
線
設
備
の
検
査
、
試
験
等
を
行
う
者
で
あ
る
こ

と
を
示
す
書
類

九
　
外
国
検
査
制
度
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

十
　
外
国
検
査
制
度
に
基
づ
く
無
線
設
備
の
検
査
、
試
験
等
の
業
務
そ
の
他
の
現
に
行
つ
て
い
る
業
務
の
概
要
を

記
載
し
た
書
類

十
一
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
承
認
証
明
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
四
条
　
承
認
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
五
第

二
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
四
号
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
技
術
基
準
適
合
証
明
の
審
査
等
）

第
二
十
五
条
　
承
認
証
明
機
関
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
求
め
が
あ

つ
た
場
合
に
は
、
別
表
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
審
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
承
認
証
明
機
関
は
、
別
表
第
一
号
の
特
性
試
験
に
お
け
る
試
験
の
一
部
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合
は
、
当
該

試
験
の
実
施
に
関
す
る
十
分
な
経
験
及
び
技
術
的
能
力
を
有
す
る
者
に
委
託
す
る
と
と
も
に
、
当
該
受
託
者
と
当

該
試
験
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
取
り
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
委
託
す
る
試
験
の
範
囲
及
び
そ
れ
に
係
る
特
定
無
線
設
備
の
種
別

二
　
受
託
者
が
法
別
表
第
三
の
下
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
等
で
あ
つ
て
、
法
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
第
二
号
イ
か

ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
較
正
等
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
較
正
等
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

一
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
（
第
三
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
に
あ
つ
て
は
、
同
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。
）
以
内
の
も
の
に
限
る

。
）
を
使
用
し
て
試
験
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
確
認
に
関
す
る
事
項

三
　
別
表
第
一
号
に
定
め
る
特
性
試
験
の
方
法
と
同
じ
方
法
に
よ
つ
て
試
験
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
確
認
に
関
す
る

事
項

四
　
試
験
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
の
確
認
に
関
す
る
事
項

五
　
試
験
に
係
る
責
任
の
所
在
及
び
業
務
の
分
担
に
関
す
る
事
項

六
　
試
験
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
の
管
理
及
び
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

七
　
そ
の
他
特
性
試
験
に
係
る
試
験
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

３
　
承
認
証
明
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
定
無
線
設
備
に
つ
い
て
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に

関
し
て
は
、
当
該
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
を
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
、
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
審
査
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
適
合
表
示
無
線
設
備
（
法
第
三
十
八
条
の
三
十
五
の
規
定
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以

下
こ
の
項
及
び
第
三
十
三
条
第
三
項
各
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備

二
　
適
合
表
示
無
線
設
備
に
つ
い
て
変
更
の
工
事
を
行
つ
た
も
の
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三
　
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
筐
体
内
に
適
合
表
示
無

線
設
備
が
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の

４
　
承
認
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
六
第
二
項
の
報

告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
五
号
の
報
告
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二
　
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
の
種
別

三
　
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
の
型
式
又
は
名
称

四
　
技
術
基
準
適
合
証
明
番
号

五
　
電
波
の
型
式
、
周
波
数
及
び
空
中
線
電
力

六
　
設
備
規
則
第
一
章
第
六
節
に
定
め
る
周
波
数
等
を
維
持
す
る
機
能
を
有
す
る
無
線
設
備
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
旨

七
　
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
無
線
設
備
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

八
　
技
術
基
準
適
合
証
明
を
し
た
年
月
日

５
　
承
認
証
明
機
関
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
六
第
三
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第

六
号
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
た
事
項

二
　
変
更
し
た
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

６
　
承
認
証
明
機
関
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
者
が
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
三
十
八
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
は
、
当
該
技
術
基
準
適

合
証
明
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

７
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
六
第
四
項
の
公
示
は
、
第
四
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名

称
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

８
　
承
認
証
明
機
関
は
、
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
者
が
不
正
な
手
段
に
よ
り
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受

け
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
又
は
証
明
員
が
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条

の
六
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規

定
に
違
反
し
て
技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
を
行
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
総

務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
承
認
証
明
機
関
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
者
は
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線

設
備
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
技
術
基
準
適
合
証
明
の
拒
否
の
通
知
）

第
二
十
六
条
　
承
認
証
明
機
関
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
を
行
う
こ
と
を
拒
否
す
る
と
き
は
、
そ

の
旨
を
理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
つ
て
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
を
求
め
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
示
）

第
二
十
七
条
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
の
見
や
す
い
箇
所
（
体
内
に
植

え
込
ま
れ
た
又
は
一
時
的
に
留
置
さ
れ
た
状
態
で
使
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
そ
の
他
の
当
該
表
示
を
付
す
こ

と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
特
定
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
無
線
設
備
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装

又
は
容
器
を
含
む
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
）
に
付
す
方
法

二
　
様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録

し
、
当
該
表
示
を
特
定
の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
特
定
無
線
設
備
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法

三
　
様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録

し
、
当
該
表
示
を
特
定
の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
特
定
無
線
設
備
に
接
続
し
た
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な

状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法
（
た
だ
し
、
当
該
特
定
無
線
設
備
の
運
用
を

初
に
開
始

す
る
前
に
、
映
像
面
を
有
す
る
他
の
製
品
と
有
線
で
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に

限
る
。
）

２
　
法
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
製
品
に
組
み
込
ま
れ
た
適
合
表
示
無
線

設
備
に
付
さ
れ
て
い
る
表
示
を
目
視
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に

よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
付
す
る
こ
と
と
な
る
表
示
は
、
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
　
表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
見
や
す
い
箇
所
（
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難

又
は
不
合
理
で
あ
る
当
該
製
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
品
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の

見
や
す
い
箇
所
）
に
付
す
方
法

二
　
表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定

の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法

三
　
表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定

の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
接
続
し
た
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭

な
状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法
（
た
だ
し
、
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ

製
品
の
運
用
を

初
に
開
始
す
る
前
に
、
映
像
面
を
有
す
る
他
の
製
品
と
有
線
で
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
表
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）

３
　
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
前
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
特
定
無
線
設

備
又
は
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
表
示
を
付
す
る
場
合
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
表
示
を
付

し
た
旨
及
び
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
特
定
の
操
作
に
よ
る
当
該
表
示
の
表
示
方
法
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
記
載
し

た
書
類
の
当
該
特
定
無
線
設
備
又
は
当
該
製
品
へ
の
添
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
も
の
と

す
る
。

（
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
二
十
八
条
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
十
の
総
務
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
承
認
に
係
る
事
業
の
区
分

二
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
を
行
う
事
務
所
に
関
す
る
事
項

三
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
の
実
施
の
方
法
（
第
二
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
。
）

四
　
他
の
者
に
特
性
試
験
に
お
け
る
試
験
の
一
部
を
委
託
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ロ
　
第
二
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
閲
覧
等
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
証
明
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

六
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

七
　
そ
の
他
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
業
務
規
程
の
届
出
）

第
二
十
九
条
　
承
認
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
十
前

段
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
九
号
の
届
出
書
に
当
該
届
出
に
係
る
業
務
規
程
を
添
え
て
、
総
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
承
認
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
十
後
段
の
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
号
の
届
出
書
に
変
更
後
の
業
務
規
程
を
添

え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由
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（
帳
簿
）

第
三
十
条
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
十
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
技
術
基
準
適
合
証
明
を
求
め
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

二
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
求
め
に
係
る
書
類
の
受
理
年
月
日

三
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
求
め
に
係
る
特
定
無
線
設
備
の
種
別
及
び
工
事
設
計

四
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
求
め
に
係
る
特
定
無
線
設
備
の
型
式
又
は
名
称
及
び
製
造
番
号

五
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
を
行
つ
た
際
に
用
い
た
特
性
試
験
の
試
験
方
法

六
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
を
行
つ
た
際
に
使
用
し
た
測
定
器
等
ご
と
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事

業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
つ
た
年
月
日
（
当
該
測
定
器
等
が
第
三
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備

で
あ
つ
て
、
当
該
較
正
等
を
行
つ
た
年
月
日
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
当
該
測
定
器
等
を
使
用
し
た
年
月

日
ま
で
の
期
間
が
一
年
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
較
正
等
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は

名
称
並
び
に
当
該
較
正
等
の
方
法
が
法
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
測
定

器
等
を
較
正
等
し
た
法
別
表
第
三
の
下
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業
者

名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
較
正
等
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

七
　
審
査
の
経
過
（
特
性
試
験
に
あ
つ
て
は
、
試
験
項
目
ご
と
の
試
験
結
果
を
含
む
。
）
及
び
結
果

八
　
技
術
基
準
適
合
証
明
番
号
及
び
技
術
基
準
適
合
証
明
を
し
た
年
月
日

２
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
十
二
の
帳
簿
は
、
技
術
基
準
適
合
証

明
の
業
務
を
行
う
事
務
所
ご
と
に
作
成
し
て
備
え
付
け
、
記
載
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
保
存
は
、
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
す
る
こ

と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
三
十
一
条
　
承
認
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
二
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
一
号
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
又
は
廃
止
し
た
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務

二
　
休
止
又
は
廃
止
し
た
年
月
日
及
び
休
止
し
た
場
合
は
そ
の
期
間

（
公
示
）

第
三
十
二
条
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
三
項
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
五
第
一
項

及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
三
十
八
条
の
二
十
三
第
二
項
並
び
に
法
第
三
十
八
条
の
三
十
二
第
三
項
の
公
示
は
、
官

報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

２
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
六
第
四
項
の
公
示
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
つ
て
行
う
。

第
二
節
　
特
定
無
線
設
備
の
工
事
設
計
に
つ
い
て
の
認
証

（
工
事
設
計
認
証
の
審
査
等
）

第
三
十
三
条
　
承
認
証
明
機
関
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
工
事
設
計
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た

場
合
に
は
、
別
表
第
三
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
審
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
工
事
設
計
認
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
別

表
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
承
認
証
明
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
定
無
線
設
備
に
つ
い
て
の
工
事
設
計
認
証
に
関
し

て
は
、
当
該
工
事
設
計
認
証
を
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
審
査
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
適
合
表
示
無
線
設
備
の
工
事
設
計
（
当
該
工
事
設
計
に
合
致
す
る
こ
と
の
確
認
の
方
法
を
含
む
。
）
に
関
し

変
更
を
行
つ
た
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備

二
　
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
筐
体
内
に
適
合
表
示
無

線
設
備
が
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の

４
　
承
認
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
六
第
二
項
の
報

告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
五
号
の
報
告
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
工
事
設
計
認
証
に
係
る
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
の
種
別

三
　
工
事
設
計
認
証
に
係
る
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
の
型
式
又
は
名
称

四
　
工
事
設
計
認
証
番
号

五
　
電
波
の
型
式
、
周
波
数
及
び
空
中
線
電
力

六
　
設
備
規
則
第
一
章
第
六
節
に
定
め
る
周
波
数
等
を
維
持
す
る
機
能
を
有
す
る
無
線
設
備
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
旨

七
　
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
無
線
設
備
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

八
　
工
事
設
計
認
証
を
し
た
年
月
日

５
　
承
認
証
明
機
関
に
よ
る
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
三
十
八
条
の
六
第
三
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
六
号

の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
た
事
項

二
　
変
更
し
た
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

６
　
承
認
証
明
機
関
に
よ
る
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
者
が
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
三
十
八
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
は
、
認
証
工
事
設
計
に
基
づ

く
特
定
無
線
設
備
に
つ
い
て
検
査
を

後
に
行
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

７
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
六
第
四
項
の
公
示
は
、
第
四
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
に

限
る
。
）
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

８
　
承
認
証
明
機
関
は
、
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
者
が
不
正
な
手
段
に
よ
り
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
こ
と
を
知

つ
た
と
き
又
は
証
明
員
が
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
二

項
若
し
く
は
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
違
反

し
て
工
事
設
計
認
証
の
た
め
の
審
査
を
行
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
承
認
証
明
機
関
に
よ
る
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
三
十
八
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
り
当
該
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
者
が
表
示
を
付
し
た
特
定
無
線
設
備

が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
工
事
設
計
認
証
の
拒
否
の
通
知
）

第
三
十
四
条
　
承
認
証
明
機
関
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
工
事
設
計
認
証
を
行
う
こ
と
を
拒
否
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

を
理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
つ
て
当
該
工
事
設
計
認
証
を
求
め
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
記
録
の
作
成
等
）

第
三
十
五
条
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
十
五
第
二
項
の
検
査
記

録
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
検
査
に
係
る
工
事
設
計
認
証
番
号

二
　
検
査
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
場
所

三
　
検
査
を
行
つ
た
責
任
者
の
氏
名

四
　
検
査
を
行
つ
た
特
定
無
線
設
備
の
数
量

五
　
検
査
の
方
法

六
　
検
査
の
結
果

２
　
前
項
の
検
査
記
録
は
、
検
査
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
記
録
の
保
存
は
、
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
す

る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
表
示
）

第
三
十
六
条
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
り
表

示
を
付
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
認
証
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
の
見
や
す
い
箇
所
（
体
内
に
植
え
込

ま
れ
た
又
は
一
時
的
に
留
置
さ
れ
た
状
態
で
使
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
そ
の
他
の
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が

困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
特
定
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
無
線
設
備
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は

容
器
を
含
む
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
）
に
付
す
方
法

二
　
様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
認
証
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当

該
表
示
を
特
定
の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
特
定
無
線
設
備
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法

三
　
様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
を
認
証
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当

該
表
示
を
特
定
の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
特
定
無
線
設
備
に
接
続
し
た
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で

表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法
（
た
だ
し
、
当
該
特
定
無
線
設
備
の
運
用
を

初
に
開
始
す
る
前

に
、
映
像
面
を
有
す
る
他
の
製
品
と
有
線
で
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）

２
　
法
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
製
品
に
組
み
込
ま
れ
た
適
合
表
示
無
線

設
備
に
付
さ
れ
て
い
る
表
示
を
目
視
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に

よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
付
す
る
こ
と
と
な
る
表
示
は
、
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
　
表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
見
や
す
い
箇
所
（
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難

又
は
不
合
理
で
あ
る
当
該
製
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
品
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の

見
や
す
い
箇
所
）
に
付
す
方
法

二
　
表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定

の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法

三
　
表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定

の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
接
続
し
た
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭

な
状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法
（
た
だ
し
、
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ

製
品
の
運
用
を

初
に
開
始
す
る
前
に
、
映
像
面
を
有
す
る
他
の
製
品
と
有
線
で
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
表
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）

３
　
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
前
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
特
定
無
線
設

備
又
は
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
表
示
を
付
す
る
場
合
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
表
示
を
付

し
た
旨
及
び
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
特
定
の
操
作
に
よ
る
当
該
表
示
の
表
示
方
法
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
記
載
し

た
書
類
の
当
該
特
定
無
線
設
備
又
は
当
該
製
品
へ
の
添
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
も
の
と

す
る
。

（
準
用
）

第
三
十
七
条
　
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
は
承
認
証
明
機
関
が
技
術
基
準
適
合
証
明
の

業
務
及
び
工
事
設
計
認
証
の
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
、
第
三
十
条
の
規
定
は
承
認
証
明
機
関
が
工
事
設
計
認

証
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
並
び
に
第
三
十
条
第

一
項
及
び
第
二
項
中
「
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
」

と
、
第
二
十
八
条
第
三
号
及
び
第
四
号
ロ
中
「
第
二
十
五
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
五
条
第
二
項

各
号
（
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号

中
「
特
定
無
線
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
」
と
、
同
号
中
「
名
称
及
び
製
造
番

号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
同
項
第
八
号
中
「
技
術
基
準
適
合
証
明
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
工
事
設
計
認
証

番
号
」
と
、
第
三
十
一
条
中
「
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
公
示
）

第
三
十
八
条
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
十
三
第
二
項
、
法
第
三

十
八
条
の
二
十
八
第
二
項
及
び
法
第
三
十
八
条
の
三
十
第
四
項
の
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行

う
。

２
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
六
第
四
項
の
公
示
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
つ
て
行
う
。

第
四
章
　
特
別
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認

（
検
証
等
）

第
三
十
九
条
　
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
は
、
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
二
項
の
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
（
以

下
「
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
別
表
第
五
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
検
証
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
は
、
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
三
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
二
号
の
届
出
書
を
総
務
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
別
特
定
無
線
設
備
の
型
式
又
は
名
称

二
　
特
別
特
定
無
線
設
備
を
製
造
す
る
工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地
（
輸
入
業
者
に
あ
つ
て
は
、
特
別

特
定
無
線
設
備
の
製
造
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
特
別
特
定
無
線
設
備
を
製
造
す
る
工
場

又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地
）

三
　
第
一
項
の
検
証
の
際
に
使
用
し
た
測
定
器
等
ご
と
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正

等
を
行
つ
た
年
月
日
（
当
該
測
定
器
等
が
第
三
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
で
あ
つ
て
、
当
該
較
正
等
を

行
つ
た
年
月
日
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
当
該
測
定
器
等
を
使
用
し
た
年
月
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
を
超

え
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
較
正
等
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
当
該
較
正
等
の

方
法
が
法
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
測
定
器
等
を
較
正
等
し
た
法
別
表

第
三
の
下
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を

行
つ
た
年
月
日
及
び
較
正
等
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

３
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
、
届
出
番
号
を
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。

４
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
四
項
の
検
証
に
係
る
記
録
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
届
出
番
号

二
　
特
性
試
験
を
行
つ
た
際
に
用
い
た
試
験
方
法

三
　
試
験
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
コ
ネ
ク
タ
そ
の
他
の
特
性
試
験
の
際
に
特
に
必
要
な
物
件
の
名
称
、
種
類
及
び
そ
の

保
管
方
法
に
関
す
る
事
項

四
　
特
性
試
験
に
係
る
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
者
に
委
託
し
た
場
合
に
は
、
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
、

住
所
及
び
別
表
第
五
号
二
（
３
）
の
取
決
め
事
項

五
　
検
証
の
経
過
（
特
性
試
験
に
あ
つ
て
は
、
試
験
項
目
ご
と
の
試
験
結
果
を
含
む
。
）
及
び
結
果

５
　
前
項
の
検
証
に
係
る
記
録
に
は
、
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
に
係
る
特
別
特
定
無
線
設
備
の
部
品
の
配
置
及
び

外
観
を
示
す
写
真
又
は
図
で
あ
つ
て
寸
法
を
記
入
し
た
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
四
項
の
検
証
に
係
る
記
録
は
、
そ
の
検
証
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
三
十
四
第
二
項
の
検
査
を

後
に
行
つ

た
日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
前
項
の
検
証
に
係
る
記
録
の
保
存
は
、
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
す
る
こ

と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
三
項
の
届
出
を
し
た
者
（
以
下
「
届
出
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
十
八
条

の
三
十
三
第
五
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
三
号
の
届
出
書

を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
た
事
項

二
　
変
更
し
た
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

９
　
届
出
業
者
は
、
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
三
項
第
四
号
に
係
る
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
別
表
第
五
号
三
に
従
い
確
認
の
方
法
の
検
証
を
行
い
、
検
証
に
係
る
記
録
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
変

14



更
後
の
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
に
係
る
確
認
方
法
書
の
全
文
を
添
付
し
て
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

10
　
第
四
項
（
第
一
号
及
び
第
五
号
に
限
る
。
）
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
検
証
に
係
る
記
録
に
準

用
す
る
。

11
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
業
者
が
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
は
、
同

条
第
三
項
の
届
出
に
係
る
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
別
特
定
無
線
設
備
に
つ
い
て
検
査
を

後
に
行
つ
た
日
か
ら
起

算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

12
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
六
項
の
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
届
出
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
特
別
特
定
無
線
設
備
の
種
別

三
　
特
別
特
定
無
線
設
備
の
型
式
又
は
名
称

四
　
届
出
番
号

五
　
電
波
の
型
式
、
周
波
数
及
び
空
中
線
電
力

六
　
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
無
線
設
備
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

七
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
三
項
の
届
出
の
年
月
日

13
　
届
出
業
者
は
、
法
第
三
十
八
条
の
三
十
五
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
業
者
が
表
示
を
付
し
た
特
別
特
定
無
線
設

備
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
記
録
の
作
成
）

第
四
十
条
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
四
の
検
査
記
録
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
検
査
を
行
つ
た
特
別
特
定
無
線
設
備
に
係
る
届
出
番
号

二
　
検
査
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
場
所

三
　
検
査
を
行
つ
た
責
任
者
の
氏
名

四
　
検
査
を
行
つ
た
特
別
特
定
無
線
設
備
の
数
量

五
　
検
査
の
方
法

六
　
検
査
の
結
果

２
　
前
項
の
検
査
記
録
は
、
検
査
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
記
録
の
保
存
は
、
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
す

る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
示
）

第
四
十
一
条
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
五
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
表
示
を
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
を
し
た
特
別
特
定
無
線
設
備
の
見
や
す
い
箇
所

（
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
特
別
特
定
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
別
特
定
無

線
設
備
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
）
に
付
す
方
法

二
　
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
表
示
を
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
を
し
た
特
別
特
定
無
線
設
備
に
電
磁
的
方
法
に
よ

り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定
の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
特
別
特
定
無
線
設
備
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態

で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法

三
　
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
表
示
を
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
を
し
た
特
別
特
定
無
線
設
備
に
電
磁
的
方
法
に
よ

り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定
の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
特
別
特
定
無
線
設
備
に
接
続
し
た
製
品
の
映
像
面
に
直

ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法
（
た
だ
し
、
当
該
特
別
特
定
無
線
設
備
の
運

用
を

初
に
開
始
す
る
前
に
、
映
像
面
を
有
す
る
他
の
製
品
と
有
線
で
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）

２
　
法
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
と
き
は
、
製
品
に
組
み
込
ま
れ
た
適
合
表
示
無
線

設
備
に
付
さ
れ
て
い
る
表
示
を
目
視
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に

よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
付
す
る
こ
と
と
な
る
表
示
は
、
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
　
表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
見
や
す
い
箇
所
（
当
該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難

又
は
不
合
理
で
あ
る
当
該
製
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
品
（
取
扱
説
明
書
及
び
包
装
又
は
容
器
を
含
む
。
）
の

見
や
す
い
箇
所
）
に
付
す
方
法

二
　
表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定

の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法

三
　
表
示
を
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
当
該
表
示
を
特
定

の
操
作
に
よ
つ
て
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
接
続
し
た
製
品
の
映
像
面
に
直
ち
に
明
瞭

な
状
態
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法
（
た
だ
し
、
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ

製
品
の
運
用
を

初
に
開
始
す
る
前
に
、
映
像
面
を
有
す
る
他
の
製
品
と
有
線
で
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
表
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）

３
　
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
前
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
特
別
特
定
無

線
設
備
又
は
適
合
表
示
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
に
表
示
を
付
す
る
場
合
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
表
示

を
付
し
た
旨
及
び
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
特
定
の
操
作
に
よ
る
当
該
表
示
の
表
示
方
法
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
記

載
し
た
書
類
の
当
該
特
別
特
定
無
線
設
備
又
は
当
該
製
品
へ
の
添
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
明
ら
か
に
す

る
も
の
と
す
る
。

（
公
示
）

第
四
十
二
条
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
六
第
二
項
、
法
第
三
十
八
条
の
三
十
七
第
二
項
及
び
法
第
三
十
八
条
の
三
十

八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
十
三
第
二
項
の
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

２
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
六
項
の
公
示
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
つ
て
行

う
。

第
五
章
　
雑
則

（
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
の
作
成
）

第
四
十
三
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
（
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
に
係
る
確
認
方

法
書
を
除
く
。
）
は
、
日
本
語
で
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和

五
十
六
年
十
一
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
九
月
一
三
日
郵
政
省
令
第
三
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第

五
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備
（
三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も

の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
七
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
の
規
定
に
従
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
省
令
別
表

第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証
明
を
し
た
無
線
設
備
に
係
る
表
示
の
様
式
は
、
別
表
第
五
号
に
よ
る
ほ

か
、
同
表
第
１
の
注
３
に
規
定
す
る
番
号
の
末
尾
に
「
Ｗ
」
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
一
月
二
二
日
郵
政
省
令
第
六
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
三
号
の
改
正
規
定
及
び
別

表
第
二
号
第
３
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
前
の
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
特
性
試
験
に
つ
い
て
は
、
改
正

後
の
別
表
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
施
行
規
則
、
免
許
規
則
、
設
備
規
則
、
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に

関
す
る
規
則
、
運
用
規
則
及
び
検
定
規
則
に
基
づ
く
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
（
ア
マ
チ
ユ
ア
局
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
の
う
ち
、
改
正
前
の
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
規
定
に
従
つ
た
電
波
の
型
式
の
表
示
は
、
こ
の
省
令
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の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
同
条
の
規
定
に
従
つ
て
相
当
の
電
波
の
型
式
の
表
示
を
し
て
い
る
も

の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
五
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
六
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
九
月
二
六
日
郵
政
省
令
第
三
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
一
四
日
郵
政
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
一
五
日
郵
政
省
令
第
一
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
自
動
車
公
衆
無
線
電
話
通
信
を
行
う
陸
上
移
動

局
に
使
用
す
る
た
め
の
設
備
は
、
改
正
後
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
無
線
電
話
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
に
使
用
す

る
た
め
の
設
備
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
規
則
中
の

こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
月
八
日
郵
政
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
五
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
七
月
三
日
郵
政
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
七
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
四
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
第
八
条
第
三
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備
で
あ
つ

て
、
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
郵
政
省
令
第
四
十
三
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
に
従
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
〇
月
一
日
郵
政
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
四
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
八
月
八
日
郵
政
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
九
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
五
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
第
八
条
第
三
号

の
五
に
係
る
区
分
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
、
改
正
後
の
特
定
無
線
設
備

の
技
術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
第
八
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
区
分
に
係
る
指
定
証
明
機
関
の
指
定
を
受
け

た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
三
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
六
月
九
日
郵
政
省
令
第
三
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
第
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和

六
十
三
年
郵
政
省
令
第
三
十
六
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
に
従
う
も
の

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
二
月
二
一
日
郵
政
省
令
第
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
五
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
六
月
一
日
郵
政
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
〇
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
三
一
日
郵
政
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年

五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
六
月
一
八
日
郵
政
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
一
月
二
一
日
郵
政
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
二
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
一
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
年
郵
政
省
令
第
十
一
号
）
附
則
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
に
従
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
年
郵
政
省
令
第
十
一
号
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
設

備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
無
線
設
備
が
適
用
を
受
け
る

規
定
を
適
用
さ
れ
る
陸
上
移
動
局
は
、
第
二
条
第
一
号
の
陸
上
移
動
局
で
あ
る
も
の
と
み
な
し
、
第
八
条
第
三
号

に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
自
動
車
無
線
電
話
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
に

使
用
す
る
た
め
の
設
備
は
、
改
正
後
の
規
定
に
よ
る
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
自
動
車
無
線
電
話
通
信
を
行
う
陸
上
移
動

局
に
使
用
す
る
た
め
の
設
備
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
第
八
条
第
三
号

に
係
る
区
分
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
、
改
正
後
の
特
定
無
線
設
備
の
技

術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
第
八
条
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
係
る
指
定
証
明
機
関
の
指
定
を
受
け
た
も
の

と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
六
月
一
日
郵
政
省
令
第
三
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
別
表
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
表
示
の
様
式
は
、
改
正
後
の
同
表
の
規
定
に
よ
る
表
示
の
様
式
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
五
月
一
五
日
郵
政
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
八
月
二
六
日
郵
政
省
令
第
五
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
設
計
書
は
、
改
正
後
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に
関

す
る
規
則
別
表
第
二
号
第
５
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る

日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
特
定
無
線
設
備
の

技
術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
別
表
第
二
号
第
５
の
様
式
の
８
の
欄
に
、
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
装
置
の
有
無
及

び
自
動
停
波
装
置
の
有
無
並
び
に
無
線
設
備
系
統
図
を
添
付
す
る
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
九
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
〇
月
七
日
郵
政
省
令
第
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
二
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
二
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
一
〇
日
郵
政
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
〇
月
五
日
郵
政
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
一
月
二
六
日
郵
政
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
二
月
二
二
日
郵
政
省
令
第
七
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
三
日
郵
政
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
自
動
車
無
線
電
話
通
信
又
は

一
、
五
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
自
動
車
無
線
電
話
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
設
備
は
、
改
正
後
の
規

定
に
よ
る
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通
信
又
は
一
、
五
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
携
帯
・
自
動
車
無
線
電

話
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
設
備
と
み
な
す
。

８
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
規
則
中
の

こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
日
郵
政
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
二
日
郵
政
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
一
二
日
郵
政
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
〇
月
六
日
郵
政
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
二
二
日
郵
政
省
令
第
八
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
二
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
別
表
第
五
号
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
表
示
は
、
改
正
後
の
同
表
で
定
め
る
様
式
に

よ
る
表
示
と
み
な
す
。

３
　
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
無
線
設
備
に
付
す
る
表
示
は
、
改
正
前
の
別

表
第
五
号
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
あ
る
。

４
　
改
正
後
の
第
六
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
別
表
第
五
号
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
表
示
が
付
さ

れ
て
い
る
無
線
設
備
に
係
る
そ
の
表
示
の
除
去
方
法
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
八
月
八
日
郵
政
省
令
第
六
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
八
に
お
い
て
そ
の

無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
は
、
改
正
後
の
規
定
に

よ
る
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
八
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
携
帯
移
動
地
球
局
に

使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
る
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
規
則
中
の

こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
〇
月
一
二
日
郵
政
省
令
第
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
一
九
日
郵
政
省
令
第
八
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
無
線
標
定
業
務
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
設
計
書
は
、
改
正
後
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基

準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
別
表
第
二
号
第
２
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
七
日
郵
政
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
十
二
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
八
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
七
月
三
一
日
郵
政
省
令
第
五
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通

信
（
通
信
方
式
に
周
波
数
分
割
多
重
方
式
又
は
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
複
信
方
式
を
用
い
る
も

の
に
限
る
。
）
を
行
う
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
は
、
改
正
後
の
規
定
に
よ
る
周
波
数
分
割
多

元
接
続
方
式
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通

信
（
通
信
方
式
に
周
波
数
分
割
多
重
方
式
又
は
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
複
信
方
式
を
用
い
る
も

の
に
限
る
。
）
を
行
う
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
又
は
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話

通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
無
線
通
信
の
通
信
方
式
に
周
波
数
分
割
多
重
方
式
又
は
周

波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
は
、

改
正
後
の
規
定
に
よ
る
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通
信
を
行
う
基
地
局
に
使
用
す
る

た
め
の
無
線
設
備
又
は
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信

等
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通

信
（
通
信
方
式
に
時
分
割
多
重
方
式
又
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
に
限

る
。
）
を
行
う
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
は
、
改
正
後
の
規
定
に
よ
る
八
八
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

八
八
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
九
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
〇
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
八
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の
電
波
の
み
を
使
用
す
る
時
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通
信
を
行
う
陸
上
移

動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通

信
（
通
信
方
式
に
時
分
割
多
重
方
式
又
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
に
限

る
。
）
を
行
う
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
又
は
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通
信
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
無
線
通
信
の
通
信
方
式
に
時
分
割
多
重
方
式
又
は
時
分
割
多
元
接

続
方
式
を
使
用
す
る
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
は
、
改
正
後
の
規
定

に
よ
る
八
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
三
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
三
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
四
三
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
若
し
く
は
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
八
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
の
み

を
使
用
す
る
時
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通
信
を
行
う
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
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備
又
は
八
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
三
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
三
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
四
三
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
八
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
八
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
八

九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
九
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
〇
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
若
し
く
は
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
八
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の
電
波
の
み
を
使
用
す
る
時
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通
信
設
備
の
試
験
の

た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
と
み
な
す
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
一
、
五
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
携
帯
・
自
動
車
無
線
電

話
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
は
、
改
正
後
の
規
定
に
よ
る
一
、
四
二
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を

超
え
一
、
四
五
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
の
み
を
使
用
す
る
時
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
・
自
動
車
無
線

電
話
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
と
み
な
す
。

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
一
、
五
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
携
帯
・
自
動
車
無
線
電

話
通
信
を
行
う
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
又
は
一
、
五
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通

信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
は
、
改
正
後
の
規
定
に
よ
る

一
、
四
七
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
五
〇
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
の
み
を
使
用
す
る
時
分
割
多
元
接
続
方

式
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通
信
を
行
う
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
又
は
一
、
四
二
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
、
一
、
四
五
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
若
し
く
は
一
、
四
七
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
五
〇
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
の
み
を
使
用
す
る
時
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行

う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
と
み
な
す
。

８
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
規
則
中
の

こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
二
二
日
郵
政
省
令
第
六
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
陸
上
移
動
衛
星
デ
ー
タ
通
信
を
行
う
携
帯
移
動

地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
は
、
改
正
後
の
規
定
に
よ
る
対
地
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の

中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
デ
ー
タ
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
一
四
Ｇ
Ｈ

ｚ
を
超
え
一
四
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
を
送
信
し
一
二
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
国
内
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局

に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
は
、
改
正
後
の
規
定
に
よ
る
対
地
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
の
中
継
に
よ

り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
二
、
六
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら

二
、
六
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
二
、
五
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
二
、
五
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周

波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
規
則
中
の

こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
六
日
郵
政
省
令
第
八
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
第
八
条
第
十
二
項
の
無
線
設
備
は
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
後
の
別
表
第
三
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
審
査
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
日
郵
政
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
九
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
七
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
一
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
簡
易
型
携
帯
電
話
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め

の
設
備
は
、
改
正
後
の
規
定
に
よ
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
設
備
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
規
則
中
の

こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
郵
政
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
二
月
一
八
日
郵
政
省
令
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
分
野
に
お
け
る
規
制
の
合
理
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
年
法
律
第
五
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
第
三
条
並
び
に
別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起

算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
改
正
前
の
証
明
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
並
び
に
別

表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
規
則
別
表
第
二
号
に
定

め
る
様
式
の
第
１
の
８
、
第
２
の
９
、
第
３
の
８
、
第
４
の
８
又
は
第
５
の
１
１
の
欄
に
は
、
そ
の
他
の
工
事
設

計
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
申
請
及
び
証
明
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を

経
過
す
る
日
ま
で
は
、
新
規
則
第
三
条
た
だ
し
書
及
び
第
三
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
規
則

第
三
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
説
明
書
及
び
写
真
又
は
図
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
新
規

則
に
規
定
す
る
申
請
設
備
の
提
出
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
審
査
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
新
規
則
別
表
第
三
号
中
「
認
定
点
検
結
果
通
知
書
」
と
あ
る
の
は
「
技
術
基
準
適
合
説
明
書
」
と
す
る
。

４
　
法
第
三
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
認
証
の
申
請
及
び
法
第
三
十
八
条
の
十
七
第
六
項
の
認
証
の
申
請
に
つ
い
て

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
新
規
則
第
二
十
二
条
た
だ
し
書
及
び

第
三
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
規
則
第
三
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
説
明
書

及
び
写
真
又
は
図
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
新
規
則
に
規
定
す
る
一
の
特
定
無
線
設
備
の
提
出
を
要
し
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
審
査
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
表
第
七
号
に
お
い
て
準
用
す
る

新
規
則
別
表
第
三
号
中
「
認
定
点
検
結
果
通
知
書
」
と
あ
る
の
は
「
技
術
基
準
適
合
説
明
書
」
と
す
る
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
通
知
は
、
新
規
則
第
五
条
第

一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
通
知
と
み
な
す
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
指
定
証
明
機
関
が
旧
規
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
公
示
は
、
郵
政
大
臣
が

新
規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
公
示
と
み
な
す
。

７
　
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
の
規
定
に
よ
り
し
た
手
続
そ
の
他
の
行
為

は
、
新
規
則
の
相
当
す
る
規
定
に
よ
り
し
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

８
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
技
術
基
準
適
合
証
明
の
申
請
及
び
当

該
申
請
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

９
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
表
示
は
、
新
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
付

さ
れ
た
表
示
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
八
日
郵
政
省
令
第
二
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
第
八
条
第
二
十
九
号
の
無
線
設
備
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
第
八
条
第
二
十
九
号
の
四
の
無
線
設
備
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
第
八
条
第
二
十

九
号
に
係
る
区
分
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後

の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
第
八
条
第
二
十
九
号
の
四
に
掲
げ
る
区
分
に
係
る
指
定

証
明
機
関
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
八
日
郵
政
省
令
第
七
七
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
一
三
日
郵
政
省
令
第
八
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
号
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
二
年
一
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
二
月
三
日
郵
政
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
日
郵
政
省
令
第
一
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
十
号
。
以
下
「
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
規
定
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
機
関
の
指
定
及
び
技
術
基
準
適
合
証
明
並
び
に
こ
れ

ら
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
六
日
郵
政
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
九
日
郵
政
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て

も
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
を
修

補
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
四
月
一
七
日
総
務
省
令
第
六
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
証
明
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
十
二
号

及
び
第
三
十
三
号
の
無
線
設
備
と
し
て
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
て
い
る
特
定
無
線
設
備
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
証
明
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十

三
号
の
無
線
設
備
と
し
て
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
二
条
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
三
号
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八

条
の
十
六
第
一
項
の
認
証
を
受
け
て
い
る
工
事
設
計
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限

り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
で
あ
っ
て
証

明
規
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
第
二
条
第
三
十
二
号
及
び
第

三
十
三
号
の
無
線
設
備
と
し
て
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
八
条
第
三
十
六
号
及
び
第
三
十
七
号
の
区
分
に
係
る
指
定
証
明
機
関
の

指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
、
新
規
則
第
八
条
第
三
十
六
号
及
び
第
三
十
七
号
の
区
分

に
係
る
指
定
証
明
機
関
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
前
項
の
者
は
、
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
六
十
四
号
）
附
則
第
三

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
旧
規
則
第
二
条
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
三
号
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
技
術
基
準

適
合
証
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
旧
規
則
第
二
条
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
三
号
の
無
線
設

備
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
第
二
条
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
三
号
の
無
線
設
備
と
し
て
技
術
基
準
適
合

証
明
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

６
　
第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
新
規
則
第
二
条
第
三
十
三
号
の
無
線
設
備
と
し
て
技
術
基
準
適
合

証
明
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
特
定
無
線
設
備
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
に
そ
の
技
術
基
準
適
合
証
明

の
効
力
を
失
う
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
五
月
二
八
日
総
務
省
令
第
七
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
一
日
総
務
省
令
第
八
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
又
は
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る

人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
（
以
下
「
携
帯
移
動
通
信
を
行
う
陸

上
移
動
局
等
」
と
い
う
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八
条
の

十
六
第
一
項
の
認
証
（
以
下
「
認
証
」
と
い
う
。
）
の
効
力
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
有
効
と

す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
等
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

（
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規

則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
認
証
の
申
請
に

つ
い
て
、
施
行
日
以
後
に
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
認
証
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
無
線
設
備
に
係
る
技

術
基
準
適
合
証
明
又
は
認
証
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
二
日
総
務
省
令
第
九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
（
第
三
項

に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
三
号
の
四
か
ら
第
三
号
の
七
ま
で
の
無
線
設
備
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
の
日
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
（
第
三
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第

三
号
の
三
か
ら
第
三
号
の
六
ま
で
の
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
無
線
設
備
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
旧
規
則
第
八
条
第
三
号
の
四
か
ら
第
三
号
の
七
ま
で
に
係
る
区
分
に
つ
い
て
指
定
証
明

機
関
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
、
新
規
則
第
八
条
第
三
号
の
三
か
ら
第
三
号
の
六

ま
で
に
係
る
区
分
に
つ
い
て
指
定
証
明
機
関
の
指
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
二
三
日
総
務
省
令
第
九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
七
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
一
一
日
総
務
省
令
第
一
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
無
線
設
備
と
し
て
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
及
び
法
第
三
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
認

証
を
受
け
た
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
無
線
設
備
と
し
て
技
術

基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
及
び
法
第
三
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
認
証
を
受
け
た
工
事
設
計
に
基

づ
く
特
定
無
線
設
備
と
み
な
す
。

第
八
条
第
一
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
号
の
二
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
号
の
三
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
号
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
号
の
四
の
無
線
設
備
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第
八
条
第
三
号
の
三
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
号
の
五
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
号
の
四
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
号
の
六
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
号
の
五
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
号
の
七
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
号
の
六
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
号
の
八
の
無
線
設
備

第
八
条
第
四
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
号
の
九
の
無
線
設
備

第
八
条
第
四
号
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
号
の
十
の
無
線
設
備

第
八
条
第
五
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
号
の
十
一
の
無
線
設
備

第
八
条
第
五
号
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
号
の
十
二
の
無
線
設
備

第
八
条
第
五
号
の
三
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
号
の
十
三
の
無
線
設
備

第
八
条
第
五
号
の
四
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
号
の
十
四
の
無
線
設
備

第
八
条
第
五
号
の
五
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
号
の
十
五
の
無
線
設
備

第
八
条
第
六
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
六
号
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
号
の
二
の
無
線
設
備

第
八
条
第
七
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
三
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
七
号
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
三
号
の
二
の
無
線
設
備

第
八
条
第
八
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
四
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
八
号
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
四
号
の
二
の
無
線
設
備

第
八
条
第
八
号
の
三
の
無
線
設
備

第
二
条
第
四
号
の
三
の
無
線
設
備

第
八
条
第
八
号
の
四
の
無
線
設
備

第
二
条
第
四
号
の
四
の
無
線
設
備

第
八
条
第
九
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
五
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
六
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
一
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
七
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
二
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
八
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
三
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
九
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
四
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
四
号
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
号
の
二
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
四
号
の
三
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
号
の
三
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
五
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
一
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
五
号
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
一
号
の
二
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
五
号
の
三
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
一
号
の
三
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
五
号
の
四
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
一
号
の
四
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
五
号
の
五
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
一
号
の
五
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
五
号
の
六
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
一
号
の
六
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
五
号
の
七
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
一
号
の
七
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
五
号
の
八
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
一
号
の
八
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
六
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
二
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
七
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
三
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
八
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
四
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
八
号
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
四
号
の
二
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
九
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
五
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
九
号
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
五
号
の
二
の
無
線
設
備

第
八
条
第
十
九
号
の
三
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
五
号
の
三
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
六
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
一
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
七
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
二
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
八
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
三
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
九
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
三
号
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
九
号
の
二
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
三
号
の
三
の
無
線
設
備

第
二
条
第
十
九
号
の
三
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
四
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
五
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
一
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
六
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
二
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
七
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
三
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
七
号
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
三
号
の
二
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
七
号
の
三
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
三
号
の
三
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
八
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
四
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
九
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
五
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
九
号
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
五
号
の
二
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
九
号
の
三
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
五
号
の
三
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
九
号
の
四
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
五
号
の
四
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
九
号
の
五
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
五
号
の
五
の
無
線
設
備

第
八
条
第
二
十
九
号
の
六
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
五
号
の
六
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
十
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
六
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
十
一
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
七
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
十
二
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
八
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
十
二
号
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
八
号
の
二
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
十
二
号
の
三
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
八
号
の
三
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
十
三
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
二
十
九
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
十
四
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
三
十
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
十
五
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
三
十
一
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
十
五
号
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
三
十
一
号
の
二
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
十
五
号
の
三
の
無
線
設
備

第
二
条
第
三
十
一
号
の
三
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
十
五
号
の
四
の
無
線
設
備

第
二
条
第
三
十
一
号
の
四
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
十
六
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
三
十
二
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
十
七
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
三
十
三
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
十
七
号
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
三
十
三
号
の
二
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
十
八
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
三
十
四
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
三
十
九
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
三
十
五
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
四
十
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
三
十
六
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
四
十
一
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
三
十
七
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
四
十
二
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
三
十
八
号
の
無
線
設
備

第
八
条
第
四
十
三
号
の
無
線
設
備

第
二
条
第
三
十
九
号
の
無
線
設
備

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
旧
規
則
別
表
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
無
線
設
備
に
付
し
た
技
術
基
準
適
合
証

明
番
号
及
び
証
明
番
号
並
び
に
法
第
三
十
八
条
の
十
六
第
一
項
又
は
第
三
十
八
条
の
十
七
第
六
項
の
認
証
を
受
け

た
工
事
設
計
に
付
し
た
認
証
番
号
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
別
表
第
五
号
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
係
る
指
定
証
明
機
関
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、

こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
区
分
に
係
る
指
定
証
明
機
関
の
指
定
を
受
け

て
い
る
者
と
み
な
す
。
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一
　
旧
規
則
第
八
条
第
七
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
、
第
十
七
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
三
号
の
二
、
第
二

十
三
号
の
三
、
第
二
十
五
号
、
第
二
十
六
号
、
第
三
十
六
号
、
第
三
十
七
号
の
二
及
び
第
四
十
二
号
に
規
定
す

る
無
線
設
備
　
第
一
種
特
定
無
線
設
備

二
　
旧
規
則
第
八
条
第
二
号
、
第
三
号
、
第
三
号
の
二
、
第
三
号
の
三
、
第
三
号
の
四
、
第
三
号
の
五
、
第
三
号

の
六
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
、
第
十
五
号
の
三
、
第
十
五
号
の
五
、
第
十
五
号
の
六
、
第
十
八

号
、
第
十
八
号
の
二
、
第
十
九
号
の
二
、
第
二
十
四
号
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
二
号
の
二
、
第
三
十
四
号
、

第
三
十
五
号
及
び
第
三
十
五
号
の
三
に
規
定
す
る
無
線
設
備
　
第
二
種
特
定
無
線
設
備

三
　
旧
規
則
第
八
条
第
一
号
、
第
四
号
、
第
四
号
の
二
、
第
五
号
、
第
五
号
の
二
、
第
五
号
の
三
、
第
五
号
の

四
、
第
五
号
の
五
、
第
六
号
、
第
六
号
の
二
、
第
七
号
の
二
、
第
八
号
、
第
八
号
の
二
、
第
八
号
の
三
、
第
八

号
の
四
、
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
四
号
の
二
、
第
十
四
号
の
三
、
第
十
五
号
の
二
、
第
十
五
号
の
四
、
第
十

五
号
の
七
、
第
十
五
号
の
八
、
第
十
六
号
、
第
十
九
号
、
第
十
九
号
の
三
、
第
二
十
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二

十
二
号
、
第
二
十
七
号
、
第
二
十
七
号
の
二
、
第
二
十
七
号
の
三
、
第
二
十
八
号
、
第
二
十
九
号
、
第
二
十
九

号
の
二
、
第
二
十
九
号
の
三
、
第
二
十
九
号
の
四
、
第
二
十
九
号
の
五
、
第
二
十
九
号
の
六
、
第
三
十
号
、
第

三
十
一
号
、
第
三
十
二
号
の
三
、
第
三
十
三
号
、
第
三
十
五
号
の
二
、
第
三
十
五
号
の
四
、
第
三
十
七
号
、
第

三
十
八
号
、
第
三
十
九
号
、
第
四
十
号
、
第
四
十
一
号
及
び
第
四
十
三
号
に
規
定
す
る
無
線
設
備
　
第
三
種
特

定
無
線
設
備

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
区
分
の
う
ち
一
の
区
分
に
限
り
指
定
証
明
機
関
の

指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
引
き
続
き
当
該
指
定
を
受
け
て
い

る
区
分
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
及
び
法
第
三
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
認
証
の
業
務
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
二
八
日
総
務
省
令
第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
二
十
一
号
）
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八
条

の
十
六
第
一
項
の
認
証
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第
六
項
の
表
示
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則

別
表
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
一
四
日
総
務
省
令
第
六
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
十
号
、
第
十
号
の
三
、
第
十
一
号
又
は
第
十
一
号
の
二
に
定
め
る
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準

適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
の
効
力

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
有
効
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
旧
規
則
第
二
条
第
十
号
、
第
十
号
の
三
、
第
十
一
号
又
は
第
十
一
号
の
二

に
定
め
る
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
申
請
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
技
術
基

準
適
合
証
明
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
証
明
等
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
た
旧
規
則
第
二
条
第
十
一
号
の
三
か
ら
第
十
一
号

の
八
ま
で
に
定
め
る
無
線
設
備
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
第
二
条
第
十
一
号
か
ら
第

十
一
号
の
六
ま
で
の
無
線
設
備
と
し
て
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
九
月
一
九
日
総
務
省
令
第
九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
一
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
六
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
改
正
前
の
証
明
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
十
九
号
の
九
の
無
線
設
備
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
十
九
号
の
十
三
の
無
線
設
備
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
八
条
の
表
第
一
種
特
定
無
線
設
備
の
項
中
第
二
条
第
十
九
号
の
九
の
無

線
設
備
に
係
る
区
分
に
つ
い
て
指
定
証
明
機
関
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
、
新
規

則
第
八
条
の
表
第
一
種
特
定
無
線
設
備
の
項
中
第
二
条
第
十
九
号
の
十
三
の
無
線
設
備
に
係
る
区
分
に
つ
い
て
指

定
証
明
機
関
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
一
九
日
総
務
省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
別
表
第
五
号
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
表
示
は
、
改
正
後
の
同
表
で
定
め
る
様
式
に

よ
る
表
示
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
九
日
総
務
省
令
第
一
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
二
六
日
総
務
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
一
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規

則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条

の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
十
一
条
の
較
正
を
受
け
た
測
定
器
等
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら

改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
登
録
の
更
新
の
日
ま
で

は
、
新
法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
較
正
等
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
登
録
証
明
機
関
が

新
規
則
第
六
条
第
一
項
の
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
工
事
設
計
認
証
の
た
め
の
審
査
に
使
用

す
る
測
定
器
等
は
、
当
該
較
正
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
以
内
の
も
の
に
限
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
証
明
員
と
し
て
選
任
の
届
出
が
さ
れ
て
い
る
者

で
あ
つ
て
、
同
令
第
十
二
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
と

同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
は
、
平
成
十
九
年
八
月
十
四
日
ま
で
は
、
新
法
別
表
第

四
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
第
三
条
の
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
第
二
十
二
条
の
認
証
の

申
請
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
法
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る
業
務
規
程
は
、

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
期
間
内
に
新
法
第
三
十
八
条
の
十
（
同
法
第

三
十
八
条
の
二
十
四
第
三
項
並
び
に
同
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
は
、
当
該
申
請
の
認
可
が
あ
つ
た
日
）
ま
で
は
、
同
条

の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
業
務
規
程
と
み
な
す
。

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
八
条
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
属
す
る
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
特
定
無

線
設
備
の
種
別
の
う
ち
一
つ
の
種
別
に
限
り
指
定
証
明
機
関
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
平
成
十
八
年
七
月
二
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十
四
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
続
き
当
該
指
定
を
受
け
て
い
る
特
定

無
線
設
備
の
種
別
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
の
業
務
又
は
工
事
設
計
認
証
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
前
六
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
の
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の

行
為
は
、
新
規
則
の
相
当
す
る
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

９
　
旧
規
則
の
別
表
第
五
号
で
定
め
る
表
示
は
、
新
規
則
の
様
式
第
七
号
で
定
め
る
表
示
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
一
日
総
務
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
七
月
一
二
日
総
務
省
令
第
一
〇
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
波
法
及
び
有
線
電
気
通
信
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
四
十
七
号
。

附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
七
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則

（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
号
一
（
３
）
ア
の
表
の
四
の
欄
の
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従
っ
て
行

わ
れ
た
申
込
設
備
の
試
験
、
旧
規
則
別
表
第
三
号
二
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
規
則
別
表
第
一
号
一
（
３
）
ア
の
表

の
四
の
欄
の
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
工
事
設
計
認
証
の
求
め
に
係
る
工
事
設
計
（
当
該
求
め

に
係
る
確
認
の
方
法
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
一
の
特
定
無
線
設
備
の
試
験
又
は
旧
規
則
別
表
第
五
号
二
（
１
）
に

お
い
て
準
用
す
る
旧
規
則
別
表
第
一
号
一
（
３
）
ア
の
表
の
四
の
欄
の
特
別
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従
っ
て
行

わ
れ
た
確
認
設
備
の
試
験
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等

に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
号
一
（
３
）
ア
の
表
の
四
の
欄
の
う
ち
当
該
申
込
設

備
が
該
当
す
る
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
試
験
、
新
規
則
別
表
第
三
号
二
に
お
い
て
準
用
す
る

新
規
則
別
表
第
一
号
一
（
３
）
ア
の
表
の
四
の
欄
の
う
ち
当
該
一
の
特
定
無
線
設
備
が
該
当
す
る
特
定
無
線
設
備

の
種
別
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
試
験
又
は
新
規
則
別
表
第
五
号
二
（
１
）
に
お
い
て
準
用
す
る
新
規
則
別
表
第
一
号

一
（
３
）
ア
の
表
の
四
の
欄
の
う
ち
当
該
確
認
設
備
が
該
当
す
る
特
別
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従
っ
て
行
わ
れ

た
試
験
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
様
式
第
七
号
注
４
の
表
の
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従
い
定
め
ら
れ
た
特
定
無

線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
番
号
若
し
く
は
認
証
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
の
工
事
設
計
認
証
番
号

又
は
旧
規
則
様
式
第
十
四
号
注
４
の
規
定
に
よ
り
旧
規
則
様
式
第
七
号
注
４
の
表
の
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従

い
定
め
ら
れ
た
届
出
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
別
特
定
無
線
設
備
の
識
別
番
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
様
式
第
七
号

注
４
の
表
の
う
ち
当
該
特
定
無
線
設
備
が
該
当
す
る
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従
い
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準
適
合

証
明
番
号
若
し
く
は
工
事
設
計
認
証
番
号
又
は
新
規
則
様
式
第
十
四
号
注
４
の
規
定
に
よ
り
新
規
則
様
式
第
七
号

注
４
の
表
の
う
ち
当
該
特
別
特
定
無
線
設
備
が
該
当
す
る
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従
い
定
め
ら
れ
た
識
別
番
号

と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平

成
十
六
年
総
務
省
令
第
二
号
）
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
電
波
法
第
三
十
八
条
の
十

（
同
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
三
項
並
び
に
同
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
る
業
務
規
程
は
、
同
令
の
施
行
の
日
か
ら
起

算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
期
間
内
に
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
電
波
法
第
三
十
八
条
の
十
（
同
法
第
三

十
八
条
の
二
十
四
第
三
項
並
び
に
同
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
届
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
届
出
が
あ
っ
た
日
）
ま

で
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
電
波
法
第
三
十
八
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
業
務
規
程
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
五
日
総
務
省
令
第
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
一
三
日
総
務
省
令
第
八
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
五
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
の
規
定
に
よ
り
次
の
表
上
欄

に
掲
げ
る
無
線
設
備
と
し
て
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
又
は
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
工
事

設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
の
規

定
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
又
は
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
工
事
設
計
に
基
づ
く
特

定
無
線
設
備
と
み
な
す
。

第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
五
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
九
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
五
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
六
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
十
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
六
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
七
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
十
一
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
九
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
八
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
十
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
十
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
十
三
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
十
一
の
無
線
設
備

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
前
項
の
表
上
欄
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
に
つ

い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
の
規
定
に
よ
る
同
表
下
欄
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合

証
明
又
は
工
事
設
計
認
証
の
求
め
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
一
六
日
総
務
省
令
第
九
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の

三
の
無
線
設
備
（
以
下
「
旧
無
線
設
備
」
と
い
う
。
）
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
工
事
設
計
認
証
（
以
下

「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
の
効
力
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
有
効
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
旧
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
に
あ
っ
て
、
こ
の
省

令
の
施
行
の
日
以
後
に
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適

合
証
明
等
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
旧
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
た
者
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で

あ
っ
て
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
書
き
換
え

る
こ
と
に
よ
り
当
該
無
線
設
備
を
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
三
の
無
線

設
備
（
五
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
一
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
一
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
一

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
、
二
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

る
無
線
局
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
変
更
の
工
事
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
行
っ
た
登
録
証
明
機

関
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
し
て
、
工
事
設
計
認
証
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
換
え
に
よ
り
変
更
の
工
事
を
行
お
う
と
す
る
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
番
号
又
は

工
事
設
計
認
証
番
号

二
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
換
え
の
方
法

三
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
換
え
が
確
実
に
な
さ
れ
る
た
め
に
講
じ
ら
れ
る
措
置
（
他
の
者
に
よ
っ
て
容
易
に
書
き
換

え
ら
れ
な
い
た
め
に
講
じ
ら
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
概
要

四
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
換
え
が
な
さ
れ
た
無
線
設
備
の
判
別
の
方
法

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
を
提
出
し
て
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
者
が
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二

十
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
同
項
第
二
号
の
方
法
に
基
づ
き
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
書
き
換
え
る
こ
と
に

よ
り
、
旧
無
線
設
備
を
当
該
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
工
事
設
計
に
合
致
さ
せ
、
法
第
三
十
八
条
の
二
十
五
第
二

22



項
の
規
定
に
よ
る
義
務
を
履
行
し
た
と
き
は
、
法
第
三
十
八
条
の
七
第
一
項
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
六
の
規

定
に
よ
り
当
該
無
線
設
備
に
付
さ
れ
て
い
た
表
示
は
、
当
該
者
が
法
第
三
十
八
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
除

去
し
、
か
つ
、
法
第
三
十
八
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
り
当
該
工
事
設
計
に
基
づ
く
無
線
設
備
に
つ
い
て
付
し
た

も
の
と
み
な
す
。

６
　
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
提
出
を
受
け
て
工
事
設
計
認
証
を
行
っ
た
登
録
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十

八
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
証
明
規
則
第
十
七
条
第
四
項
の
報
告
書
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
総
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
が
添
え
て
な
さ
れ
た
報
告
を
受
け
た
場
合
に
は
、
証
明
規
則
第
十
七

条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
附
則
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
も
公
示
す
る
も
の
と
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
八
月
九
日
総
務
省
令
第
一
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
一
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十

七
条
及
び
第
三
十
六
条
の
改
正
規
定
、
別
表
第
一
号
一
（
３
）
ア
の
表
の
注
７
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
二
号

第
三
の
注
２
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
二
五
日
総
務
省
令
第
一
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
二
四
日
総
務
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
二
五
日
総
務
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
三
一
日
総
務
省
令
第
九
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
八
月
一
日
総
務
省
令
第
一
〇
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令
第
百
五
号
）
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
無

線
局
の
無
線
設
備
に
対
す
る
改
正
後
の
別
表
第
一
号
一
（
３
）
ウ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
第
四
十
九
条

の
二
十
七
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
九
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
九
条
の
二
十
七
第
六
号
及
び
第
七
号
」
と

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
一
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
三
一
日
総
務
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
九
日
総
務
省
令
第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
二
四
日
総
務
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第
七
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
、
第
十
九
号
の
三
、
第
十
九
号
の
三
の
二
、
第
十
九
号
の
五
、
第
十
九
号
の
六
、

第
十
九
号
の
七
、
第
十
九
号
の
八
、
第
十
九
号
の
九
、
第
十
九
号
の
十
又
は
第
十
九
号
の
十
一
に
掲
げ
る
特
定
無

線
設
備
に
係
る
表
示
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
、
第
十
九
号
の
三
、
第
十
九
号
の

三
の
二
、
第
十
九
号
の
五
、
第
十
九
号
の
六
、
第
十
九
号
の
七
、
第
十
九
号
の
八
、
第
十
九
号
の
九
、
第
十
九
号

の
十
若
し
く
は
第
十
九
号
の
十
一
に
掲
げ
る
特
定
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
六
の
技
術
基
準
適
合
証
明

又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
の
求

め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
審
査
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証
明

等
を
受
け
た
無
線
設
備
に
付
す
る
表
示
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
一
日
総
務
省
令
第
九
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
四
に
掲
げ
る
特
定
無
線
設
備
に
係
る
表
示
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
四
に
掲
げ
る
特
定
無
線
設
備

に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
六
の
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
工
事
設
計
認
証

（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
審
査
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証

明
等
を
受
け
た
無
線
設
備
に
付
す
る
表
示
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
二
九
日
総
務
省
令
第
一
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
七
日
総
務
省
令
第
一
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
二
月
一
日
総
務
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
二
月
二
七
日
総
務
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
八
日
総
務
省
令
第
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
一
七
日
総
務
省
令
第
八
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
無

線
設
備
（
法
第
二
十
七
条
の
十
八
の
登
録
を
受
け
た
者
が
開
設
し
た
、
又
は
当
該
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

開
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
旧
規
則
様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後

の
証
明
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
二
又
は
第
六
号
の
三
に
掲
げ
る
無
線
設

備
に
係
る
新
規
則
様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
八
月
二
九
日
総
務
省
令
第
九
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
三
四
七
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
五
一
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

簡
易
無
線
局
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
特
定
無
線
設
備
（
Ｆ
二
Ｄ
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
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帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
項
第
四
号
の
三
に
掲
げ
る
特
定
無
線
設
備
（
以
下
「
旧

設
備
」
と
い
う
。
）
に
係
る
表
示
は
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
以
降
は
、
当
該
表
示
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と

み
な
す
。

２
　
法
第
三
十
八
条
の
五
の
登
録
証
明
機
関
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

の
間
、
旧
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
る
旧
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適

合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
た
旧

設
備
に
付
す
る
表
示
は
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
以
降
は
、
当
該
表
示
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。

（
二
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
、
四
七
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
九
七
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
付
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
又
は
第
十
九
号
の
二
に
掲

げ
る
特
定
無
線
設
備
に
係
る
表
示
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
又
は
第
十
九
号
の
二
に
掲
げ
る
特

定
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
た
無

線
設
備
に
付
す
る
表
示
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
一
八
日
総
務
省
令
第
一
〇
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
日
総
務
省
令
第
一
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
一
七
日
総
務
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
三
日
総
務
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
八
日
総
務
省
令
第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
二
五
日
総
務
省
令
第
六
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
付
さ
れ
て
い
る
四
〇
四
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
気
象
援
助
局

（
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
の
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
に
係
る
表
示
に
つ
い
て
の
証
明
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
四
〇
四
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
気
象
援
助
局
（
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
の
も
の
に
限
る
。
）
の
無

線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
の
求

め
の
審
査
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
た
無

線
設
備
に
付
す
る
表
示
に
つ
い
て
の
証
明
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
日
総
務
省
令
第
九
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
一
月
二
四
日
総
務
省
令
第
一
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
月
一
九
日
総
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
四
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
施
行
規
則
第
四
条
の
四
第
二
項
第

二
号
に
規
定
す
る
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
に
対
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
証
明

規
則
第
二
条
第
一
項
第
四
十
七
号
の
二
中
「
二
四
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
二
二
」
と
し
、
別
表
第
二
号
第
三
中

「
２
４
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
２
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
二
三
日
総
務
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
二
八
日
総
務
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
五
月
二
四
日
総
務
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
八
月
二
五
日
総
務
省
令
第
八
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
六
日
総
務
省
令
第
九
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
一
日
総
務
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
四
月
二
六
日
総
務
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
五
月
二
五
日
総
務
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
九
月
二
七
日
総
務
省
令
第
一
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
五
日
総
務
省
令
第
一
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
無

線
設
備
に
係
る
旧
規
則
様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
十
号
の
二
に
掲
げ
る
無
線
設
備
に
係
る
新
規
則
様
式
第
七
号
に
よ
る
表
示
と

み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
一
三
日
総
務
省
令
第
一
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
一
四
日
総
務
省
令
第
一
六
二
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
中
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明

等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
第
一
項
、
別
表
第
一
号
一
（
３
）
ア
の
表
及
び
様
式
第
七
号
の
注
４
の
表
の
改
正
規
定

（
同
項
第
六
十
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
一
六
日
総
務
省
令
第
一
六
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
認
証
を
受
け
て
い
る
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条

の
二
十
六
（
同
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、

改
正
後
の
証
明
規
則
様
式
第
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
事
業
の
区
分
に
係
る
登
録
証
明
機
関
又
は
承
認
証
明

機
関
は
、
改
正
後
の
証
明
規
則
様
式
第
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
工
事
設
計
認
証
番
号
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
の
事
業
の
区
分
に
係
る
登
録
証
明
機
関
又
は
承
認
証
明
機
関
に
対
す

る
改
正
後
の
証
明
規
則
様
式
第
七
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
日
前
ま
で
の
期
間
に
係
る
工
事
設
計
認
証
番
号
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
六
日
総
務
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
受
け
た
改
正
前
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
五
、
第
十
九
号
の
六
及

び
第
十
九
号
の
九
か
ら
第
十
九
号
の
十
一
ま
で
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
改

正
後
の
当
該
各
規
定
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
な
さ
れ
た
改
正
前
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
五
、
第
十
九
号
の
六

及
び
第
十
九
号
の
九
か
ら
第
十
九
号
の
十
一
ま
で
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
改
正
後
の
当
該
各
規
定
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ

イ
ク
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
及

び
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）

は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
二
日
総
務
省
令
第
九
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ

型
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条

の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
二
月
五
日
総
務
省
令
第
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
二
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
七
日
総
務
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
八
月
二
三
日
総
務
省
令
第
八
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
、
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス

シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
、
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う

携
帯
移
動
地
球
局
、
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
二
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
又
は
イ
ン
マ
ル
サ
ッ

ト
携
帯
移
動
地
球
局
（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第

三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す

る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お

効
力
を
有
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
、
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ

ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
、
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行

う
携
帯
移
動
地
球
局
、
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
二
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
又
は
イ
ン
マ
ル
サ

ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
技

術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録

証
明
機
関
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
行
っ
た
旨

を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
二
項
の
適
用
を
受
け
た
工
事
設
計
認
証
に
係
る
認
証
工
事
設
計
に
つ
い
て
の
新
た
な
工
事
設
計
認
証
を
し
た

こ
と
に
よ
り
証
明
規
則
様
式
第
七
号
注
五
（
２
）
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
な
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
特
定
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。
当
該
新
た
な
工
事
設
計
認
証
を
し
た
日
以
後
に
当
該
特
定
無
線
設
備
に
係
る
認
証
工
事
設
計

に
つ
い
て
の
新
た
な
工
事
設
計
認
証
を
し
た
こ
と
に
よ
り
証
明
規
則
様
式
第
七
号
注
五
（
２
）
後
段
の
規
定
に
基

づ
き
新
た
な
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
特
定
無
線
設
備
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
届
け
出
て
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
又
は
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク

セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
二
項
に
規
定

す
る
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
二
五
日
総
務
省
令
第
一
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
八
月
七
日
総
務
省
令
第
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
八
月
八
日
総
務
省
令
第
六
七
号
）
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こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
六
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
二
六
日
総
務
省
令
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
一
〇
日
総
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
一
七
日
総
務
省
令
第
一
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
一
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
公
共
業
務
用
固
定
局

の
無
線
設
備
及
び
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
、
二
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
三
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移

動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び

法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
一
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
公
共
業
務
用
固
定
局

の
無
線
設
備
及
び
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
、
二
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
三
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移

動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
に
よ
り
無
線
設
備
が
受
け
た
技
術
基
準
適
合

証
明
等
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
八
月
一
三
日
総
務
省
令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
二
六
日
総
務
省
令
第
九
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
二
六
日
総
務
省
令
第
九
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
二
日
総
務
省
令
第
一
〇
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
八
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
八
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
八
月
三
一
日
総
務
省
令
第
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
一
日
総
務
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
五
日
総
務
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
二
一
日
総
務
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
八
月
二
九
日
総
務
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
一
日
総
務
省
令
第
五
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十

号
、
第
十
一
号
の
二
十
、
第
十
一
号
の
二
十
の
二
又
は
第
十
一
号
の
二
十
の
三
の
規
定
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の

二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計

認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十

号
、
第
十
一
号
の
二
十
、
第
十
一
号
の
二
十
の
二
又
は
第
十
一
号
の
二
十
の
三
の
規
定
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証

明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
に
よ
り
無
線
設
備
が
受
け
た
技
術
基
準
適
合

証
明
等
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
四
日
総
務
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
証
明
規
則
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
六
十
一
号
又
は
第
六
十
二
号
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け

て
い
る
無
線
設
備
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
証
明
規

則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
六
十
一
号
又
は
第
六
十
二
号
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を

受
け
て
い
る
無
線
設
備
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
六
十
一
号
又
は
第
六
十
二
号
の
無
線

設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
六
十
一
号

又
は
第
六
十
二
号
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
一
一
日
総
務
省
令
第
六
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
受
け
た
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
七

の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第

四
号
の
七
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
二
の
無
線
局
の
無
線
設
備

に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

６
　
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
二
の
無
線
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
八
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
限
り
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
技
術
基
準
適

合
証
明
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
効
力
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
一
二
日
総
務
省
令
第
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
波
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
七

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
第
二
号
の
較
正
又
は
校
正
（
以
下
「
較
正
等
」
と
い
う
。
）

を
受
け
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
第
三
条
の
二
に
掲
げ
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
に
つ
い
て
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は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降

初
に
較
正
等
を
受
け
る
日
ま
で
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
証
明

規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
月
二
五
日
総
務
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
六
月
二
九
日
総
務
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
二
五
日
総
務
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
四
日
総
務
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後

に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式

に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
を
修
補
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
無

線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
工
事
設
計
認
証
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に

掲
げ
る
特
定
無
線
設
備
に
係
る
表
示
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
一
月
二
四
日
総
務
省
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
二
月
八
日
総
務
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
七
日
総
務
省
令
第
二
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関

す
る
規
則
（
以
下
「
証
明
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
六
号
の
二
の
無
線
設
備
に
係
る
電

波
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三

十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け

て
い
る
無
線
設
備
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
六

号
の
二
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
て
い
る
無
線
設
備
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
六
号

及
び
第
六
号
の
二
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
六
号
の
二
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明

等
の
求
め
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
四
月
二
二
日
総
務
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
一
日
総
務
省
令
第
二
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合

証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
証
明
規
則
」
と
い
う
。
）
（
以
下
「
旧
証
明
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項

第
十
九
号
、
第
十
九
号
の
三
か
ら
第
十
九
号
の
三
の
三
ま
で
又
は
第
七
十
三
号
か
ら
第
七
十
五
号
ま
で
に
規
定
す

る
無
線
設
備
（
以
下
「
旧
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
」
と
い
う
。
）
に
係
る
電
波

法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十

八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の

省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３
　
旧
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算

し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明

等
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
旧
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
三
か

ら
第
十
九
号
の
三
の
三
ま
で
又
は
第
七
十
三
号
か
ら
第
七
十
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準

適
合
証
明
等
と
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
三
又
は
第
七
十
三
号
か

ら
第
七
十
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
重
ね
て
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

も
の
と
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
旧
小
電
力
デ
ー

タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
に
係
る
認
証
工
事
設
計
に
つ
い
て
新
た
な
工
事
設
計
認
証
を
受
け
る

場
合
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
工
事
設
計
認
証
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
た
な
工
事
設
計
認
証
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元

年
十
一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
二
二
日
総
務
省
令
第
四
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
な
さ
れ
て
い
る
法
第
三
十
八
条
の
六
第
一
項
（
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
技
術
基
準
適
合
証
明
の
求
め
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十

四
第
二
項
（
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
工
事
設
計
認
証

の
求
め
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
八
条
の
五
第
一
項
で
定
め
る
登
録
証
明
機
関
又
は
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
二

項
に
定
め
る
承
認
証
明
機
関
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す

る
規
則
別
表
第
二
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
り
工
事
設
計
の
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
二
七
日
総
務
省
令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
九
九
号
）

27



こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
一
九
日
総
務
省
令
第
一
〇
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
一
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
一
八
日
総
務
省
令
第
一
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
七
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
一
日
総
務
省
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
一
日
総
務
省
令
第
九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
受
け
て
い
る
電
波
法
第
百
三
条
の
二
第
十
五
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
の
確

認
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
総
務
省
令
第
一
〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
証
明
規
則
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
十
九
か
ら
第
十
一
号
の
十
九
の
三
ま
で
、
第
十
一
号
の
三
十
、
第
十
一

号
の
三
十
二
、
第
十
一
号
の
三
十
四
、
第
五
十
四
号
又
は
第
五
十
四
号
の
六
の
い
ず
れ
か
に
規
定
す
る
陸
上
移
動

局
の
無
線
設
備
と
し
て
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
陸
上
移
動
局
の
特
定
無
線
設
備
（
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
当
該

特
定
無
線
設
備
に
係
る
工
事
設
計
認
証
の
求
め
が
あ
り
、
施
行
後
に
当
該
特
定
無
線
設
備
に
係
る
工
事
設
計
認
証

を
受
け
た
も
の
を
含
む
。
以
下
「
既
認
証
取
得
特
定
無
線
設
備
」
と
い
う
。
）
と
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
二
十
一
に
規
定
す
る
陸
上
移
動
局
の
特
定
無
線
設
備
（
二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超
え
二
、
三
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
み
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
改
正
対
象
特
定
無
線
設

備
」
と
い
う
。
）
と
が
従
前
よ
り
一
の
無
線
設
備
を
構
成
し
、
当
該
一
の
無
線
設
備
を
構
成
す
る
特
定
無
線
設
備

が
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
又
は
改
正
後
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
二
十
一
に
規
定
す
る
陸
上
移

動
局
の
特
定
無
線
設
備
と
し
て
工
事
設
計
認
証
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
改
正
対
象
特
定
無
線
設
備
に

係
る
工
事
設
計
に
つ
い
て
工
事
設
計
認
証
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
一
の
無
線
設
備
を
構
成
す
る
特
定
無
線
設
備

の
変
更
の
工
事
を
伴
わ
ず
、
か
つ
、
改
正
対
象
特
定
無
線
設
備
以
外
の
特
定
無
線
設
備
の
工
事
設
計
認
証
を
伴
わ

な
い
と
き
に
限
り
、
既
認
証
取
得
特
定
無
線
設
備
の
工
事
設
計
認
証
に
係
る
工
事
設
計
認
証
番
号
を
改
正
対
象
特

定
無
線
設
備
の
工
事
設
計
認
証
に
係
る
工
事
設
計
認
証
番
号
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
工
事
設
計
認
証
番
号
に
係
る
表
示
が
付
さ
れ
た
既
認
証
取
得
特
定
無
線
設
備
と
一
の
無
線
設
備
を
構
成
す
る
改

正
対
象
特
定
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
そ
の
工
事
設
計
認
証
に
係
る
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
日
総
務
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
準
備
行
為
）

２
　
電
波
法
第
三
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
証
明
機
関
に
よ
る
同
法
第
三
十
八
条
の
六
第
二
項
（
同
法

第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
報
告
及
び
同
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一

第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
証
明
機
関
に
よ
る
同
条
第
四
項
又
は
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
の

六
第
二
項
の
報
告
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
無
線
設

備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
様
式
第
五
号
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
四
月
二
七
日
総
務
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
二
六
日
総
務
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関

す
る
規
則
（
以
下
「
旧
証
明
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証

明
等
を
受
け
て
い
る
無
線
設
備
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
（
以
下
「
新
証
明
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
て
い
る
無
線
設
備
と
み
な
す
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準

適
合
証
明
等
の
求
め
に
つ
い
て
は
、
新
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証

明
等
の
求
め
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
一
四
日
総
務
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
二
日
総
務
省
令
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
二
日
総
務
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
六
月
一
日
総
務
省
令
第
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

一
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
八
月
二
九
日
総
務
省
令
第
六
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
〇
月
一
二
日
総
務
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
二
日
総
務
省
令
第
九
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
五
月
二
三
日
総
務
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
号
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
（
第
六
条
及
び
第
二
十
五
条
関
係
）

一
　
技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（１）
　
工
事
設
計
の
審
査

技
術
基
準
適
合
証
明
の
求
め
に
係
る
特
定
無
線
設
備
（
以
下
「
申
込
設
備
」
と
い
う
。
）
の
工
事
設
計
書
（
工

事
設
計
に
係
る
事
項
（
申
込
設
備
と
同
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
た
他
の
無
線
設
備
に
係
る
工
事
設
計
を
含

む
。
）
を
記
載
し
た
書
類
で
あ
つ
て
別
表
第
二
号
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
別
表
第
三
号
及
び
別
表
第
五
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
た
内
容
が
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査

を
行
う
。

（２）
　
対
比
照
合
審
査

28



申
込
設
備
と
そ
の
工
事
設
計
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
を
対
比
照
合
す
る
。

（３）
　
特
性
試
験

申
込
設
備
に
つ
い
て
、
次
に
従
つ
て
試
験
を
行
い
、
か
つ
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
審
査
を
行
う
。

ア
　
次
の
表
の
一
の
欄
に
掲
げ
る
装
置
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
二
の
欄
に
掲
げ
る
試
験
項
目
ご
と
に
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
三
の
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
等
を
使
用
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
試
験
方
法
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
方
法
に
よ
り
同
表
の
四
の
欄
の
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従
つ
て
試
験
を
行
う
。

一　装置

二
　

試
験

項
目

三　測定器等

四
　
特
定
無
線
設
備
の
種
別

第二条第一項第一号の九の無線設備

第二条第一項第一号の十の無線設備

第二条第一項第一号の十一の無線設備

第二条第一項第一号の十二の無線設備

第二条第一項第一号の十二の二の無線設備

第二条第一項第一号の十三の無線設備

第二条第一項第一号の十四の無線設備

第二条第一項第一号の十五の無線設備

第二条第一項第二号の無線設備

第二条第一項第二号の二の無線設備

第二条第一項第三号の無線設備

第二条第一項第三号の二の無線設備

第二条第一項第四号の二の無線設備

第二条第一項第四号の四の無線設備

第二条第一項第四号の五の無線設備

第二条第一項第四号の六の無線設備

第二条第一項第四号の六の二の無線設備

第二条第一項第四号の六の三の無線設備

第二条第一項第四号の六の四の無線設備

第二条第一項第四号の七の無線設備

第二条第一項第五号の無線設備

第二条第一項第六号の無線設備

送信装置

周
波

数

周波数計又はスペクトル分析器

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

占
有

周
波

数
帯

幅

擬似音声発

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 生器又は擬似信号発生器バンドメータ又はスペクトル分析器

ス
プ

リ
ア

ス
発

射
又

は
不

要
発

射
の

強
度

低周波発振器スプリアス電力計又はスペクト

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

29



ル分析器

空
中

線
電

力

電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

比
吸

収
率

比吸収率測定装置

入
射

電
力

密
度

電界強度測定器

周
波

数
偏

移
、

周
波

数
偏

位
又

低周波発振器

○

○

○

○

○

○

○

○

は
変

調
度

直線検波器又は変調度計

変
調

衝
撃

係
数

低周波発振器オシロスコープ

プ
レ

エ
ン

フ
ァ

シ
ス

特
性

低周波発振器直線検波器

○

○注９

搬
送

波
電

力

低周波発振器スペクトル分

○

○
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析器

総
合

周
波

数
特

性

低周波発振器電力計

○

○

○

総
合

歪
及

び
雑

音

低周波発振器直線検波器歪率雑音計

○

○

○注７

○注９

送
信

立
ち

上
が

り
時

間
及

び
送

信
立

ち
下

が
り

時
間

オシロスコープ又はスペクトル分析器

送
信

時
間

低周

波発振器オシロスコープ

隣
接

チ
ャ

ネ
ル

漏
え

い
電

力
等

又
は

帯
域

外
漏

え
い

電
力

低周波発振器電力測定用受信機又はスペクトル分析器

○

○注３

○

○

○注３

○注１８

○注３

○

○

○

○

○

○

○注４

搬
送

波
を

送
信

し
て

い
な

い
と

き
の

電
力

低周波発振器電力測定用受

31



信機又はスペクトル分析器

送
信

速
度

低周波発振器オシロスコープ

受信装置

副
次

的
に

発
す

る
電

波
等

の
限

度

電界強度測定器又はスペクトル分析器

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

感
度

標準信号

○注７

○注８

○注１０

発生器レベル計又は歪率雑音計

注１７

通
過

帯
域

幅

標準信号発生器周波数計レベル計

○注７

○注８

○注１０

減
衰

量

標準信号発生器周波数計レベル計

○注８

○注１１

ス
プ

リ
ア

標準

○

○

○
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ス
・

レ
ス

ポ
ン

ス

信号発生器レベル計又は歪率雑音計

注７注１７

注８

注１０

隣
接

チ
ャ

ネ
ル

選
択

度

低周波発振器標準信号発生器レベル計又はオシロスコープ

○注７注１７

○注１２

感
度

抑
圧

効
果

標準信号

○注１１

発生器レベル計

相
互

変
調

特
性

標準信号発生器レベル計又は歪率雑音計

○注１０

局
部

発
振

器
の

周
波

数
変

動

周波数計

○注８

○注１０

デ
ィ

エ
ン

フ
ァ

シ
ス

特
性

低周波発振器直線検波器

○注９

総
合

歪
及

び
雑

音

標準信号

○注８

○注１０
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発生器歪率雑音計

第二条第一項第六号の二の無線設備

第二条第一項第六号の二の二の無線設備

第二条第一項第六号の三の無線設備

第二条第一項第七号の無線設備

第二条第一項第八号の無線設備

第二条第一項第九号の無線設備

第二条第一項第九号の二の無線設備

第二条第一項第九号の三の無線設備

第二条第一項第九号の四の無線設備

第二条第一項第十号の無線設備

第二条第一項第十号の二の無線設備

第二条第一項第十一号の三の無線設備

第二条第一項第十一号の四の無線設備

第二条第一項第十一号の五の無線設備

第二条第一項第十一号の六の無線設備

第二条第一項第十一号の六の二の無線設備

第二条第一項第十一号の六の三の無線設備

第二条第一項第十一号の六の四の無線設備

第二条第一項第十一号の六の五の無線設備

第二条第一項第十一号の七の無線設備

第二条第一項第十一号の八の無線設備

第二条第一項第十一号の八の二の無線設備

第二条第一項第十一号の九の無線設備

第二条第一項第十一号の十の無線設備

第二条第一項第十一号の十の二の無線設備

第二条第一項第十一号の十の三の無線設備

第二条第一項第十一号の十の四の無線設備

第二条第一項第十一号の十の五の無線設備

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○注１３

○注１３

○注１３

○注１３

○注１３

○注１３

○注１３

○注１３

○

○

○

○注５

○注１５

○注１５

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

注１４

注１４

注１４

注１４

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

第二条第一項第十一号の十一の無線設備

第二条第一項第十一号の十二の無線設備

第二条第一項第十一号の十三の無線設備

第二条第一項第十一号の十四の無線設備

第二条第一項第十一号の十五の無線設備

第二条第一項第十一号の十六の無線設備

第二条第一項第十一号の十七の無線設備

第二条第一項第十一号の十八の無線設備

第二条第一項第十一号の十九の無線設備

第二条第一項第十一号の十九の二の無線設備

第二条第一項第十一号の十九の三の無線設備

第二条第一項第十一号の二十の無線設備

第二条第一項第十一号の二十の二の無線設備

第二条第一項第十一号の二十の三の無線設備

第二条第一項第十一号の二十の四の無線設備

第二条第一項第十一号の二十の五の無線設備

第二条第一項第十一号の二十の六の無線設備

第二条第一項第十一号の二十一の無線設備

第二条第一項第十一号の二十一の二の無線設備

第二条第一項第十一号の二十二の無線設備

第二条第一項第十一号の二十三の無線設備

第二条第一項第十一号の二十四の無線設備

第二条第一項第十一号の二十五の無線設備

第二条第一項第十一号の二十六の無線設備

第二条第一項第十一号の二十七の無線設備

第二条第一項第十一号の二十八の無線設備

第二条第一項第十一号の二十九の無線設備

第二条第一項第十一号の三十の無線設備

第二条第一項第十一号の三十一の無線設備

第二条第一項第十一号の三十二の無線設備

第二条第一項第十一号の三十三の無線設備

第二条第一項第十一号の三十四の無線設備

第二条第一項第十二号の無線設備

第二条第一項第十三号の無線設備

第二条第一項第十四号の無線設備
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○注１３

○注１３

○注１３

○注１３

○注１３

○注１３

○注１３

○注１３

○注１３

○注１３

○注１３

○注１３

○注１３

○注１３

○

○

○注１５

○注１５

○

○
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○

○
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注１４

注１４

注１４

注１４

注１４

注１４

○

○

○注１６

○注１６

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

第二条第一項第十四号の二の無線設備

第二条第一項第十五号の無線設備

第二条第一項第十五号の二の無線設備

第二条第一項第十五号の三の無線設備

第二条第一項第十六号の無線設備

第二条第一項第十七号の無線設備

第二条第一項第十八号の無線設備

第二条第一項第十九号の無線設備

第二条第一項第十九号の二の無線設備

第二条第一項第十九号の二の二の無線設備

第二条第一項第十九号の二の三の無線設備

第二条第一項第十九号の三の無線設備

第二条第一項第十九号の四の無線設備

第二条第一項第十九号の四の二の無線設備

第二条第一項第十九号の四の三の無線設備

第二条第一項第十九号の五の無線設備

第二条第一項第十九号の六の無線設備

第二条第一項第十九号の七の無線設備

第二条第一項第十九号の八の無線設備

第二条第一項第十九号の九の無線設備

第二条第一項第十九号の十の無線設備

第二条第一項第十九号の十一の無線設備

第二条第一項第二十号の二の無線設備

第二条第一項第二十号の三の無線設備

第二条第一項第二十号の四の無線設備

第二条第一項第二十一号の無線設備
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第二条第一項第二十一号の二の無線設備

第二条第一項第二十一号の三の無線設備

第二条第一項第二十二号の無線設備

第二条第一項第二十三号の無線設備

第二条第一項第二十三号の二の無線設備

第二条第一項第二十三号の三の無線設備

第二条第一項第二十四号の無線設備

第二条第一項第二十五号の無線設備

第二条第一項第二十五号の二の無線設備

第二条第一項第二十五号の三の無線設備

第二条第一項第二十五号の四の無線設備

第二条第一項第二十五号の五の無線設備

第二条第一項第二十五号の六の無線設備

第二条第一項第二十六号の無線設備

第二条第一項第二十七号の無線設備

第二条第一項第二十八号の無線設備

第二条第一項第二十八号の二の無線設備

第二条第一項第二十八号の二の二の無線設備

第二条第一項第二十八号の二の三の無線設備

第二条第一項第二十八号の二の四の無線設備

第二条第一項第二十八号の二の五の無線設備

第二条第一項第二十八号の二の六の無線設備

第二条第一項第二十八号の三の無線設備

第二条第一項第二十八号の四の無線設備

第二条第一項第二十九号の無線設備

第二条第一項第二十九号の二の無線設備

第二条第一項第三十号の無線設備

第二条第一項第三十号の二の無線設備

第二条第一項第三十号の三の無線設備

第二条第一項第三十号の四の無線設備

第二条第一項第三十一号の無線設備
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○注１３

○注１３

○注１３
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○注６
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第二条第一

第二条第一

第二条第一

第二条第一

第二条第一

第二条第一

第二条第一

第二条第一

第二条第一

第二条第一
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第二条第一

第二条第一

第二条第一

第二条第一

第二条第一

第二条第一

第二条第一

第二条第一

第二条第一

第二条第一

第二条第一
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項第三十一号の二の無線設備

項第三十一号の三の無線設備

項第三十一号の四の無線設備

項第三十一号の五の無線設備

項第三十二号の無線設備

項第三十三号の無線設備

項第三十三号の二の無線設備

項第三十八号の無線設備

項第三十九号の無線設備

項第四十号の無線設備

項第四十一号の無線設備

項第四十二号の無線設備

項第四十三号の無線設備

項第四十四号の無線設備

項第四十六号の無線設備

項第四十七号の無線設備

項第四十七号の二の無線設備

項第四十七号の三の無線設備

項第四十七号の四の無線設備

項第四十八号の無線設備

項第四十九号の無線設備

項第五十一号の無線設備

項第五十二号の二の無線設備

項第五十二号の三の無線設備

項第五十三号の無線設備

項第五十四号の無線設備
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○注１３

○注１３

○注１３

○注１３
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○注２０
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○注１５
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○

第二条第一項第五十四

第二条第一項第五十四

第二条第一項第五十四

第二条第一項第五十四

第二条第一項第五十四

第二条第一項第五十七

第二条第一項第五十七

第二条第一項第五十七

第二条第一項第五十七

第二条第一項第五十八

第二条第一項第五十九

第二条第一項第六十号

第二条第一項第六十一

第二条第一項第六十一

第二条第一項第六十二

第二条第一項第六十二

第二条第一項第六十三

第二条第一項第六十四

第二条第一項第六十五

第二条第一項第六十六

第二条第一項第六十七

第二条第一項第六十八

第二条第一項第六十九

第二条第一項第七十号

第二条第一項第七十一

第二条第一項第七十二

第二条第一項第七十三

第二条第一項第七十四

第二条第一項第七十五

第二条第一項第七十六

第二条第一項第七十七

第二条第一項第七十八

第二条第一項第七十九

第二条第一項第八十号

第二条第一項第八十一

号の二の無線設備

号の三の無線設備

号の四の無線設備

号の五の無線設備

号の六の無線設備

号の無線設備

号の二の無線設備

号の三の無線設備

号の四の無線設備

号の無線設備

号の無線設備

の無線設備

号の無線設備

号の二の無線設備

号の無線設備

号の二の無線設備

号の無線設備

号の無線設備

号の無線設備

号の無線設備

号の無線設備

号の無線設備

号の無線設備

の無線設備

号の無線設備

号の無線設備

号の無線設備

号の無線設備

号の無線設備

号の無線設備

号の無線設備

号の無線設備

号の無線設備

の無線設備

号の無線設備
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注６

注１
　
実
施
す
る
試
験
項
目
は
、
○
印
を
付
し
た
も
の
と
す
る
。

２
　
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
及
び
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。

３
　
三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
二
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
六
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。

４
　
二
、
四
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。

５
　
三
一
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
一
五
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
四
〇
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
四
三

三
・
六
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
三
四
・
一
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
二
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
、
一
〇
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
〇
・
五
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
若
し
く
は
二
四
・
〇
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
四
・
二
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
以
下
、
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
四
第
十
四
号
に
規
定
す
る
特

定
小
電
力
無
線
局
を
除
く
。
）
、
六
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
四
第
十
四

号
に
規
定
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
に
限
る
。
）
又
は
七
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
若
し
く
は
七
七
Ｇ

Ｈ
ｚ
を
超
え
八
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。

６
　
実
施
す
る
試
験
項
目
の
う
ち
、
こ
の
試
験
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
に
は
、
登
録
証
明
機
関
が
当
該

試
験
に
相
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
試
験
の
結
果
を
記
載
し
た
試
験
成
績
書
に
よ
り
、
技
術
基
準
へ
の
適
合
を

審
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
秘
匿
性
を
有
す
る
通
信
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。

８
　
設
備
規
則
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。

９
　
設
備
規
則
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
（
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の

二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
船
上
通
信
設
備
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。

１
０
　
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
又
は

設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
（
四

五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
六
七
・
五
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
船
上
通
信
設
備
の
も
の
を
除

く
。
）
に
限
る
。

１
１
　
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
又
は

設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
船
上
通
信
設
備
の
も
の
に
限
る
。

１
２
　
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
船
上
通
信
設
備
の
も
の
に
限
る
。

１
３
　
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。

１
４
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ

つ
て
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
、
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通

信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周
波
数
の
電

波
を
送
信
す
る
も
の
、
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
、
時
分

割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
（
時
分
割
・
符
号
分

割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
の
試
験
又
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う
無

線
局
を
い
う
。
）
の
無
線
設
備
、
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の

無
線
設
備
、
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
を
行
う
無

線
局
（
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
の
試
験
又
は
調

整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
を
い
う
。
）
の
無
線
設
備
、
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯

無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
、
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の

た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
（
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設

備
の
試
験
又
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
を
い
う
。
）
の
無
線
設
備
、
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
及
び
直
交
周
波

数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
（
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
の
試
験
又
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
を
い

う
。
）
の
無
線
設
備
（
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周
波
数
の

電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。

１
５
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
（
再
生
中
継
方
式
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の

二
十
九
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
再
生
中
継
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
中
継
方
式
に
よ
る
中
継
を

行
う
も
の
に
限
る
。
）
、
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
、
設
備
規
則
第
四
十
九

条
の
六
の
十
第
四
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
（
再
生
中
継
方
式
以
外
の
中
継
方
式
に
よ
る
中
継
を
行
う
も
の
に
限

る
。
）
、
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
四
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
（
再
生
中
継
方
式
以
外
の
中
継
方
式
に

よ
る
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
第
四
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
（
再

生
中
継
方
式
以
外
の
中
継
方
式
に
よ
る
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
実
施
す
る
試
験
項
目
に
増

幅
度
特
性
を
含
む
。

１
６
　
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
を
除
く
。

１
７
　
設
備
規
則
第
九
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
デ
ー
タ
伝
送
装
置
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
限
る
。

１
８
　
設
備
規
則
第
五
十
四
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
に
限
る
。

１
９
　
再
生
中
継
方
式
以
外
の
中
継
方
式
に
よ
る
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
を
除
く
。

２
０
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
、
二
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
を
除
く
。

２
１
　
携
帯
用
位
置
指
示
無
線
標
識
の
う
ち
、
Ｇ
一
Ｂ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。

２
２
　
携
帯
用
位
置
指
示
無
線
標
識
の
う
ち
、
Ａ
三
Ｘ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。

２
３
　
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
四
九
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。

イ
　
申
込
設
備
の
う
ち
に
送
信
装
置
又
は
受
信
装
置
以
外
の
装
置
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
装
置
に
つ
い
て
も
総
務

大
臣
が
別
に
告
示
す
る
試
験
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
方
法
に
よ
り
試
験
を
行
う
。

ウ
　
申
込
設
備
が
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
五
、
第
四
号
の
六
、
第
九
号
、
第
十
一
号
の
三
、
第
十
一
号
の
四
、
第

十
一
号
の
五
（
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線

設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
の
六
（
符
号

分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上

移
動
局
が
使
用
す
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
の
七
、
第
十
一
号
の
八
、
第
十
一

号
の
九
（
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線

設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
の
十
（
時
分

割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て

陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
の
十
一
、
第
十
一
号
の
十

二
、
第
十
一
号
の
十
三
（
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
の
十
四
（
陸
上
移
動
局

に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
四
号
、
第
十
四
号
の
二
、
第
二
十
号
の
二
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十

五
号
の
三
、
第
二
十
五
号
の
六
、
第
二
十
八
号
、
第
二
十
八
号
の
二
、
第
二
十
八
号
の
二
の
三
、
第
二
十
八
号
の

二
の
四
、
第
三
十
号
の
二
、
第
三
十
号
の
三
、
第
四
十
六
号
、
第
四
十
七
号
、
第
四
十
七
号
の
二
、
第
四
十
七
号

の
三
、
第
四
十
七
号
の
四
、
第
五
十
七
号
、
第
五
十
七
号
の
二
、
第
五
十
七
号
の
三
又
は
第
五
十
七
号
の
四
で
あ

る
場
合
に
は
、
総
合
動
作
特
性
試
験
器
等
を
使
用
し
て
、
当
該
申
込
設
備
の
総
合
動
作
試
験
（
設
備
規
則
第
三
十

七
条
、
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
第
二
項
、
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
五
第
三
項
、
第
四
十
五
条
の
二
十

一
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
、
第
二
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
三
号
、
第
四
十
九
条
の
六
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び

ハ
、
同
項
第
二
号
ロ
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ハ
並

び
に
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
六
の
六
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
三
項
第
一

号
、
第
四
十
九
条
の
七
第
一
号
ロ
（
４
）
、
第
四
十
九
条
の
八
の
三
第
二
項
第
二
号
、
第
四
十
九
条
の
十
八
第
一

号
イ
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
並
び
に
ロ
（
２
）
及
び
（
３
）
、
同
条
第
二
号
イ
（
１
）
及
び
（
３
）
か
ら
（
５
）

ま
で
、
第
四
十
九
条
の
二
十
三
第
一
号
イ
（
２
）
、
同
条
第
二
号
イ
（
１
）
及
び
（
２
）
、
第
四
十
九
条
の
二
十
三

の
三
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
、
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
四
、
第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
二
第
一
号
ロ
か
ら
ヘ

ま
で
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
、
第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
三
第
一
号
及
び
第
二
号
ロ
、
第
四
十
九
条
の
二
十
七

第
一
項
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号
、
同
条
第
二
項
、
同
条
第
三
項
第
四
号
、
同
条
第
四
項
第
四
号
、
第
五
十

四
条
第
二
号
ヘ
か
ら
チ
ま
で
、
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
同
条
第
二
項
第
三
号
か
ら

第
八
号
ま
で
、
第
五
十
七
条
の
二
の
二
第
三
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
の
二
第
三
項
に
定
め
る
条
件
へ
の
適
合
を
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総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
試
験
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
方
法
に
よ
り
審
査
す
る
試
験
を
い
う
。
）
を
行

う
。

二
　
同
時
に
申
込
み
さ
れ
た
同
一
の
工
事
設
計
に
基
づ
く
二
以
上
の
申
込
設
備
の
審
査
に
お
い
て
、
当
該
申
込
設
備

が
一
の
者
の
工
事
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
込
設
備
の
う
ち
の
一
部
の
も
の
に
つ
い
て
特
性
試
験
を

行
つ
た
結
果
、
当
該
申
込
設
備
の
う
ち
の
そ
の
他
の
も
の
が
工
事
設
計
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
合
理
的
に
推
定

で
き
る
と
き
は
、
当
該
そ
の
他
の
申
込
設
備
に
つ
い
て
、
特
性
試
験
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
申
込
設
備
の
写
真
等
（
特
定
無
線
設
備
の
部
品
の
配
置
及
び
外
観
を
示
す
写
真
又
は
図
で
あ
つ
て
寸
法
を
記
入

し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
特
性
試
験
の
試
験
が
次
の
各
号
に
適
合
す
る
こ
と
を
示
す
書
類
及
び

当
該
試
験
の
結
果
を
記
入
し
た
書
類
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
申
込
設
備
の
提
出
を
要
し
な
い
も
の
と
し
、

申
込
設
備
に
代
え
て
当
該
申
込
設
備
の
写
真
等
と
申
込
設
備
の
工
事
設
計
書
と
を
対
比
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
対

比
照
合
審
査
を
、
ま
た
、
特
性
試
験
に
代
え
て
当
該
試
験
が
次
の
各
号
に
適
合
す
る
こ
と
を
示
す
書
類
及
び
当
該

試
験
結
果
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
り
適
合
性
の
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
証
明

機
関
は
、
提
出
さ
れ
た
書
類
が
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
確
認
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（１）
　
法
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
第
二
号
の
較
正
等
を
受
け
た
測
定
器
等
を
使
用
し
て
試
験
を
行
つ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
。

（２）
　
別
表
第
一
号
一
（
３
）
に
規
定
す
る
特
性
試
験
の
方
法
に
従
つ
て
行
つ
た
試
験
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
二
号
　
工
事
設
計
の
様
式
（
別
表
第
一
号
一
（
１
）
関
係
）

別表第二号 工事設計の様式(別表第一号一(1)関係) 

 第一 第二から第六までの工事設計書に係る無線局以外の無線局に使用するための無線

設備の工事設計書 

長

辺 

工 事 設 計 書 

  

1 通信方式   

  

２ 

送

信

機 

(1) 定格出力   
(2) 発射可能な電波の

型式及び周波数の範
囲 

  

(3) 発 振   

(4) 変 調   

(5) 製 造 者 名 等 
製造者名 型式又は名称 製造番号 

      

3 空中線 
(1) 型式及び構成 (2) 利 得 

    

4 附属装置等の種類及び

型式又は名称 
  

5 その他の工事設計 

(1) 

 

 

(2) 電波法第3章に規定する技術基準適合性の確

認 

 □ 申込設備に関し、1の欄から4の欄までの記

載事項以外の工事設計について、電波法第3

章に規定する技術基準に適合していることを

確認した。 

 

(3) 同一の筐体に収められた他の無線設備の申

告 

 □ 無 

 □ 有 

  □ ①適合表示無線設備 

     (番号及び種別：     ) 

  □ ②微弱無線設備 

  □ ③同時申込の無線設備 

  □ ④上記①～③以外の無線設備 

 

(4) 電波の発射範囲の確認 

 □ 同一の筐体に収められた全ての無線設備に

関し、申込設備及び上記(3)①～③で申告した

無線設備の工事設計の範囲外の電波を発射し

ないことを確認した。 

6 添付図面等 無線設備系統図 

7 参考事項 無線設備の型式又は名称 

  

短 辺    (日本産業規格A列4番)

注1 1の欄は、「単向通信方式」、「単信方式」、「複信方式」、「半複信方式」又は「同報通信

方式」のように記載するほか、次によること。ただし、第2条第1項第6号に掲げる無線

設備であつて916.7MHz以上920.9MHz以下若しくは2,450MHz帯の周波数の電波を使用す
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るもの又は同項第6号の2若しくは第6号の2の2に掲げる無線設備については記載を要し

ない。 

  (1) 多重通信路を使用する場合(テレビジョン伝送の場合を除く。)は、「(多重)」を

付記するとともに、通信路数を記載すること。この場合において、電話通信路以外

の通信路の数にあつては電話通信路に換算した数を記載すること。 

  (2) テレビジョン伝送の場合は、「(テレビジョン)」と付記するとともに、映像及び

音声の別にチャネル数を記載すること。 

  (3) 狭帯域デジタル通信方式(設備規則第57条の3の2に規定する通信方式をいう。以

下この表において同じ。)の無線設備にあつては、次によること。 

   ア 時分割多重方式の無線設備にあつては、一の搬送波当たりに多重する数を記載

すること。 

   イ 時分割多元接続方式の無線設備にあつては、一の搬送波当たりのチャネルの数

を記載すること。 

 2 2の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の

値を記載すること。 

  (1) 空中線電力の許容値が1MHz当たりの帯域幅によつて規定されている無線設備に

ついては、1MHz当たりの帯域幅の空中線電力も併記すること。 

  (2) 定格出力を低下させて使用する場合は、定格出力並びに低下させる方法及び低下

後の出力を記載することとし、また、一定の範囲内で可変設定する場合は、その最

小空中線電力と最大空中線電力を記載すること。 

   (記載例) D1D 0.25Wかつ0.05W／MHz 

        F3E 5W(固定減衰器使用、3W) 

        F3E 1Wから5W(APC固定設定) 

  (3) 無線設備の送信空中線の絶対利得に応じて空中線電力の許容値が規定されてい

る場合であつて、当該許容値が異なる1又は2以上の空中線を使用するときは、当該

許容値ごとにその最大空中線電力と送信空中線の絶対利得の最大値をそれぞれ記

載すること。 

   (記載例) X7W 20W(17dBi) 

           3.2W(25dBi) 

 3 2の(2)の欄は、「F3E 142MHzから162MHzまで」又は「F3E 143.54，149.01，149.03，

153.33，165.97MHz」のように記載するほか、次によること。 

  (1) シンセサイザ方式のものにあつては、発射可能な周波数の間隔及び数を、「(20kHz

間隔1,001波)」のように付記すること。 

  (2) 第2条第1項第11号の19、第11号の19の2、第11号の19の3、第11号の21、第11号

の30、第11号の32、第11号の34、第21号の3、第54号、第54号の4又は第54号の6

に掲げる無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内で同時に送信でき

る電波の周波数の範囲が限定されるものにあつては、「1930.0MHz(同時送信可能な

周波数は1925.32MHzから1934.68MHzまでのうち連続した最大4.32MHz幅)」のよう

に限定された周波数の範囲を発射可能な周波数に付記すること。 

  (3) 第2条第1項第1号の12の2に掲げる無線設備にあつては、占有周波数帯幅の許容値

を電波の型式に冠して記載すること。 

  (4) 第2条第1項第11号の19、第11号の21、第11号の30、第11号の32、第11号の34、

第21号の3、第54号若しくは第54号の6に掲げる無線設備であつて設備規則第49条

の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行

うことができるもの又は第2条第1項第11号の20から第11号の20の3まで、第11号の

22から第11号の24まで、第11号の29、第11号の31、第11号の33、第21号の3若しく

は第54号の5に掲げる無線設備であつて一の送信装置から複数の搬送波を同時に

送信するものにあつては、同時に送信される複数の搬送波の周波数帯(次のアから

スまでに掲げる周波数帯をいう。)及び当該搬送波の数を記載すること。 

   ア 715MHzを超え748MHz以下及び770MHzを超え803MHz以下の周波数帯 

   イ 815MHzを超え845MHz以下及び860MHzを超え890MHz以下の周波数帯 

   ウ 900MHzを超え915MHz以下及び945MHzを超え960MHz以下の周波数帯 

   エ 1427.9MHzを超え1462.9MHz以下及び1475.9MHzを超え1510.9MHz以下の周波数帯 

   オ 1710MHzを超え1785MHz以下及び1805MHzを超え1880MHz以下の周波数帯 

   カ 1888.5MHzを超え1916.6MHz以下の周波数 

   キ 1920MHzを超え1980MHz以下及び2110MHzを超え2170MHz以下の周波数帯 

   ク 2,330MHzを超え2,370MHz以下の周波数帯 

   ケ 2,545MHzを超え2,655MHz以下の周波数帯 

   コ 3.4GHzを超え3.6GHz以下の周波数帯 

   サ 3.6GHzを超え4.1GHz以下の周波数帯 

   シ 4.5GHzを超え4.9GHz以下の周波数帯 

   ス 27.0GHzを超え29.5GHz以下の周波数帯 

  (5) 第2条第1項第11号の19の3又は第54号の4に掲げる無線設備にあつては、通信の相

手方となる基地局のチャネル間隔を「通信の相手方となる基地局のチャネル間隔

は、5MHz、10MHz及び15MHzとする。」のように付記すること。 

  (6) 第2条第1項第10号の2又は第11号の20の4から第11号の20の6までに掲げる無線設

備にあつては、占有周波数帯幅の許容値の範囲内で同時に送信できる電波の周波

数の範囲を「1925MHz(同時送信可能な周波数は1920.14MHzから1929.86MHzまでの

うち連続した最大9.72MHz幅)」のように付記すること。 

 4 2の(3)の欄は、発振の方式及び周波数を記載すること。 

  (記載例) 水晶発振 発射可能な周波数の1／24 

 5 2の(4)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式及び次の区別に従い該
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当する事項を記載すること。 

  (1) 振幅変調の場合 

   ア 最高通信速度(電信の場合に限り記載し、ボーで表示するものとする。) 

   イ 変調度(電波の型式がA2A、A2B、A2D、A2N又はA2Xの場合に限る。) 

   ウ 最高変調周波数(多重無線設備にあつては、多重端局装置の最高周波数とする。) 

   エ トーン周波数(H3E電波、J3E電波又はR3E電波28MHz以下を使用する無線局の送信

装置の場合に限る。) 

  (2) 周波数変調又は位相変調の場合 

   ア 最高変調周波数 

   イ 最大周波数偏移又は最大位相偏移(周波数分割多重方式の場合は、800ヘルツの

周波数の試験音を0レベル伝送点に0dBmで供給したときに生ずる周波数偏移又は

位相偏移の実効値とする。) 

   ウ 前置歪回路の特性(多重無線設備又はテレビジョンの場合に限る。) 

   エ 変調信号の伝送速度(狭帯域デジタル通信方式の無線設備の場合に限る。) 

     (記載例) 周波数変調(SS―FM)通信路の最高周波数8.204kHz 

          最大周波数偏移140kHz／r.m.s 

          監視制御信号周波数9.203kHz 

          最大周波数偏移70kHz／r.m.s 

          前置歪回路の特性CCIR8dB 

          エンファシス挿入(1,800ch用) 

  (3) パルス変調の場合 

    パルス幅及び繰り返し周波数 

 6 2の(5)の欄は、次によること。 

  (1) 送信機の製造者名等を記載すること。 

  (2) 工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。 

 7 3の(1)の欄は、次によること。 

  (1) 偏波面(25.21MHzを超える周波数の電波を使用するものに限り記載するものと

し、円偏波の場合は、送信側から見た電界ベクトルの回転方向を「右旋」又は「左

旋」と記載すること。)並びに輻射器、反射器、導波器等がある場合は、その区別

及び素子数を記載すること。 

  (2) 放物面鏡、電磁ホーン等については、その直径又は長径及び短径を記載すること。 

  (3) 構成が複雑なため記載が困難なときは、構成は添付図面のとおりである旨を当該

欄に記載すること。この場合においては、空中線の構成を示す図面を添付しなけれ

ばならない。 

   (記載例) 単一型(V) λ／4 

        パラボラ(H) 0.5mφ 

        八木型(V．R1．D2) 

 8 3の(2)の欄は、次によること。 

  (1) 25.21MHzを超える周波数の電波を使用する無線局のものに限り記載するものと

し、Gis(絶対利得)で表示すること。ただし、第2条第1項第1号の4、第10号、第11

号の3、第11号の4、第11号の7、第11号の8、第11号の8の2、第11号の19、第11号の

21、第11号の21の2、第20号の2、第49号、第51号又は第52号の2から第54号の3まで

に掲げる無線設備(第2条第1号の4に掲げるものについては、設備規則第49条の7第2

号のロの(3)に規定する機能を有するものに限る。)であつて、2以上の空中線を使

用する場合にあつては、型式及び構成ごとに上限値のみを記載すること。 

  (2) 等価等方輻射電力により、主輻射の角度幅が規定されている無線設備にあつては

角度幅を記載すること。 

 9 4の欄は、無線設備のうち、2の欄から3の欄までに記載しない装置等を記載すること。 

  (記載例) 

種類及び型式又は名称 方 式 ・ 規 格 等 

何 型 選 択 呼 出 装 置 循環型、群4、群信号の周波数487.5Hz 

混 信 防 止 機 能 設備規則第9条の4に規定する機能 

周波数等を維持する機能 設備規則第1章第6節に規定する機能 

 10 5の欄は、次によること。 

  (1) (1)は、設備規則第14条の2第1項に規定する人体における比吸収率の許容値に関

する技術基準に係る無線設備である場合には、その旨を記載すること。 

  (2) (2)は、申込設備に関し、1の欄から4の欄までの記載事項以外の工事設計につい

て、電波法第3章に規定する技術基準に適合していることを申込者が確認し、□に

レ印を付けること。 

  (3) 微弱無線設備とは、電波法第4条第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無

線局の無線設備をいう。 

  (4) 同時申込の無線設備とは、申込設備と同一の筐体に収められた他の無線設備のう

ち、当該申込設備と同時に同一の登録証明機関又は承認証明機関に対し、技術基準

適合証明又は工事設計認証の申込をしている無線設備をいう。 

  (5) (3)は、申込設備と同一の筐体に収められた他の無線設備の有無及び該当する①

から④までの□にレ印を付けることとし、①の番号及び種別欄には、番号として技

術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は識別番号を記載し、種別として第2条

第1項に掲げる特定無線設備の種別を記載すること。 
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  (6) (4)は、申込設備と同一の筐体に収められた全ての無線設備に関し、申込設備及

び(3)①から③までに申告した無線設備の工事設計の範囲外の電波を発射しないこ

とを申込者が確認し、□にレ印を付けること。また、(3)④の無線設備であつて現

に免許等(免許、登録又は予備免許をいう。)を受けている場合又は新たに免許等若

しくは認証等(技術基準適合証明、工事設計認証又は技術基準適合自己確認をい

う。)を受けた場合は、(4)で確認した範囲外の電波であつても、その免許等又は認

証等に係る工事設計の範囲内の電波を発射することを妨げない。 

 11 6の欄は、次によること。 

  (1) 無線設備系統図のうち送信装置に係るものは、真空管、半導体又は集積回路の名

称及び用途、各段の周波数、発振周波数から発射電波の周波数を合成する方法並び

に電源の電圧を記載すること。 

   (記載例) 

    

  (2) 無線設備系統図のうち受信装置に係るものは、真空管、半導体又は集積回路の名

称及び用途、各段の周波数(受信周波数と第1局部発振部の周波数との高低の関係を

含む。)並びに通過帯域幅(6dB低下の幅とする。)を記載すること。 

   (記載例) 

    

  (3) 筐体を容易に開けることができないこと等の無線設備の構造に関する技術基準

に適合することを説明した当該無線設備の構造及び形状の概要を示す図面を添付

すること(当該技術基準に係る無線設備に限る。)。 

  (4) 設備規則第9条の5に規定する外部参照信号同期機能を有する無線設備について

は、当該機能を実現するための構造及び同条に規定する外部参照信号の周波数精度

を記した図面を添付し、設備規則第9条の6に規定する自動出力補正機能を有する無

線設備については、当該機能を実現するための構造及び当該機能が保証する空中線

電力の偏差の範囲を記した図面を添付すること。 

  (5) 設備規則第14条の2第1項に規定する人体における比吸収率の許容値に関する技

術基準に係る無線設備については、当該無線設備を通常使用する場合における筐体

について記した図面、送信空中線と人体との距離が20センチメートル以内となる状

態で通常使用する場合における無線設備と人体との位置関係について記した資料

並びに空中線その他の当該技術基準の測定に係るものの構造及び位置を記した図

面を添付し、設備規則第14条の2第1項の同一の筐体に収められた他の無線設備があ

るときは、当該他の無線設備の空中線の構造及び位置を記した図面並びに工事設計

(通信方式、送信機及び空中線に係る部分に限る。)を記載した資料を添付すること。 

  (6) 設備規則第14条の2第2項に規定する人体頭部における比吸収率の許容値に関す

る技術基準に係る無線設備については、空中線その他の当該技術基準の測定に係る

ものの構造及び位置を記した図面を添付すること。 

  (7) エリア放送を行う地上一般放送局に使用するための無線設備については、空中線

指向図を添付すること。 

  (8) 5の欄の(3)④で申告した無線設備について、工事設計(送信機の定格出力、発射

可能な電波の型式及び周波数の範囲に係る部分に限る。)を記載した資料を添付す

ること。 

 12 7の欄は、次によること。 

  (1) 空中線インピーダンス、変調入力インピーダンス、受信出力インピーダンス及び
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標準変調入力レベル(標準変調入力レべルについては、第2条第1項第5号に掲げる

無線設備の送信装置の場合に限る。)を記載すること。 

  (2) 第2条第1項第6号から同項第6号の2の2までに掲げる無線設備の場合にあつては、

その用途を併せて記載すること。 

  (3) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、

部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。 

  (4) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件があ

る場合は、その名称及び種類を記載すること。 

 第二 無線航行業務及び無線標定業務の無線局に使用するための無線設備の工事設計書 

長

辺 

工 事 設 計 書 

  

1 最大測定距離   2 最小測定距離   

  

３ 

送
信
機 

(1) 定格出力   
(2) 発射可能な電波の型

式及び周波数の範囲 
  

(3) 発 振   (4) 変 調   

(5) 製造者名等 
製造者名 型式又は名称 製造番号 

      

４ 
受
信
機 

(1) 通過帯域幅       

(2) 製造者名等 
製造者名 型式又は名称 製造番号 

      

５ 

空
中
線 

(1) 型式及び構成 (2) 利 得 (3) 回転速度 

      

(4) 水平面の主軸射の角度の幅 (5) 垂直面の主輻射の角度の幅 

    

6 附属装置の種類及び

型式又は名称 
  

7 その他の工事設計 

(1) 電波法第3章に規定する技術基準適合性の確認 

 □ 申込設備に関し、1の欄から6の欄までの記載

事項以外の工事設計について、電波法第3章に規

定する技術基準に適合していることを確認し

た。 

 

(2) 同一の筐体に収められた他の無線設備の申告 

 □ 無 

 □ 有 

  □ ①適合表示無線設備 

     (番号及び種別：     ) 

  □ ②微弱無線設備 

  □ ③同時申込の無線設備 

  □ ④上記①～③以外の無線設備 

 

(3) 電波の発射範囲の確認 

 □ 同一の筐体に収められた全ての無線設備に関

し、申込設備及び上記(2)①～③で申告した無線

設備の工事設計の範囲外の電波を発射しないこ

とを確認した。 

8 添付図面 無線設備系統図 

9 参考事項 無線設備の型式又は名称 

  

短 辺     (日本産業規格A列4番) 

注1 ラジオ・ブイの局に使用するための無線設備については、1の欄に有効通達距離を記

載すること。 

 2 2の欄は、第2条第1項第29号の無線設備に限り記載すること。 

 3 3の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の

値を記載すること。定格出力を低下させて使用する場合は、定格出力並びに低下させる

方法及び低下後の出力を記載すること。 

  (記載例) NON 0.1W(固定減衰器使用0.01W) 

 4 3の(2)の欄は、「NON 10.525GHz」、「PON 9,410MHz」のように記載すること。 

 5 3の(3)の欄は、発振の方式及び周波数を記載すること。 

 6 3の(4)の欄は、3の(2)の欄の電波の型式がA2Nの場合に限り、変調周波数を記載する

こと。 

 7 3の(5)の欄及び4の(2)の欄は、次によること。 

  (1) 送信機の製造者名等を記載すること。ただし、送信機及び受信機が一の筐体に収

められている場合は、3の(5)の欄のみに記載し、4の(2)の欄には「送信機に同じ。」

と記載すること。 

  (2) 工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。 
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 8 4の欄は、3dB(ラジオ・ブイの局に使用するための無線設備については6dB)低下の幅

を記載すること。 

 9 5の欄は、送信及び受信に共用するものでない場合は、送信及び受信の別を(1)の欄に

明示すること。 

 10 5の(1)の欄は、次によること。 

  (1) 偏波面(円偏波の場合は、受信側から見た旋回方向を付記すること。)並びに輻射

器、反射器、導波器等がある場合には、その区別及び素子数を記載すること。 

  (2) 放物面鏡、電磁ホーン等については、その直径又は長径及び短径を記載すること。 

 11 5の(2)の欄は、Gis(絶対利得)で表示すること。 

 12 5の(3)の欄は、回転させて使用するものに限り記載するものとし、「15r.p.m」のよ

うに記載すること。 

 13 5の(4)の欄及び5の(5)の欄は、その方向における輻射電力と最大輻射の方向におけ

る輻射電力との差が最大3dBであるすべての方向を含む全角度を記載すること。 

 14 6の欄は、無線設備のうち、3の欄から5の欄までに記載しない装置を記載すること。 

 15 7の欄は、次によること。 

  (1) (1)は、申込設備に関し、1の欄から6の欄までの記載事項以外の工事設計につい

て、電波法第3章に規定する技術基準に適合していることを申込者が確認し、□に

レ印を付けること。 

  (2) 微弱無線設備とは、電波法第4条第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無

線局の無線設備をいう。 

  (3) 同時申込の無線設備とは、申込設備と同一の筐体に収められた他の無線設備のう

ち、当該申込設備と同時に同一の登録証明機関又は承認証明機関に対し、技術基準

適合証明又は工事設計認証の申込をしている無線設備をいう。 

  (4) (2)は、申込設備と同一の筐体に収められた他の無線設備の有無及び該当する①

から④までの□にレ印を付けることとし、①の番号及び種別欄には、番号として技

術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は識別番号を記載し、種別として第2条

第1項に掲げる特定無線設備の種別を記載すること。 

  (5) (3)は、申込設備と同一の筐体に収められた全ての無線設備に関し、申込設備及

び(2)①から③までに申告した無線設備の工事設計の範囲外の電波を発射しないこ

とを申込者が確認し、□にレ印を付けること。また、(2)④の無線設備であつて現

に免許等(免許、登録又は予備免許をいう。)を受けている場合又は新たに免許等若

しくは認証等(技術基準適合証明、工事設計認証又は技術基準適合自己確認をい

う。)を受けた場合は、(3)で確認した範囲外の電波であつても、その免許等又は認

証等に係る工事設計の範囲内の電波を発射することを妨げない。 

 16 8の欄は、次によること。 

  (1) 無線設備系統図の図面のうち送信機に係るものは真空管、半導体又は集積回路の

名称及び用途、各段の周波数、発振周波数から発射電波の周波数を合成する方法並

びに電源の電圧を、受信機に係るものは真空管、半導体又は集積回路の名称及び用

途、各段の周波数(受信周波数と第1局部発振部の周波数との高低の関係を含む。)

を記載すること。 

   (記載例) 

   ア 無線航行業務の無線局に使用するための無線設備の場合 

 

   イ 無線標定業務の無線局に使用するための無線設備の場合 

 

  (2) 7の欄の(2)④で申告した無線設備について、工事設計(送信機の定格出力、発射

可能な電波の型式及び周波数の範囲に係る部分に限る。)を記載した資料を添付す

ること。 

 17 9の欄は、次によること。 

  (1) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、

部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。 
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  (2) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件があ

る場合は、その名称及び種類を記載すること。 

 第三 市民ラジオの無線局、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキ

ュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、5.2GHz帯高出力デ

ータ通信システムの無線局、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無

線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周

波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、PHSの陸上移動局、5GHz帯無

線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局、狭域通信システムの陸上移動局、超広

帯域無線システムの無線局並びに700MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する

ための無線設備の工事設計書 

長

辺 

工 事 設 計 書 

  

1 通信方式   

  

２ 

送
信
機 

(1) 定格出力   

(2) 発射可能な電波の

型式及び周波数の範

囲 

  

(3) 発 振   

(4) 変 調   

3 製造者名等 
製造者名 型式又は名称 製造番号 

      

4 空中線 
(1) 型式及び構成 (2) 利 得 

    

5 附属装置等の種類及び

型式又は名称 
    

6 その他の工事設計 

(1) 

 

(2) 電波法第3章に規定する技術基準適合性の確

認 

 □ 申込設備に関し、1の欄から5の欄までの記

載事項以外の工事設計について、電波法第3

章に規定する技術基準に適合していることを

確認した。 

 

(3) 同一の筐体に収められた他の無線設備の申

告 

 □ 無 

 □ 有 

  □ ①適合表示無線設備 

     (番号及び種別：     ) 

  □ ②微弱無線設備 

  □ ③同時申込の無線設備 

  □ ④上記①～③以外の無線設備 

 

(4) 電波の発射範囲の確認 

 □ 同一の筐体に収められた全ての無線設備に

関し、申込設備及び上記(3)①～③で申告した

無線設備の工事設計の範囲外の電波を発射し

ないことを確認した。 

7 添付図面 無線設備系統図 

8 参考事項 無線設備の型式又は名称 

  

短 辺    (日本産業規格A列4番) 

注1 1の欄は、「単信方式」、「複信方式」のように記載すること。ただし、特定小電力無線

局に使用するための無線設備であつて、2,400MHz以上2,483.5MHz以下、2,425MHzを超え

2,475MHz以下、10.5GHzを超え10.55GHz以下、24.05GHzを超え24.25GHz以下、60GHzを超

え61GHz以下(無線標定業務を行うものに限る。)、76GHzを超え77GHz以下若しくは77GH

zを超え81GHz以下の周波数の電波を使用するもの又は超広帯域無線システムの無線局

に使用するための無線設備であつて、24.25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用す

るものについては記載を要しない。 

 2 2の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の

値を記載すること。なお、空中線電力の許容値が1MHz当たりの帯域幅によつて規定され

ている無線設備については1MHz当たりの帯域幅の空中線電力の値を、等価等方輻射電力

の値によつて規定されている無線設備については等価等方輻射電力の値を併記するこ

と。この場合において、等価等方輻射電力の値を併記するものにあつては、4の(2)の欄

の記載は要しない。 

  (記載例) 0.001W／MHz 
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  (記載例) 0.000025W(EIRP) 

 3 2の(2)の欄は、「F1D280.0000MHz、F3E281.0000MHzから282.0000MHzまで(12.5kHz間隔

81波)」のように記載すること。 

 4 2の(3)の欄は、発振の方式及び周波数を記載すること。 

  (記載例) 水晶発振 発射可能な周波数の1／24 

 5 2の(4)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式並びに最高変調周波数

及び最大周波数偏移等を記載すること。ただし、市民ラジオの無線局に使用するための

無線設備の場合は、記載を要しない。 

  (記載例：2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム) 

    変調方式：直交位相変調 

         BPSK(1Mbps) 

         GPSK(2Mbps) 

         CCK(5.5Mbps／11Mbps) 

    拡散方式：直接拡散 

    変調信号の送信速度に等しい周波数：1MHz(BPSK、QPSK) 

                     1.375MHz(CCK) 

   なお、ホッピング方式の場合は、ホッピング周波数滞留時間を記載すること。 

 6 3の欄は、工事設計認証又は技術基準適合自己確認の場合は、型式又は名称及び製造

番号の記載を要しない。 

 7 4の(1)の欄は、偏波面及び素子数を、「単一型(V)λ／4」のように記載すること。こ

の場合において、市民ラジオの無線局に使用するための無線設備の場合は、「ホイップ

型 何㎝」と記載すること。 

 8 4の(2)の欄は、Gis(絶対利得)で記載すること。ただし、市民ラジオの無線局に使用

するための無線設備の場合は、記載を要しない。 

   なお、等価等方輻射電力により、主輻射の角度幅が規定されている無線設備にあつ

ては角度幅を記載すること。 

 9 5の欄は、無線設備のうち、2の欄から4の欄までに記載しない装置等を記載すること。 

  (記載例) 

種類及び型式又は名称 方式・規格等 

混 信 防 止 機 能 装 置 設備規則第9条の4に規定する機能 

 10 6の欄は、次によること。 

  (1) (1)は、第2条第2項第2号に掲げる特定無線設備の場合にあつては、同一の筐体に

収められている同項第1号に掲げる特定無線設備の種別、製造者名及び型式又は名

称を記載すること。 

  (2) (2)は、申込設備に関し、1の欄から5の欄までの記載事項以外の工事設計につい

て、電波法第3章に規定する技術基準に適合していることを申込者が確認し、□に

レ印を付けること。 

  (3) 微弱無線設備とは、電波法第4条第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無

線局の無線設備をいう。 

  (4) 同時申込の無線設備とは、申込設備と同一の筐体に収められた他の無線設備のう

ち、当該申込設備と同時に同一の登録証明機関又は承認証明機関に対し、技術基準

適合証明又は工事設計認証の申込をしている無線設備をいう。 

  (5) (3)は、申込設備と同一の筐体に収められた他の無線設備の有無及び該当する①

から④までの□にレ印を付けることとし、①の番号及び種別欄には、番号として技

術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は識別番号を記載し、種別として第2条

第1項に掲げる特定無線設備の種別を記載すること。 

  (6) (4)は、申込設備と同一の筐体に収められた全ての無線設備に関し、申込設備及

び(3)①から③までに申告した無線設備の工事設計の範囲外の電波を発射しないこ

とを申込者が確認し、□にレ印を付けること。また、(3)④の無線設備であつて現

に免許等(免許、登録又は予備免許をいう。)を受けている場合又は新たに免許等若

しくは認証等(技術基準適合証明、工事設計認証又は技術基準適合自己確認をい

う。)を受けた場合は、(4)で確認した範囲外の電波であつても、その免許等又は認

証等に係る工事設計の範囲内の電波を発射することを妨げない。 

 11 7の欄の添付図面の記載等は、次によること。 

  (1) 無線設備系統図には、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数(周波

数の逓倍及び合成の方法を含む。)並びに電源の電圧を記載すること。 

  (記載例) 

    

  (2) 人体頭部における比吸収率の許容値に関する技術基準に係る無線設備について

は、空中線その他の当該基準の測定に係るものの構造及び位置を記した図面を添付

すること。 
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  (3) 6の欄の(3)④で申告した無線設備について、工事設計(送信機の定格出力、発射

可能な電波の型式及び周波数の範囲に係る部分に限る。)を記載した資料を添付す

ること。 

 12 8の欄は、次によること。 

  (1) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、

部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。 

  (2) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件があ

る場合は、その名称及び種類を記載すること。 

  (3) 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信シス

テムの無線局の無線設備であつて、占有周波数帯幅が26MHzを超え40MHz以下のもの

については、キャリアセンスの有無を記載すること。 

  (4) 5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信シス

テムの無線局の無線設備及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局の

無線設備については、当該無線設備の送信は5.2GHz帯高出力データ通信システムの

基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨

の表示の有無を記載すること。 

  (5) 5,250MHz以上5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,730MHz以下の周波数の電波を

使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備については、親局(他の無

線局から制御されることなく送信を行い、一の通信系内の他の無線局が使用する電

波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行う無線局をいう。以下同じ。)

又は子局(親局に制御される無線局をいう。)の別及び一の通信系内における平均の

空中線電力を3デシベル低下させる機能の有無を記載すること。 

  (6) 5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の無線設備に

ついては、設備規則第49条の20の2第1項第3号に規定する等価等方輻射電力の条件

に適合することを説明した書類を添付すること。 

  (7) 5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信シス

テムの親局(自動車内に設置するものに限る。)の無線設備については、自動車の電

源から供給される電源によつてのみ動作する旨を記載するとともに、自動車内での

使用に限る旨の表示の有無を記載すること。 

  (8) 5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信シス

テムの無線局の無線設備のうち最大等価等方輻射電力が25mWを超えるものについ

ては、親局又は子局の別、端末間通信(設備規則第49条の20第4号ルに規定する端末

間通信をいう。)を行う機能の有無、当該無線設備の送信は屋内においてのみ可能

である旨の表示の有無を記載すること。また、最大等価等方輻射電力が25mWを超え

る親局については、屋外での使用を目的とする構造の有無を記載し、筐体外部から

ケーブルを介して供給される電源によつてのみ動作すること及び屋外での使用を

目的としない構造であることを示す図面等を添付すること。 

  (9) その他参考となる事項を記載すること。 

  (記載例) 電気通信回線設備への接続の有無 

 第四 アマチュア局、150MHz帯、400MHz帯若しくは27MHz帯の周波数の電波を使用する簡

易無線局又は第2条第1項第4号の7に規定する陸上移動局に使用するための無線設備の

工事設計書 

長

辺 

工 事 設 計 書 

  

1 通信方式   

  

２ 

送
信
機 

(1) 定格出力   

(2) 発射可能な電波の

型式及び周波数の範

囲 

  

(3) 変 調   

3 製造者名等 
製造者名 型式又は名称 製造番号 

      

4 空中線 
(1) 型式及び構成 (2) 利 得 

    

5 附属装置等の種類及び

型式又は名称 
    

6 その他の工事設計 

(1) 電波法第3章に規定する技術基準適合性の確

認 

 □ 申込設備に関し、1の欄から5の欄までの記

載事項以外の工事設計について、電波法第3

章に規定する技術基準に適合していることを

確認した。 

 

(2) 同一の筐体に収められた他の無線設備の申

告 

 □ 無 

 □ 有 

  □ ①適合表示無線設備 

     (番号及び種別：     ) 

  □ ②微弱無線設備 

  □ ③同時申込の無線設備 

  □ ④上記①～③以外の無線設備 

 

(3) 電波の発射範囲の確認 

 □ 同一の筐体に収められた全ての無線設備に

関し、申込設備及び上記(2)①～③で申告した

無線設備の工事設計の範囲外の電波を発射し

ないことを確認した。 

7 添付図面 無線設備系統図 

8 参考事項 無線設備の型式又は名称 

  

短 辺    (日本産業規格A列4番) 

 注1 1の欄は、「単信方式」、「単向通信方式」のように記載すること。 
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  2 2の(1)の欄は、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載するこ

と。 

  3 2の(2)の欄は、アマチュア局に使用するための無線設備にあつては「J3E 430MHz

から440MHzまで」のように、150MHz帯、400MHz帯又は27MHz帯の周波数の電波を使用

する簡易無線局に使用する無線設備にあつては、「F2B F2C F2D F3C F3E 400MH

z帯」のように、第2条第1項第4号の7に規定する陸上移動局に使用するための無線設

備にあつては、「A1D 920.6MHzから923.4MHzまで(200kHz間隔15波)」のように記載す

ること。 

  4 2の(3)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式並びに最高変調周波

数及び最大周波数偏移等を記載すること。 

  (記載例) F2D 変調方式 周波数変調、信号伝送速度1,200b／sのMSK変調(マーク周

波1,200Hz、スペース周波数1,800Hz)、最大周波数偏移 ±3.5kHz 

       F3E 変調方式 周波数変調、最高変調周波数3,000Hz、最大周波数偏移 ±

5kHz 

  5 3の欄は、工事設計認証の場合は、型式又は名称及び製造番号の記載を要しない。 

  6 4の(1)の欄は、偏波面及び素子数を、「単一型(V)λ／4」のように記載すること。

ただし、アマチュア局に使用するための無線設備の場合は、記載を要しない。 

  7 4の(2)の欄は、Gis(絶対利得)で記載すること。ただし、アマチュア局に使用する

ための無線設備の場合は、記載を要しない。 

  8 5の欄は、呼出名称記憶装置又は自動識別装置等を記載すること。 

   (記載例) 

種類及び型式又は名称 方式・規格等 

呼 出 名 称 記 憶 装 置 
使用IC μP B403D、14050B、14020B 

記憶容量 256×4bit 

  9 6の欄は、次によること。 

   (1) (1)は、申込設備に関し、1の欄から5の欄までの記載事項以外の工事設計につ

いて、電波法第3章に規定する技術基準に適合していることを申込者が確認し、

□にレ印を付けること。 

   (2) 微弱無線設備とは、電波法第4条第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な

無線局の無線設備をいう。 

   (3) 同時申込の無線設備とは、申込設備と同一の筐体に収められた他の無線設備の

うち、当該申込設備と同時に同一の登録証明機関又は承認証明機関に対し、技術

基準適合証明又は工事設計認証の申込をしている無線設備をいう。 

   (4) (2)は、申込設備と同一の筐体に収められた他の無線設備の有無及び該当する

①から④までの□にレ印を付けることとし、①の番号及び種別欄には、番号とし

て技術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は識別番号を記載し、種別として

第2条第1項に掲げる特定無線設備の種別を記載すること。 

   (5) (3)は、申込設備と同一の筐体に収められた全ての無線設備に関し、申込設備

及び(2)①から③までに申告した無線設備の工事設計の範囲外の電波を発射しな

いことを申込者が確認し、□にレ印を付けること。また、(2)④の無線設備であ

つて現に免許等(免許、登録又は予備免許をいう。)を受けている場合又は新たに

免許等若しくは認証等(技術基準適合証明、工事設計認証又は技術基準適合自己

確認をいう。)を受けた場合は、(3)で確認した範囲外の電波であつても、その免

許等又は認証等に係る工事設計の範囲内の電波を発射することを妨げない。 

  10 7の欄は、次によること。 

   (1) 無線設備系統図には、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数(周

波数の逓倍及び合成の方法を含む。)並びに電源の電圧を記載すること。 

   (2) 無線設備が一の筐体に収められていることを条件とする場合は、当該条件に適

合することを説明した無線設備の構造及び形状を示す図面を添付すること。 

   (3) 6の欄の(2)④で申告した無線設備について、工事設計(送信機の定格出力、発

射可能な電波の型式及び周波数の範囲に係る部分に限る。)を記載した資料を添

付すること。 

   (記載例) 

    

  11 8の欄は、次によること。 

   (1) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合

は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。 

   (2) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件が

ある場合は、その名称及び種類を記載すること。 

 第五 地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局に使用するための無線設備の工事設計

書 

長辺 工 事 設 計 書 
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ろ 

  

1 通信方式   

  

２ 

送
信
機 

(1) 定格出力   

(2) 発射可能な電波の

型式及び周波数の範

囲 

  

(3) 発 振   (4) 変 調   

(5) 最大電力密度   

(6) 高周波濾波器   

(7) 製造者名等 
製造者名 型式又は名称 製造番号 

      

3 受信機の受信可能な電

波の型式及び周波数の範

囲 

  

４ 

空
中
線
系 

(1) 型式及び構成 (2) 利 得 (3) 周波数 

      

(4) 偏波面 (5) 給電線等損失 

    

5 衛星追

尾装置 
□ 有 □ 無 

6 インタ

ーロック

装置 

□有□無 
7 自動停

波装置 
□有□無 

8 附属装置の種類及び型

式又は名称 
  

9 その他の工事設計 

(1) 

 

(2) 電波法第3章に規定する技術基準適合性の確

認 

 □ 申込設備に関し、1の欄から8の欄までの記

載事項以外の工事設計について、電波法第3

章に規定する技術基準に適合していることを

確認した。 

 

(3) 同一の筐体に収められた他の無線設備の申

告 

 □ 無 

 □ 有 

  □ ①適合表示無線設備 

     (番号及び種別：     ) 

  □ ②微弱無線設備 

  □ ③同時申込の無線設備 

  □ ④上記①～③以外の無線設備 

 

(4) 電波の発射範囲の確認 

 □ 同一の筐体に収められた全ての無線設備に

関し、申込設備及び上記(3)①～③で申告した

無線設備の工事設計の範囲外の電波を発射し

ないことを確認した。 

10 添付図面等 
(1) 無線設備系統図 

(2) 空中線指向図 

11 参考事項 無線設備の型式又は名称 

  

短 辺    (日本産業規格A列4番) 

 注1 1の欄は、「複信方式」、「同報通信方式」又は「特殊通信方式」のように記載するほ

か、信号伝送速度を「64kb／s」のように付記すること。 

  2 2の(1)の欄は、電波の型式別に無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の

値を記載すること。 

  3 2の(2)の欄は、「G7E 14.3GHzから14.4GHzまで」又は「G7E 14.46GHz、14.49GHz」

のように記載すること。この場合において、シンセサイザ方式のものにあつては、発

射可能な周波数の間隔及び数を付記すること。 

  4 2の(3)の欄は、発振の方法及び周波数並びに周波数安定度を記載すること。多重無

線設備等で2以上の発振器を用いるものであるときは、それぞれの発振器について記

載すること。この場合において、周波数安定方式が特殊なものであるときは、その方

式を付記すること。 

  5 2の(4)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式及び次の区別に従い

該当する事項を記載すること。この場合において、ヘテロダイン中継方式を使用する
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場合は通過する信号の型式を、エネルギー拡散のための装置を使用する場合はその方

式、周波数及び波形の名称を併せて記載すること。 

   (1) 送信機のフィルタ特性を考慮した占有周波数帯幅係数 

   (2) パルス幅及び繰り返し周波数 

  6 2の(5)の欄は、搬送波のうち最大の電力密度を記載すること。この場合において、

搬送波が15GHz以下のものにあつては当該搬送波のうち最大の電力密度の4kHz帯域幅

における全尖頭電力を、15GHzを超えるものにあつては最大の電力密度の1MHz帯域幅

における全尖頭電力を、dBW／Hzの単位で記載すること。 

  7 2の(6)の欄は、送信機の最終段に挿入されるものについて、種類、挿入段数及び周

波数特性を記載すること。 

   (記載例) バタワース型 4次2段 ±8MHz／3dB低下 

                   ±20MHz／50dB低下 

  8 2の(7)の欄は、次によること。 

   (1) 送信機の製造者名等を記載すること。 

   (2) 工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。 

  9 3の欄は、注3に準じて記載すること。 

  10 4の欄の記載は、次によること。 

   (1) 4の(1)の欄は、放物面鏡、電磁ホーン等の直径又は長径及び短径を記載するこ

と。この場合において、構成が複雑なため記載が困難なときは、構成は添付図面

のとおりである旨を該当欄に記載すること。 

   (2) 4の(2)の欄は、Gis(絶対利得)で記載すること。 

   (3) 4の(4)の欄は、偏波面の種類を記載し、空中線の交差偏波識別度をdBの単位で

記載すること。なお、円偏波の場合は、送信側から見た電界ベクトルの回転方向

を「右旋」又は「左旋」と記載すること。 

   (4) 4の(5)の欄は、送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から

受信機の入力端子までの間に挿入された給電線等の損失をそれぞれ送信及び受

信の別に記載すること。 

  11 5の欄は、衛星追尾装置(人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有する装置)

の有無について該当する事項にレ印を付けること。 

  12 6の欄は、インターロック装置(制御信号を受信した場合に限り、送信を開始する

機能を有する装置)の有無について該当する事項にレ印を付けること。 

  13 7の欄は、自動停波装置(発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の

発射を停止する機能を有する装置)の有無について該当する事項にレ印を付けるこ

と。 

  14 8の欄は、無線設備のうち、2の欄から7の欄までに記載しない装置を記載すること。 

  15 9の欄は、次によること。 

   (1) (1)は、設備規則第14条の2第1項に規定する人体における比吸収率の許容値に

関する技術基準に係る無線設備である場合には、その旨を記載すること。 

   (2) (2)は、申込設備に関し、1の欄から8の欄までの記載事項以外の工事設計につ

いて、電波法第3章に規定する技術基準に適合していることを申込者が確認し、

□にレ印を付けること。 

   (3) 微弱無線設備とは、電波法第4条第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な

無線局の無線設備をいう。 

   (4) 同時申込の無線設備とは、申込設備と同一の筐体に収められた他の無線設備の

うち、当該申込設備と同時に同一の登録証明機関又は承認証明機関に対し、技術

基準適合証明又は工事設計認証の申込をしている無線設備をいう。 

   (5) (3)は、申込設備と同一の筐体に収められた他の無線設備の有無及び該当する

①から④までの□にレ印を付けることとし、①の番号及び種別欄には、番号とし

て技術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は識別番号を記載し、種別として

第2条第1項に掲げる特定無線設備の種別を記載すること。 

   (6) (4)は、申込設備と同一の筐体に収められた全ての無線設備に関し、申込設備

及び(3)①から③までに申告した無線設備の工事設計の範囲外の電波を発射しな

いことを申込者が確認し、□にレ印を付けること。また、(3)④の無線設備であ

つて現に免許等(免許、登録又は予備免許をいう。)を受けている場合又は新たに

免許等若しくは認証等(技術基準適合証明、工事設計認証又は技術基準適合自己

確認をいう。)を受けた場合は、(4)で確認した範囲外の電波であつても、その免

許等又は認証等に係る工事設計の範囲内の電波を発射することを妨げない。 

  16 10の欄の添付図面の記載等は、次によること。 

   (1) 10の欄の(1)の図面は、送信装置及び受信装置の系統、各系統の用途及び周波

数並びに送信装置、受信装置及び空中線の接続系統を記載すること。 

   (2) 10の欄の(2)の図面は、水平面及び垂直面の指向特性を記載すること。 

     なお、第2条第1項第9号、第9号の2、第30号の2、第30号の3及び第46号に掲げる

無線設備については、指向特性に加え交差偏波識別度を記載すること。 

     また、設備規則第49条の24第7項に規定するインマルサットBGAN型の無線設備の

うち、人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として自動車

その他の陸上を移動するものに設置される空中線であるものについては、水平面

及び垂直面の指向特性に加え、同項第3号ハの条件に適合することを説明した書

類を添付すること。 

   (3) 設備規則第14条の2第1項に規定する人体における比吸収率の許容値に関する

技術基準に係る無線設備については、当該無線設備を通常使用する場合における

筐体について記した図面、送信空中線と人体との距離が20センチメートル以内と

なる状態で通常使用する場合における無線設備と人体との位置関係について記
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した資料並びに空中線その他の当該技術基準の測定に係るものの構造及び位置

を記した図面を添付し、設備規則第14条の2第1項の同一の筐体に収められた他の

無線設備があるときは、当該他の無線設備の空中線の構造及び位置を記した図面

並びに工事設計(通信方式、送信機及び空中線に係る部分に限る。)を記載した資

料を添付すること。 

   (4) 設備規則第14条の2第2項に規定する人体頭部における比吸収率の許容値に関

する技術基準に係る無線設備については、空中線その他の当該基準の測定に係る

ものの構造及び位置を記した図面を添付すること。 

   (5) 9の欄の(3)④で申告した無線設備について、工事設計(送信機の定格出力、発

射可能な電波の型式及び周波数の範囲に係る部分に限る。)を記載した資料を添

付すること。 

  17 11の欄は、次によること。 

   (1) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合

は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。 

   (2) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件が

ある場合は、その名称及び種類を記載すること。 

 第六 第2条第1項第57号、第57号の2又は第57号の4に規定する放送局に使用するための

無線設備の工事設計書 

長

辺 

 工 事 設 計 書 

  1 送信方式     

２ 

送
信
機 

(1) 定格出力 

  (2) 発射可能な電波の

型式及び周波数の範

囲 

  

(3) 発 振   

(4) 変 調   

(5) 製造者名等 
製造者名 型式又は名称 製造番号 

      

３ 

受
信
機 

(1) 通過帯域幅   

(2) 製造者名等 
製造者名 型式又は名称 製造番号 

      

4 空中線 
(1) 型式及び構成 (2) 利得 

    

5 附属装置等の種類及び

型式又は名称 

  

6 その他の工事設計 

(1) 

 

(2) 電波法第3章に規定する技術基準適合性の確

認 

 □ 申込設備に関し、1の欄から5の欄までの記

載事項以外の工事設計について、電波法第3

章に規定する技術基準に適合していることを

確認した。 

 

(3) 

 

(4) 同一の筐体に収められた他の無線設備の申

告 

 □ 無 

 □ 有 

  □ ①適合表示無線設備 

     (番号及び種別：     ) 

  □ ②微弱無線設備 

  □ ③同時申込の無線設備 

  □ ④上記①～③以外の無線設備 

 

(5) 電波の発射範囲の確認 

 □ 同一の筐体に収められた全ての無線設備に

関し、申込設備及び上記(4)①～③で申告した

無線設備の工事設計の範囲外の電波を発射し

ないことを確認した。 

7 添付図面 
(1) 無線設備系統図 

(2) 空中線指向図 

8 参考事項   

  

短 辺    (日本産業規格A列4番) 

 注1 1の欄は、「超短波放送標準方式」、「超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送標

準方式」、「標準テレビジョン放送(デジタル放送)標準方式」又は「高精細度テレビジ

ョン放送(デジタル放送)標準方式」のように記載すること。 

  2 2の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格

の値を記載すること。なお、定格出力を低下させて使用する場合は、定格出力、その

低下させる方法及びその低下後の出力を記載することとし、また、可変設定する場合

は、その最小空中線電力と最大空中線電力を記載すること。 

   (記載例) F8E 1W(固定減衰器使用、0.25W) 

        F8E 0.001Wから0.25Wまで(可変減衰器使用) 

        X7W 0.1W(固定減衰器使用、0.05W) 

50



        X7W 0.001Wから0.05Wまで(可変減衰器使用) 

  3 2の(2)の欄は、「F8E 76.1MHzから94.9MHzまで」又は「X7W 470MHzから710MHzま

で」のように記載すること。 

  4 2の(3)の欄は、発振の方式及び周波数を記載すること。 

   (記載例) 水晶発振 (発射可能な周波数＋37.15MHz)／9 

  5 2の(4)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式を記載すること。た

だし、ヘテロダイン中継方式を使用する場合は、通過する信号の型式を記載すること。 

  6 2の(5)の欄は、次によること。 

   (1) 送信機の製造者名等を記載すること。 

   (2) 工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。 

  7 3の(1)の欄は、受信周波数が470MHz未満の場合は6dB低下の幅を、470MHz以上の場

合は3dB低下の幅を記載すること。また、2以上の受信機を有する場合は、各受信機の

通過帯域幅を記載すること。 

  8 3の(2)の欄は、次によること。 

   (1) 受信機の製造者名等を記載すること。ただし、送信機及び受信機が一の筐体に

収められている場合は、2の(5)の欄のみに記載し、3の(2)の欄には「送信機に同

じ」と記載すること。 

   (2) 工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。 

  9 4の(1)の欄は、次によること。 

   (1) 偏波面並びに輻射器、反射器、導波器等がある場合には、その区別及び素子数

を記載すること。 

   (2) 放物面鏡、電磁ホーン等については、その直径又は長径及び短径を記載するこ

と。 

  10 4の(2)の欄は、相対利得で表示すること。ただし、中波放送の周波数の電波を受

信するものにあつては、短小垂直空中線に対する利得(dB)を記載すること。 

  11 5の欄は、無線設備のうち、2の欄から4の欄までに記載しない装置を記載すること。 

  12 6の欄は、次によること。 

   (1) (1)は、第2条第1項第57号又は第57号の2に規定する地上基幹放送局に使用する

ための無線設備の場合は、設備規則別図第4号の8の8において当該無線設備に適

用される搬送波の周波数からの差が±4.36MHzにおける平均電力Pからの減衰量

の値を記載すること。 

   (2) (2)は、申込設備に関し、1の欄から5の欄までの記載事項以外の工事設計につ

いて、電波法第3章に規定する技術基準に適合していることを申込者が確認し、

□にレ印を付けること。 

     なお、第2条第1項第57号の2に規定する地上基幹放送局に使用するための無線設

備の場合は、当該無線設備を構成する送信装置、受信装置又は中継線若しくは連

絡線に接続する分配器等に接続する設備規則第37条の27の10の2に規定する有線

テレビジョン放送施設等からの影響により、当該無線設備を構成する送信装置又

は受信装置の電気的特性に変更を来すこととならないことを説明した書類を添付

すること。 

   (3) (3)は、第2条第1項第57号の4に規定する地上基幹放送局に使用するための無線

設備の場合は、設備規則別図第2号において当該無線設備に適用される搬送波の

周波数からの差の絶対値が200kHz以上300kHz未満及び300kHz以上における平均

電力Pからの減衰量の値を記載すること。 

   (4) 微弱無線設備とは、電波法第4条第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な

無線局の無線設備をいう。 

   (5) 同時申込の無線設備とは、申込設備と同一の筐体に収められた他の無線設備の

うち、当該申込設備と同時に同一の登録証明機関又は承認証明機関に対し、技術

基準適合証明又は工事設計認証の申込をしている無線設備をいう。 

   (6) (4)は、申込設備と同一の筐体に収められた他の無線設備の有無及び該当する

①から④までの□にレ印を付けることとし、①の番号及び種別欄には、番号とし

て技術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は識別番号を記載し、種別として

第2条第1項に掲げる特定無線設備の種別を記載すること。 

   (7) (5)は、申込設備と同一の筐体に収められた全ての無線設備に関し、申込設備

及び(4)①から③までに申告した無線設備の工事設計の範囲外の電波を発射しな

いことを申込者が確認し、□にレ印を付けること。また、(4)④の無線設備であ

つて現に免許等(免許、登録又は予備免許をいう。)を受けている場合又は新たに

免許等若しくは認証等(技術基準適合証明、工事設計認証又は技術基準適合自己

確認をいう。)を受けた場合は、(5)で確認した範囲外の電波であつても、その免

許等又は認証等に係る工事設計の範囲内の電波を発射することを妨げない。 

  13 7の欄の添付図面の記載等は、次によること。 

   (1) 7の欄の(1)の図面は、当該無線設備を構成する受信空中線から送信空中線まで

の範囲について、送信装置及び受信装置の系統、各系統の用途及び周波数並びに

送信装置、受信装置及び空中線の接続系統を記載すること。ただし、第2条第1
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項第57号の2に規定する地上基幹放送局に使用するための無線設備の場合は、当

該無線設備と接続する設備規則第37条の27の10の2に規定する有線テレビジョン

放送施設等に限り記載を要しない。 

   (記載例) 

    ア 第2条第1項第57号又は第57号の2に規定する地上基幹放送局に使用するため

の無線設備の場合 

 

    イ 第2条第1項第57号の4に規定する地上基幹放送局に使用するための無線設備

の場合 

 

   (2) 7の欄の(2)の図面は、送信空中線に限り、水平面及び垂直面の指向特性を記載

すること。 

   (3) 6の欄の(4)④で申告した無線設備について、工事設計(送信機の定格出力、発

射可能な電波の型式及び周波数の範囲に係る部分に限る。)を記載した資料を添

付すること。 

  14 8の欄は、次によること。 

   (1) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合

は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。 

   (2) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件が

ある場合は、その名称及び種類を記載すること。 
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別
表
第
三
号
　
工
事
設
計
認
証
の
審
査
（
第
十
七
条
及
び
第
三
十
三
条
関
係
）

第
十
七
条
及
び
第
三
十
三
条
の
工
事
設
計
認
証
の
審
査
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

一
　
工
事
設
計
の
審
査

工
事
設
計
認
証
の
求
め
に
係
る
特
定
無
線
設
備
の
工
事
設
計
書
に
記
載
さ
れ
た
工
事
設
計
の
内
容
が
技
術
基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
。

二
　
対
比
照
合
審
査
及
び
特
性
試
験

別
表
第
一
号
一
（
２
）
及
び
（
３
）
並
び
に
三
の
規
定
は
、
工
事
設
計
認
証
の
求
め
に
係
る
工
事
設
計
（
当
該

求
め
に
係
る
確
認
の
方
法
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
一
の
特
定
無
線
設
備
の
審
査
又
は
当
該
一
の
特
定
無
線
設

備
の
試
験
結
果
を
記
載
し
た
書
面
及
び
写
真
等
の
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

三
　
確
認
の
方
法
の
審
査

工
事
設
計
認
証
に
係
る
確
認
方
法
書
（
特
定
無
線
設
備
が
そ
の
工
事
設
計
に
合
致
す
る
こ
と
の
確
認
の
方
法
に

係
る
別
表
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ

て
、
特
定
無
線
設
備
の
取
扱
い
に
係
る
工
場
等
の
全
部
が
別
表
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
す
べ
て
に
適
合
し

て
い
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
し
て
登
録
証
明
機
関
又
は
承
認
証
明
機
関
が
認
め
る
書
類
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
工
事
設
計
認
証
の
求
め
に
係
る
工
事
設
計
（
当
該
求
め
に
係
る
確
認
の
方
法
を
含
む
。
）
に
基
づ

く
一
の
特
定
無
線
設
備
に
よ
り
、
工
事
設
計
認
証
の
求
め
に
係
る
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
の
い

ず
れ
も
が
当
該
工
事
設
計
に
合
致
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

適
切
に
審
査
を
行
う
。
た
だ
し
、
二
に
お
い
て
準
用
す
る
別
表
第
一
号
三
の
規
定
に
よ
り
当
該
一
の
申
込
設

備
が
提
出
さ
れ
な
か
つ
た
場
合
は
、
工
事
設
計
認
証
に
係
る
確
認
方
法
書
並
び
に
試
験
結
果
を
記
載
し
た
書

類
及
び
写
真
等
に
よ
り
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
四
号
　
工
事
設
計
認
証
に
係
る
確
認
方
法
書
の
記
載
事
項
（
第
十
七
条
及
び
第
三
十
三
条
関
係
）

工
事
設
計
認
証
に
係
る
確
認
方
法
書
の
記
載
事
項
は
、
次
表
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
と
す
る
。

　

事
項

記
載
内
容

一

組
織
並
び
に
管

理
者
の
責
任
及

び
権
限

法
第
三
十
八
条
の
二
十
五
第
一
項
の
義
務
（
以
下
「
工
事
設
計
合
致
義
務
」
と
い
う
。
）

を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
を
管
理
し
、
実
行
し
、
検
証
す
る
た
め
の
組
織
並
び

に
管
理
責
任
者
の
責
任
及
び
権
限
の
分
担
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
説
明

二

工
事
設
計
合
致

義
務
を
履
行
す

る
た
め
の
管
理

方
法

工
事
設
計
合
致
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
特
定
無
線
設
備
の
取
扱
い
に
お
け
る

管
理
方
法
に
関
す
る
規
程
が
具
体
的
か
つ
体
系
的
に
文
書
と
し
て
整
備
さ
れ
、
そ
れ
に

基
づ
き
工
事
設
計
合
致
義
務
が
適
切
に
履
行
さ
れ
る
こ
と
の
説
明

三

特
定
無
線
設
備

の
検
査

工
事
設
計
合
致
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
特
定
無
線
設
備
の
検
査
手
順
そ
の
他

検
査
に
関
す
る
規
程
が
文
書
と
し
て
整
備
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
検
査
が
適
切
に
行
わ

れ
る
こ
と
の
説
明

四

測
定
器
そ
の
他

の
設
備
の
管
理

特
定
無
線
設
備
の
検
査
に
必
要
な
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
の
管
理
に
関
す
る
規
程
が
文

書
と
し
て
整
備
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
の
管
理
が
適
切
に
行
わ

れ
る
こ
と
の
説
明

五

そ
の
他

そ
の
他
工
事
設
計
合
致
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

別
表
第
五
号
　
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
の
検
証
の
方
法
（
第
三
十
九
条
関
係
）

第
三
十
九
条
第
一
項
の
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
の
検
証
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

一
　
工
事
設
計
の
検
証

技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
に
係
る
特
別
特
定
無
線
設
備
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
確
認
設
備
」
と
い
う
。
）

の
工
事
設
計
書
に
記
載
さ
れ
た
工
事
設
計
の
内
容
が
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
検
証
を
行
う
。

二
　
特
性
試
験

確
認
設
備
に
つ
い
て
、
次
に
従
つ
て
試
験
を
行
い
、
か
つ
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
検
証
を
行
う
。

（１）
　
別
表
第
一
号
一
（
３
）
ア
、
イ
及
び
ウ
の
規
定
は
、
確
認
設
備
の
検
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
（
３
）
中
「
特
定
無
線
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
特
定
無
線
設
備
」
と
、
「
申
込
設

備
」
と
あ
る
の
は
「
確
認
設
備
」
と
、
「
登
録
証
明
機
関
が
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三

第
二
項
の
検
証
を
行
う
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
が
」
と
、
「
審
査
」
と
あ
る
の
は
「
検
証
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（２）
　
試
験
を
行
う
と
き
は
、
法
別
表
第
三
の
下
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
で
あ
つ
て
、
法
第
二
十

四
条
の
二
第
四
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
較
正
等
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
較
正
等

を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
（
第
三
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備

に
あ
つ
て
は
、
同
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
期
間
と
す
る
。
）
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（３）
　
試
験
の
一
部
（
輸
入
業
者
に
あ
つ
て
は
、
全
部
又
は
一
部
）
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合
は
、
当
該
試

験
の
実
施
に
関
す
る
十
分
な
経
験
及
び
技
術
的
能
力
を
有
す
る
者
に
委
託
す
る
と
と
も
に
、
当
該
受
託
者

と
当
該
試
験
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
取
り
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
　
別
表
第
一
号
一
（
３
）
に
定
め
る
試
験
の
方
法
と
同
じ
方
法
に
よ
つ
て
試
験
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
確

認
に
関
す
る
事
項

イ
　
法
別
表
第
三
の
下
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
で
あ
つ
て
、
法
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
第

二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
較
正
等
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
較
正
等
を
受
け
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
試
験
が
行
わ
れ
る

こ
と
の
確
認
に
関
す
る
事
項

ウ
　
そ
の
他
当
該
試
験
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

（４）
　
試
験
を
他
の
者
に
委
託
し
た
場
合
は
、
当
該
委
託
し
た
試
験
の
結
果
が
（
３
）
の
取
決
め
に
従
つ
て
適

正
に
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
確
認
の
方
法
の
検
証

技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
に
係
る
確
認
方
法
書
（
特
別
特
定
無
線
設
備
が
そ
の
工
事
設
計
に
合
致
す
る
こ
と
の

確
認
の
方
法
に
係
る
別
表
第
六
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、

特
別
特
定
無
線
設
備
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
工
場
等
の
全
部
が
別
表
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
す
べ
て
に

適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
し
て
自
ら
確
認
す
る
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
し
、
当

該
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
に
係
る
確
認
方
法
書
及
び
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
に
係
る
工
事
設
計
に
基
づ

く
一
の
特
別
特
定
無
線
設
備
に
よ
り
、
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
に
係
る
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
別
特
定
無

線
設
備
の
い
ず
れ
も
が
当
該
工
事
設
計
に
合
致
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
。

別
表
第
六
号
　
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
に
係
る
確
認
方
法
書
の
記
載
事
項
（
第
三
十
九
条
関
係
）

別
表
第
四
号
の
規
定
は
、
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
に
係
る
確
認
方
法
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
中
「
法
第
三
十
八
条
の
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
八
条
の
三
十

四
」
と
、
「
特
定
無
線
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
特
定
無
線
設
備
」
と
、
「
取
扱
い
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
又

は
輸
入
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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様
式
第
１
号
（
第
３
条
、
第
４
条
及
び
第
２
３
条
関
係
）

様式第1号(第3条、第4条及び第23条関係) 

登 録 

登録更新 

承 認 

申請書 

年  月  日  

  総務大臣    殿 

郵便番号           

住 所           

(ふりがな)          

  
氏 名(法人にあつては、

名称及び代表者の氏名) 

電話番号           

登録番号及び登録年月日    

(注1)            

 

  電波法 

第38条の2の2第1項の登録 

第 3 8条の 4第 2項の登録 

第38条の31第1項の承認 

の更新を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

 1 事業の区分 

 2 事務所の名称及び所在地(注2) 

 3 技術基準適合証明のための審査に用いる測定器その他の設備の概要(注3) 

 4 法第38条の8第2項の証明員の選任に関する事項(注4) 

 5 業務開始の予定期日 

注1 登録の更新の申請に限り記載すること。 

 2 技術基準適合証明の業務を行う事務所の名称及び所在地を記載すること。 

 3 測定器等ごとに、その名称又は型式、主な仕様、製造事業者名、所在の場所、その所

有、借入れ又は委託の別及び審査が可能な特定無線設備の種別ごとの試験項目を記載す

ること。全部を記載することができない場合は、別紙に記載する旨を記載し、この様式

に定める規格の用紙に記載すること。 

 4 技術基準適合証明の業務を行う事務所ごとに、証明員の氏名及び法別表第4の各号に

掲げる条件のうち該当する号を記載すること。 

 5 不要の文字は、抹消すること。 

 6 この用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA列4番とすること。 

 7 登録の更新の申請の場合にあつては、手数料の額に相当する収入印紙をこの申請書の

左上に消印せずにちよう付すること。なお、収入印紙の枚数が多いために申請書の左上

にちよう付することができない場合には、申請書の余白又は裏面にちよう付すること。 

様
式
第
２
号
（
第
３
条
、
第
４
条
、
第
９
条
、
第
２
１
条
及
び
第
２
３
条
関
係
）

様式第2号(第3条、第4条、第9条、第21条及び第23条関係) 

 

経 歴 書 

  (ふりがな) 

 1 氏 名 

 2 生年月日 

 3 現 住 所 

 4 経 歴 

期 間 

自 年   月   日 

至 年   月   日 

勤務先並びに職務内容又は業務内容 

    

    

    

    

 上記のとおり相違ありません。 

        年  月  日 

氏名             

注1 不要の文字は、抹消すること。 

 2 この用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA列4番とすること。 
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様
式
第
３
号
（
第
３
条
、
第
４
条
及
び
第
２
３
条
関
係
）

様式第3号(第3条、第4条及び第23条関係) 

 

誓 約 書 

年  月  日  

  総務大臣    殿 

(ふりがな)         

  
申請者(法人にあつては、名

称及び代表者の氏名) 

 

  申請者(及びその役員)が、電波法 
第38条の3第2項において準用する同法第24条の2  

第38条の31第4項において準用する同法第24条の 

 第5項各号 

 2第5項各号 
に該当しないことを誓約します。 

 

注1 不要の文字は、抹消すること。 

 2 この用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA列4番とすること。 

様
式
第
４
号
（
第
５
条
及
び
第
２
４
条
関
係
）

様式第4号(第5条及び第24条関係) 

 

氏名又は名称等変更届出書 

年  月  日  

  総務大臣    殿 

郵便番号           

住 所           

(ふりがな)         

  
氏 名(法人にあつては、

名称及び代表者の氏名) 

電話番号           

登録番号           

 

  電波法 
第38条の5第2項 

第38条の31第4項において準用する同法第38条の5第2項 
の規定により、下 

 記のとおり届け出ます。 

 

記 

 1 変更しようとする事項 

 2 変更しようとする年月日 

 3 変更の理由 

注1 変更しようとする事項は、変更前及び変更後を対照して記載すること。 

 2 不要の文字は、抹消すること。 

 3 この用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA列4番とすること。 
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様
式
第
５
号
（
第
６
条
、
第
１
７
条
、
第
２
５
条
及
び
第
３
３
条
関
係
）

様式第5号(第6条、第17条、第25条及び第33条関係) 

技術基準適合証明等報告書 

年  月  日  

  総務大臣    殿 

郵便番号           

住 所           

(ふりがな)          

  
氏 名(法人にあつては、

名称及び代表者の氏名) 

電話番号           

登録番号           

 

  電波法 

第38条の6第2項 

第38条の24第3項において準用する同法第38条の6第2項 

第38条の31第4項において準用する同法第38条の6第2項 

第38条の31第6項において準用する同法第38条の6第2項 

の規定により、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 1 特定無線設備の技術基準適合証明 

技術基準

適合証明

を受けた

者の氏名

又は名称 

技術基準適合

証明を受けた

者の住所及び

法人にあつて

は、その代表

者の氏名 

技術基準

適合証明

を受けた

特定無線

設備の種

別 

技術基準

適合証明

を受けた

特定無線

設備の型

式又は名

称 

技術基

準適合

証明番

号 

電波の

型式、

周波数

及び空

中線電

力 

周波数

等を維

持する

機能を

有する

無線設

備であ

る場合

には、

その旨 

設備規則第14条

の2第1項の規定

が適用される無

線設備である場

合には、その旨 

技術基

準適合

証明を

した年

月日 

公示を

希望す

る日 

                    

 2 特定無線設備の工事設計認証 

工事設計

認証を受

けた者の

氏名又は

名称 

工事設計

認証を受

けた者の

住所及び

法人にあ

つては、

その代表

者の氏名 

工事設計

認証に係

る工事設

計に基づ

く特定無

線設備の

種別 

工事設計

認証に係

る工事設

計に基づ

く特定無

線設備の

型式又は

名称 

工事設

計認証

番号 

電波の

型式、

周波数

及び空

中線電

力 

周波数

等を維

持する

機能を

有する

無線設

備であ

る場合

には、

その旨 

設備規則第

14条の2第1

項の規定が

適用される

無線設備で

ある場合に

は、その旨 

工事設

計認証

をした

年月日 

第17条第

4項第9号

から第11

号までに

規定する

事項の記

載又は添

付 

(注1) 

公示

を希

望す

る日 

                      

                      

注1 第17条第4項ただし書に該当する場合は、レ印を入れ、同項第9号から第11号までに掲げる事項を記載又は添

付すること。 

 2 報告は、毎月1日から15日まで、16日から末日までの期間ごとに、技術基準適合証明又は工事設計認証した

ものについてそれぞれ期間経過後2週間以内に報告すること。 

 3 不要の文字は、抹消すること。 

 4 全部を記載することができない場合は、別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に記載す

ること。 

 5 この用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA列4番とすること。 
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様
式
第
６
号
（
第
６
条
、
第
１
７
条
、
第
２
５
条
及
び
第
３
３
条
関
係
）

様式第6号(第6条、第17条、第25条及び第33条関係) 

氏名又は名称等変更届出書 

年  月  日  

  総務大臣    殿 

郵便番号           

住 所           

(ふりがな)          

  
氏 名(法人にあつては、

名称及び代表者の氏名) 

電話番号           

 

  電波法 

第38条の6第3項 

第38条の29において準用する同法第38条の6第3項 

第38条の31第4項において準用する同法第38条の6第3項 

第38条の31第6項において準用する同法第38条の6第3項 

の規定により、下 

 記のとおり届け出します。 

 

記 

 

 1 変更した事項 

 2 変更した年月日 

 3 変更の理由 

注1 変更した事項は、変更前及び変更後を対照して記載し、変更に係る技術基準適合証明

を受けた特定無線設備の技術基準適合証明番号又は認証工事設計に基づく特定無線設

備の工事設計認証番号を記載すること。ただし、氏名又は名称等の変更により、その技

術基準適合証明を受けた特定無線設備及び認証工事設計に基づく特定無線設備の全て

が変更に係るものとなる場合は、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の記載を

要しない。 

 2 不要の文字は、抹消すること。 

 3 この用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA列4番とすること。 

様
式
第
７
号
（
第
８
条
、
第
２
０
条
、
第
２
７
条
及
び
第
３
６
条
関
係
）

様式第7号(第8条、第20条、第27条及び第36条関係) 

 

 表示は、次の様式に記号 R 及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付加した

ものとする。 

 

注1 大きさは、表示を容易に識別することができるものであること。 

 2 材料は、容易に損傷しないものであること(電磁的方法によつて表示を付す場合を除

く。)。 

 3 色彩は、適宜とする。ただし、表示を容易に識別することができるものであること。 

 4 技術基準適合証明番号の最初の3文字は総務大臣が別に定める登録証明機関又は承認

証明機関の区別とし、4文字目又は4文字目及び5文字目は特定無線設備の種別に従い次

表に定めるとおりとし、その他の文字等は総務大臣が別に定めるとおりとすること。 

特 定 無 線 設 備 の 種 別 記 号 

第2条第1項第1号の9に掲げる無線設備 S 

第2条第1項第1号の10に掲げる無線設備 D 

第2条第1項第1号の11に掲げる無線設備 F 

第2条第1項第1号の12に掲げる無線設備 B 

第2条第1項第1号の12の2に掲げる無線設備 CU 

第2条第1項第1号の13に掲げる無線設備 OY 

第2条第1項第1号の14に掲げる無線設備 PY 

第2条第1項第1号の15に掲げる無線設備 QY 

第2条第1項第2号に掲げる無線設備 Q 

第2条第1項第2号の2に掲げる無線設備 RY 

第2条第1項第3号に掲げる無線設備 O 
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第2条第1項第3号の2に掲げる無線設備 SY 

第2条第1項第4号の2に掲げる無線設備 TY 

第2条第1項第4号の4に掲げる無線設備 UY 

第2条第1項第4号の5に掲げる無線設備 SV 

第2条第1項第4号の6に掲げる無線設備 TV 

第2条第1項第4号の6の2に掲げる無線設備 SR 

第2条第1項第4号の6の3に掲げる無線設備 TR 

第2条第1項第4号の6の4に掲げる無線設備 UR 

第2条第1項第4号の7に掲げる無線設備 ZT 

第2条第1項第5号に掲げる無線設備 C 

第2条第1項第6号に掲げる無線設備 AS 

第2条第1項第6号の2に掲げる無線設備 BS 

第2条第1項第6号の2の2に掲げる無線設備 ZS 

第2条第1項第6号の3に掲げる無線設備 CS 

第2条第1項第7号に掲げる無線設備 L 

第2条第1項第8号に掲げる無線設備 Y 

第2条第1項第9号に掲げる無線設備 V 

第2条第1項第9号の2に掲げる無線設備 SW 

第2条第1項第9号の3に掲げる無線設備 NR 

第2条第1項第9号の4に掲げる無線設備 PR 

第2条第1項第10号に掲げる無線設備 VT 

第2条第1項第10号の2に掲げる無線設備 VS 

第2条第1項第11号の3に掲げる無線設備 XY 

第2条第1項第11号の4に掲げる無線設備 ZY 

第2条第1項第11号の5に掲げる無線設備 AX 

第2条第1項第11号の6に掲げる無線設備 BX 

第2条第1項第11号の6の2に掲げる無線設備 XV 

第2条第1項第11号の6の3に掲げる無線設備 ZV 

第2条第1項第11号の6の4に掲げる無線設備 ET 

第2条第1項第11号の6の5に掲げる無線設備 FT 

第2条第1項第11号の7に掲げる無線設備 MW 

第2条第1項第11号の8に掲げる無線設備 NX 

第2条第1項第11号の8の2に掲げる無線設備 XU 

第2条第1項第11号の9に掲げる無線設備 NW 

第2条第1項第11号の10に掲げる無線設備 PX 

第2条第1項第11号の10の2に掲げる無線設備 AU 

第2条第1項第11号の10の3に掲げる無線設備 BU 

第2条第1項第11号の10の4に掲げる無線設備 GT 

第2条第1項第11号の10の5に掲げる無線設備 HT 

第2条第1項第11号の11に掲げる無線設備 OW 

第2条第1項第11号の12に掲げる無線設備 PW 

第2条第1項第11号の13に掲げる無線設備 QW 

第2条第1項第11号の14に掲げる無線設備 RW 

第2条第1項第11号の15に掲げる無線設備 DU 

第2条第1項第11号の16に掲げる無線設備 EU 

第2条第1項第11号の17に掲げる無線設備 FU 

第2条第1項第11号の18に掲げる無線設備 GU 

第2条第1項第11号の19に掲げる無線設備 HU 

第2条第1項第11号の19の2に掲げる無線設備 PS 

第2条第1項第11号の19の3に掲げる無線設備 QS 

第2条第1項第11号の20に掲げる無線設備 IU 

第2条第1項第11号の20の2に掲げる無線設備 IT 

第2条第1項第11号の20の3に掲げる無線設備 JT 

第2条第1項第11号の20の4に掲げる無線設備 RS 

第2条第1項第11号の20の5に掲げる無線設備 SS 

第2条第1項第11号の20の6に掲げる無線設備 TS 

第2条第1項第11号の21に掲げる無線設備 JU 

第2条第1項第11号の21の2に掲げる無線設備 IS 
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第2条第1項第11号の22に掲げる無線設備 KU 

第2条第1項第11号の23に掲げる無線設備 JS 

第2条第1項第11号の24に掲げる無線設備 KS 

第2条第1項第11号の25に掲げる無線設備 NU 

第2条第1項第11号の26に掲げる無線設備 OU 

第2条第1項第11号の27に掲げる無線設備 PU 

第2条第1項第11号の28に掲げる無線設備 QU 

第2条第1項第11号の29に掲げる無線設備 DR 

第2条第1項第11号の30に掲げる無線設備 ER 

第2条第1項第11号の31に掲げる無線設備 FR 

第2条第1項第11号の32に掲げる無線設備 GR 

第2条第1項第11号の33に掲げる無線設備 JR 

第2条第1項第11号の34に掲げる無線設備 KR 

第2条第1項第12号に掲げる無線設備 K 

第2条第1項第13号に掲げる無線設備 AZ 

第2条第1項第14号に掲げる無線設備 BZ 

第2条第1項第14号の2に掲げる無線設備 AY 

第2条第1項第15号に掲げる無線設備 KY 

第2条第1項第15号の2に掲げる無線設備 LY 

第2条第1項第15号の3に掲げる無線設備 MY 

第2条第1項第16号に掲げる無線設備 DZ 

第2条第1項第17号に掲げる無線設備 EZ 

第2条第1項第18号に掲げる無線設備 FZ 

第2条第1項第19号に掲げる無線設備 WW 

第2条第1項第19号の2に掲げる無線設備 GZ 

第2条第1項第19号の2の2に掲げる無線設備 UV 

第2条第1項第19号の2の3に掲げる無線設備 VV 

第2条第1項第19号の3に掲げる無線設備 XA 

第2条第1項第19号の4に掲げる無線設備 HX 

第2条第1項第19号の4の2に掲げる無線設備 WU 

第2条第1項第19号の4の3に掲げる無線設備 WV 

第2条第1項第19号の5に掲げる無線設備 ZW 

第2条第1項第19号の6に掲げる無線設備 AV 

第2条第1項第19号の7に掲げる無線設備 BV 

第2条第1項第19号の8に掲げる無線設備 CV 

第2条第1項第19号の9に掲げる無線設備 DV 

第2条第1項第19号の10に掲げる無線設備 EV 

第2条第1項第19号の11に掲げる無線設備 FV 

第2条第1項第20号の2に掲げる無線設備 VX 

第2条第1項第20号の3に掲げる無線設備 HR 

第2条第1項第20号の4に掲げる無線設備 IR 

第2条第1項第21号に掲げる無線設備 IZ 

第2条第1項第21号の2に掲げる無線設備 AT 

第2条第1項第21号の3に掲げる無線設備 BT 

第2条第1項第22号に掲げる無線設備 JX 

第2条第1項第23号に掲げる無線設備 KX 

第2条第1項第23号の2に掲げる無線設備 LX 

第2条第1項第23号の3に掲げる無線設備 MX 

第2条第1項第24号に掲げる無線設備 LZ 

第2条第1項第25号に掲げる無線設備 RN 

第2条第1項第25号の2に掲げる無線設備 RO 

第2条第1項第25号の3に掲げる無線設備 RP 

第2条第1項第25号の4に掲げる無線設備 QV 

第2条第1項第25号の5に掲げる無線設備 DO 

第2条第1項第25号の6に掲げる無線設備 DP 

第2条第1項第26号に掲げる無線設備 NZ 

第2条第1項第27号に掲げる無線設備 PZ 

第2条第1項第28号に掲げる無線設備 TZ 
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第2条第1項第28号の2に掲げる無線設備 BY 

第2条第1項第28号の2の2に掲げる無線設備 GS 

第2条第1項第28号の2の3に掲げる無線設備 NS 

第2条第1項第28号の2の4に掲げる無線設備 OS 

第2条第1項第28号の2の5に掲げる無線設備 OR 

第2条第1項第28号の2の6に掲げる無線設備 QR 

第2条第1項第28号の3に掲げる無線設備 VY 

第2条第1項第28号の4に掲げる無線設備 RT 

第2条第1項第29号に掲げる無線設備 UZ 

第2条第1項第29号の2に掲げる無線設備 ST 

第2条第1項第30号に掲げる無線設備 VZ 

第2条第1項第30号の2に掲げる無線設備 LW 

第2条第1項第30号の3に掲げる無線設備 OT 

第2条第1項第30号の4に掲げる無線設備 MS 

第2条第1項第31号に掲げる無線設備 WZ 

第2条第1項第31号の2に掲げる無線設備 CX 

第2条第1項第31号の3に掲げる無線設備 DX 

第2条第1項第31号の4に掲げる無線設備 EX 

第2条第1項第31号の5に掲げる無線設備 UT 

第2条第1項第32号に掲げる無線設備 CY 

第2条第1項第33号に掲げる無線設備 DY 

第2条第1項第33号の2に掲げる無線設備 FX 

第2条第1項第38号に掲げる無線設備 GX 

第2条第1項第39号に掲げる無線設備 AW 

第2条第1項第40号に掲げる無線設備 BW 

第2条第1項第41号に掲げる無線設備 CW 

第2条第1項第42号に掲げる無線設備 DW 

第2条第1項第43号に掲げる無線設備 EW 

第2条第1項第44号に掲げる無線設備 FW 

第2条第1項第46号に掲げる無線設備 HW 

第2条第1項第47号に掲げる無線設備 UW 

第2条第1項第47号の2に掲げる無線設備 VU 

第2条第1項第47号の3に掲げる無線設備 UO 

第2条第1項第47号の4に掲げる無線設備 UP 

第2条第1項第48号に掲げる無線設備 VW 

第2条第1項第49号に掲げる無線設備 GV 

第2条第1項第51号に掲げる無線設備 IV 

第2条第1項第52号の2に掲げる無線設備 KT 

第2条第1項第52号の3に掲げる無線設備 LT 

第2条第1項第53号に掲げる無線設備 KV 

第2条第1項第54号に掲げる無線設備 LV 

第2条第1項第54号の2に掲げる無線設備 MT 

第2条第1項第54号の3に掲げる無線設備 NT 

第2条第1項第54号の4に掲げる無線設備 US 

第2条第1項第54号の5に掲げる無線設備 LR 

第2条第1項第54号の6に掲げる無線設備 MR 

第2条第1項第57号に掲げる無線設備 OV 

第2条第1項第57号の2に掲げる無線設備 UU 

第2条第1項第57号の3に掲げる無線設備 DS 

第2条第1項第57号の4に掲げる無線設備 GF 

第2条第1項第58号に掲げる無線設備 RU 

第2条第1項第59号に掲げる無線設備 SU 

第2条第1項第60号に掲げる無線設備 TU 

第2条第1項第61号に掲げる無線設備 ZU 

第2条第1項第61号の2に掲げる無線設備 WS 

第2条第1項第62号に掲げる無線設備 CT 

第2条第1項第62号の2に掲げる無線設備 XS 

第2条第1項第63号に掲げる無線設備 WT 
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第2条第1項第64号に掲げる無線設備 XT 

第2条第1項第65号に掲げる無線設備 FS 

第2条第1項第66号に掲げる無線設備 ES 

第2条第1項第67号に掲げる無線設備 LS 

第2条第1項第68号に掲げる無線設備 TI 

第2条第1項第69号に掲げる無線設備 YU 

第2条第1項第70号に掲げる無線設備 YS 

第2条第1項第71号に掲げる無線設備 YT 

第2条第1項第72号に掲げる無線設備 RB 

第2条第1項第73号に掲げる無線設備 AR 

第2条第1項第74号に掲げる無線設備 BR 

第2条第1項第75号に掲げる無線設備 CR 

第2条第1項第76号に掲げる無線設備 PT 

第2条第1項第77号に掲げる無線設備 QT 

第2条第1項第78号に掲げる無線設備 XR 

第2条第1項第79号に掲げる無線設備 YR 

第2条第1項第80号に掲げる無線設備 ZR 

第2条第1項第81号に掲げる無線設備 WR 

 5 工事設計認証番号の最初の3文字は総務大臣が別に定める登録証明機関又は承認証明

機関の区別とし、4文字目は「―(ハイフン)」とし、5文字目から10文字目までは登録証

明機関又は承認証明機関が一の認証工事設計ごとにアラビア数字若しくは英字又はこ

れらの組合せにより定めるものとする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとお

りとする。 

  (1) 異なる認証工事設計に基づく二以上の特定無線設備により一の無線設備を構成

するものである場合は、当該一の無線設備に対して一の工事設計認証番号とするこ

とができる。 

  (2) 認証工事設計について新たな工事設計認証をした場合は、当該認証工事設計に基

づく適合表示無線設備の変更の工事を伴わないときに限り、当該認証工事設計に係

る工事設計認証番号を新たな工事設計認証番号とすることができる。この場合にお

いて、当該工事設計認証番号に係る表示が付された特定無線設備については、新た

な表示が付されたものとみなす。 

様
式
第
８
号
（
第
９
条
及
び
第
２
１
条
関
係
）

様式第8号(第9条及び第21条関係) 

 

選任(解任)届出書 

年  月  日  

  総務大臣    殿  

郵便番号           

住 所           

(ふりがな)          

  
氏 名(法人にあつては、

名称及び代表者の氏名) 

電話番号           

登録番号           

 

  電波法 
第38条の9 

第38条の24第3項において準用する同法第38条の9 
の規定により、 

役 

証明 

 員 

 員 
を選任(解任)しましたので、下記のとおり届け出ます。 

記 

 1 選任(解任)した役員(証明員)の氏名並びに証明員を選任した場合にあつては、その 

 者が 
技術基準適合証明の業務 

工事設計認証の業務 
を行う事務所の名称及び所在地 

 2 選任(解任)の理由 

 3 選任(解任)した年月日 

注1 選任(解任)した役員(証明員)の氏名は、選任(解任)前及び選任(解任)後を対照して記

載すること。 

 2 不要の文字は、抹消すること。 

 3 この用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA列4番とすること。 
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様
式
第
９
号
（
第
１
１
条
、
第
２
１
条
、
第
２
９
条
及
び
第
３
７
条
関
係
）

様式第9号(第11条、第21条、第29条及び第37条関係) 

 

業務規程の届出書 

年  月  日  

  総務大臣    殿 

郵便番号           

住 所           

(ふりがな)          

  
氏 名(法人にあつては、

名称及び代表者の氏名) 

電話番号           

登録番号           

 

  電波法 

第38条の10前段 

第38条の24第3項において準用する同法第38条の10前段 

第38条の31第4項において準用する同法第38条の10前段 

第38条の31第6項において準用する同法第38条の10前段 

の規定により、業 

 務規程を添えて届け出ます。 

注1 不要の文字は、抹消すること。 

 2 この用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA列4番とすること。 

様
式
第
１
０
号
（
第
１
１
条
、
第
２
１
条
、
第
２
９
条
及
び
第
３
７
条
関
係
）

様式第10号(第11条、第21条、第29条及び第37条関係) 

 

業務規程の変更届出書 

年  月  日  

  総務大臣    殿 

郵便番号           

住 所           

(ふりがな)          

  
氏 名(法人にあつては、

名称及び代表者の氏名) 

電話番号           

登録番号           

 

  電波法 

第38条の10後段 

第38条の24第3項において準用する同法第38条の10後段 

第38条の31第4項において準用する同法第38条の10後段 

第38条の31第6項において準用する同法第38条の10後段 

の規定により、変 

 更後の業務規程を添えて、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 1 変更しようとする事項 

 2 変更しようとする年月日 

 3 変更の理由 

注1 変更しようとする事項は、変更前及び変更後を対照して記載すること。 

 2 不要の文字は、抹消すること。 

 3 この用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA列4番とすること。 
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様
式
第
１
１
号
（
第
１
４
条
、
第
２
１
条
、
第
３
１
条
及
び
第
３
７
条
関
係
）

様式第11号(第14条、第21条、第31条及び第37条関係) 

 

業務の休止(廃止)の届出書 

年  月  日  

  総務大臣    殿 

郵便番号           

住 所           

(ふりがな)          

  
氏 名(法人にあつては、

名称及び代表者の氏名) 

電話番号           

登録番号           

 

  電波法 

第38条の16第1項 

第38条の24第3項において準用する同法第38条の16第1項 

第38条の31第2項 

第38条の31第6項において準用する同法第38条の31第2項 

の規定により、 

 技術基準適合証明の業務 

 技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務 
を 

休止(廃止)したいので、 

休止(廃止)したので、 
下記 

 のとおり届け出ます。 

 

記 

 

 1 
休止(廃止)しようとする 

休止(廃止)した 
業務 

 2 
休止(廃止)しようとする 

休止(廃止)した 
年月日及び 

休止しようとする 

休止した 
場合はその期間 

 3 休止(廃止)の理由 

注1 休止(廃止)しようとする業務又は休止(廃止)した業務は、当該休止(廃止)に係る業務

の事業の区分を記載すること。 

 2 不要の文字は、抹消すること。 

 3 この用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA列4番とすること。 

様
式
第
１
２
号
（
第
３
９
条
関
係
）

様式第12号(第39条関係) 

 

技術基準適合自己確認届出書 

年  月  日  

  総務大臣    殿 

郵便番号           

住 所           

(ふりがな)          

  
氏 名(法人にあつては、

名称及び代表者の氏名) 

電話番号           

 

  電波法第38条の33第2項の規定による技術基準適合自己確認をしたので、同条第3項の

規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

 1 技術基準適合自己確認を行つた特別特定無線設備の種別及び工事設計(注1) 

 2 技術基準適合自己確認に係る工事設計に基づく特別特定無線設備の型式又は名称 

 3 検証の結果の概要 

一 工事設計の

検証 

検証を行つた年月日及び場所   

検証を実施した責任者の氏名及び部署の名称   

結果の概要(注2)   

二 特性試験 

試験を行つた年月日及び場所   

試験を実施した責任者の氏名及び部署の名称

(注3) 
  

検証を行つた年月日及び場所   

検証を実施した責任者の氏名及び部署の名称   

結果の概要(注4)   

三 確認の方法

の検証 

検証を行つた年月日及び場所   

検証を実施した責任者の氏名及び部署の名称   

結果の概要(注5)   

 4 工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致することの確

認の方法(注6) 

 5 特別特定無線設備を製造する工場又は事業所の名称及び所在地(輸入業者にあつて

は、特別特定無線設備の製造業者の氏名又は名称及び住所並びに当該特別特定無線設備

を製造する工場又は事業所の名称及び所在地) 

 6 検証の際に使用した測定器等 

名称又は型式 製造事業者名 製造番号 
較正等の

年月日 

較正等を行つた者

の氏名又は名称 
備 考 

          (注7) 

注1 工事設計については、特別特定無線設備の工事設計に係る事項を記載した書類であつ

て別表第二号に定める事項を記載すること。 
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 2 工事設計を検証した結果、確認設備の工事設計が技術基準に適合するものであること

を確認した旨を記載すること。 

 3 試験の全部又は一部を他の者に委託した場合は、委託した試験項目の範囲、受託者の

氏名又は名称及び住所(法人にあつては、その代表者の氏名も記載すること)。 

 4 試験に基づく検証の結果、確認設備が技術基準に適合するものであることを確認した

旨を記載すること。 

 5 確認の方法の検証の結果、技術基準適合自己確認に係る確認方法書及び技術基準適合

自己確認に係る工事設計に基づく一の特別特定無線設備により、技術基準適合自己確認

に係る工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するもの

となることを確保することができるものであることを確認した旨を記載すること。 

 6 確認の方法の検証を行つた技術基準適合自己確認に係る確認方法書の内容を記載す

ること。 

 7 検証の際に使用した測定器等が第3条の2の測定器その他の設備であつて、当該測定器

等の較正等を行つた年月日の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日ま

での期間が1年を超えている場合は、その旨を記載すること。また、較正等の方法が法

第二十四条の二第四項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第

三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正

等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称を記載すること。 

 8 この用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA列4番とすること。 

様
式
第
１
３
号
（
第
３
９
条
関
係
）

様式第13号(第39条関係) 

技術基準適合自己確認変更届出書 

年  月  日  

  総務大臣    殿 

郵便番号           

住 所           

(ふりがな)          

  
氏 名(法人にあつては、

名称及び代表者の氏名) 

電話番号           

届出番号           

 

  電波法第38条の33第5項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 1 変更した事項 

 2 変更した年月日 

 3 変更の理由 

注1 変更した事項は、変更前及び変更後を対照して記載すること。 

 2 法第38条の33第3項第4号の事項に係る変更の場合は、変更後の技術基準適合自己確認

に係る確認方法書の全文を添付すること。 

 3 この用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA列4番とすること。 
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様
式
第
１
４
号
（
第
４
１
条
関
係
）

様式第14号(第41条関係) 

 

 表示は、次の様式に記号 R 及び識別番号を付加したものとする。 

 

注1 大きさは、表示を容易に識別することができるものであること。 

 2 材料は、容易に損傷しないものであること(電磁的方法によつて表示を付す場合を除

く。)。 

 3 色彩は、適宜とする。ただし、表示を容易に識別することができるものであること。 

 4 識別番号の最初の6文字は届出番号とし、7文字目又は7文字目及び8文字目は特別特定

無線設備の種別に従い様式第7号の注4の表で定めるとおりとし、8文字目及び9文字目又

は9文字目及び10文字目は当該特別特定無線設備について技術基準適合自己確認の届出

を行つた西暦年数の十位以下を示す数字とする。 
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